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実実実施施施背背背景景景（（（実実実施施施目目目的的的）））                                                                                         
 
事務事業点検の実施を決定した当時の経済情勢は、平成２０年のリーマン

ショックを端緒とした世界的な経済不況により、歳入の根幹である市税等の

一般財源が大幅な減収となり、その後も伸び悩む一方、歳出では、扶助費等

の経常的経費が引き続き増加していました。しかしながら、経済不況下の市

民生活への影響に配慮し、歳出の大幅な削減は行わず、歳出に対する歳入不

足に対応するため、臨時財政対策債の借入や基金計画に基づく基金の取崩し

による財源補てんを実施していました。 

この財源補てん額は、一般会計の当初予算ベースでは、平成２１年度で約

２０億円、２２年度で約３７億円となりました。 

このような状況の中、財政構造の弾力性を判断する経常収支比率は、目標と

している８０％台に対し、平成２１年度は８９．０％でしたが、２２年度には

９０．５％となり、目標値を超過する状況となり、財政の硬直化が進んでいま

した。 

このような状況において、限られた財源の有効活用を図るため、本市が実施

している事務事業（以下「事業」といいます）の必要性、妥当性等について、

ＰＤＣＡサイクルの観点から、点検・確認するとともに、市民への事業に関す

る説明機会の拡大や、職員の意識改革をより一層図るための取組が必要となり

ました。 
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事事事務務務事事事業業業点点点検検検ののの考考考えええ方方方                                                                                       

 

限られた財源の有効活用を図るため、本市が実施している事業の必要性、妥

当性等について、ＰＤＣＡサイクルの観点から、常に点検し、確認していく必

要があることから、市では、この点検の方法の一つとして、平成２３年度から

３年間にわたり、事業仕分けの手法を用い、公開の場での第三者による事務事

業点検（以下「点検」といいます）を実施し、市の方針決定の参考としました。 

また、点検により、市民の皆さんへの事業に関する説明の機会を拡大すると

ともに、職員の意識改革をより一層図りました。 

なお、本取組は、廃止ありきの追求型ではなく、客観的な基準で選定した事

業を点検するツールとして、事業仕分けの手法を用い、趣旨をその本質を明ら

かにできるよう、名称は「事務事業点検」としました。 

 

■対象事業の選定方法                                

点検の対象事業として、全体で１２０事業を選定し、事業の廃止や点検実

施前の大幅な見直しにより対象外となった 2事業を除いた１１８事業を３年

間で点検しました。 

 対象事業の選定に当たっては、市の一般会計における予算事業で、平成

２２年度決算における全ての事業のうち、次の基準を満たすものを候補と

し、担当部や事業の性質のバランスを考慮しました。 

１ 原則として予算規模５００万円以上の事業 

２ 事業の実施に当たり、事業の範囲や経費等について、市の裁量の余地

のある事業 

３ 事業開始から５年以上継続して実施している事業 

４ 近い将来において事業の廃止・縮小・見直し等が予定されていない事業 

 ※人件費、法令等による義務的な経費（生活保護、児童手当等）、一部事務

組合等への負担金、投資的経費等のうち、市の裁量の余地がないと判断さ

れるものは、選定対象外としています。 

 

■点検作業の進め方                                 

点検作業は、国及び地方自治体の事業仕分けの実施に関してノウハウを有し、

かつ実績のある政策シンクタンク「構想日本」の協力により実施しました。 

点検作業は、２班体制で行い、各班の構成は次のとおりです。 

○コーディネーター １人（「構想日本」メンバー） 

○点検委員     ５人（「構想日本」メンバー１～３人、市の公募委員

２～４人／年度ごとに委員構成の内訳を変更） 

※各班における点検作業の進行は、コーディネーターが担当。  
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■点検作業の流れ                               

 点検の実施に当たり、市では各業ごとに事業シートや補足資料を作成し、点

検委員は、市から提出された事業シート等を基に質疑を行い、評価は、評価シ

ートを使って各委員ごとに行いました。なお、点検で使用した帳票類について

は資料5（58～60ページ）のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検委員から事業担当者に対して、事業の内

容について質問を行い、事業のあり方などを

点検します。 

点検委員は、議論をもとに事業についての

評価を行います。コーディネーターは、評

価を集計して多数決により点検結果を決定

します。 

事業担当者は、事業の要点や補足事項につい

て、説明資料により簡潔に説明します。 
事業担当者による説明 

（５分） 

点検委員による点検 

（３０分） 

点検委員による事業評価

（５分） 
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■評価方法                                 

事業評価は、次の区分で行いました。 

  

■点検結果の取扱                                

点検結果は、最終的な結論とせず、点検における議論や結果を参考とする

ほか、行政評価結果等を踏まえ、事業に対する今後の市の方針を決定しまし

た。 

 

１ 不要 ①事業の廃止 

２ 抜本的見直し 

（再検討・見送り） 

①事業のあり方をゼロベースで見直し 

②廃止も含めて検討 

③事業の統廃合 

④今のままなら不要 

３ 国・都・広域 ①国において実施すべき 

②都において実施すべき 

③広域で実施すべき 

４ 市（要改善） 【縮減】 ①事業費を縮減し、かつ内容を見直し 

②事業の一部廃止 

【維持】 ③事業費は現行通りで事業内容を見直し 

５ 市（現行通り） 【縮減】 ①事業内容は現行通りで事業費の縮減 

【維持】 ②事業内容、事業費ともに現行通り 

【拡充】 ③事業内容は現行通りで事業費は拡充 
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事事事務務務事事事業業業点点点検検検対対対象象象事事事業業業                                                                                       

 

■平成２３年度                                   

事業
番号

事務事業名（予算事業名）
Ｈ２２

予算額（千円）
（選定時）

１－１ 教科用消耗器材整備事業 150,945

１－２ 学校図書館運営事業 28,730

１－３ 地域介護予防事業（介護予防コーディネート事業） 93,456

１－４ 地域介護予防事業（地域デイサービス事業） 92,400

１－５ 心身障害者小規模通所授産施設運営費助成事業 125,308

１－６ 指定疾病者福祉手当支給事業 84,490

１－７ 補助金　社会福祉協議会 194,735

１－８ 市税徴収事務 30,094

１－９ 広報事業（広報発行事業） 67,350

１－10 広報事業（広報活動事業） 5,642

１－11 駅周辺自転車対策事業 106,736

１－12 ごみ減量運動啓発事業 34,303

１－13 文化センター維持管理事業 343,214

１－14 桜まつり運営事業 5,938

１－15 小規模事業者指導事業 26,470

１－16 補助金　農業生産団体育成事業費 8,808

１－17 育児支援家庭訪問事業 8,546

１－18 子ども家庭サービス事業（トワイライトステイ事業） 47,033

１－19 市立保育所管理運営事業 365,915

１－20 郷土の森博物館管理運営事業 271,359

２－１ 少人数指導等事業 86,668

２－２ 給食センター管理運営事業 377,409

２－３ 障害者自立移動支援事業（心身障害者福祉タクシー事業） 75,349

２－４ 障害者認可施設運営費助成事業 63,205

２－５ 低所得者利用者負担対策事業 30,737

２－６ 一人暮し高齢者等緊急通報安全システム事業 17,228

２－７ 健康診査事業（一般健康診査費） 304,507

２－８ 乳幼児・妊産婦健康診査事業 167,309

２－９ 私道整備事業 16,800

２－10 地域まちづくり事業 8,929

２－11 公害防止指導対策事業 13,836

２－12 補助金　樹木保存事業費 7,350

２－13 防災資材等整備事業 63,152

２－14 補助金　はつらつ高齢者就業機会創出支援事業費 20,116

２－15 自主活動奨励事業 14,341

２－16 ふれあいの集い運営事業 8,993

２－17 地区図書館運営事業 73,321

２－18 美術館維持管理事業 125,753

２－19 学習事業運営事業 19,453

２－20 スポーツ大会運営事業 5,437

計 2,523,793
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■平成２４年度                                   

事業
番号

事務事業名（予算事業名）
Ｈ２２

予算額（千円）
（選定時）

１－１ 就学援助事業 66,232

１－２ 学校図書館指導充実事業 23,800

１－３ 庁舎等維持管理事業（庁用車管理事業） 44,363

１－４ 補助金　市民保養施設利用助成事業費 60,000

１－５ 市民体育大会運営事業 17,116

１－６ 中央図書館運営事業 21,485

１－７ 友好都市交流事業 8,930

１－８ 中小企業補助事業 74,853

１－９ 補助金　先天性代謝異常健診採血料 7,740

１－10 学童クラブ管理運営事業 137,890

１－11 景観形成事業 6,659

１－12 法定外公共物管理事業 11,707

１－13 介護予防推進センター管理運営事業 196,717

１－14 地域介護予防事業（介護予防推進事業） 55,302

１－15 有料ごみ収集管理事業 144,558

１－16 リサイクル推進事業 24,060

１－17 健康増進事業 21,226

１－18 歯科検診事業（歯の衛生週間検診費） 11,652

１－19 障害者自立移動支援事業（心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業） 31,209

１－20 障害者作業委託事業 29,673

２－１ 広報事業（テレビ広報事業） 14,718

２－２ 文書管理事務 36,921

２－３ 奨学資金給付事業 28,568

２－４ 市民芸術文化祭運営事業 14,393

２－５ 補助金　公会堂設置費等 21,600

２－６ 女性活動推進事業 13,307

２－７ 子ども家庭支援センター管理運営事業 134,066

２－８ ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 16,725

２－９ 商店街補助事業（補助金　商店街共同施設電気料） 19,691

２－10 観光振興事業 7,099

２－11 シルバー人材センター支援事業（シルバー人材センター運営費補助
金）

60,548

２－12 老人クラブ補助事業 36,312

２－13 公共花壇運営事業 16,542

２－14 耐震改修等補助事業 6,000

２－15 心身障害者福祉センター管理運営事業 473,738

２－16 心身障害者住宅費助成事業 55,800

２－17 防災思想普及事業 8,087

２－18 まちの環境美化推進事業 10,533

２－19 権利擁護センター事業 30,558

２－20 入浴券支給事業 5,040

計 974,648

※1-5心身障害者小規模通所授産施設運営費助成事業は、点検時に新制度に移行のため評価対象外としています。 
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■平成２５年度                                   

事業
番号

事務事業名（予算事業名）
Ｈ２２

予算額（千円）
（選定時）

１－１ 情報セキュリティ対策事業 7,000

１－２ 福祉サービス利用者総合支援事業 7,032

１－３ 地域まつり運営事業 6,160

１－４ 自治振興助成事業 18,211

１－５ 視聴覚備品整備事業 124,059

１－６ 学校教育ネットワーク事業 62,939

１－７ 市立幼稚園維持管理・整備事業 11,199

１－８ 部活動指導事業 11,331

１－９ 海外帰国児童・生徒等指導事業 9,504

１－10 市民相談事業 12,259

１－11 職員研修事務 11,614

１－12 地域体育館スポーツ活動運営事業 10,242

１－13 文化財保護振興事業 8,502

１－14 青少年健全育成事業 7,074

１－15 市街地整備計画作成事業 13,105

１－16 市民住宅運営事業 73,230

１－17 境界確定事業 53,838

１－18 補助金　観光事業費 9,396

１－19 リサイクル推進事業（リサイクル用品活用事業） 6,390

※ 外出支援サービス事業 6,800

２－１ ＮＰＯ・ボランティア活動支援事業 12,673

２－２ 消防団活動支援事業（交付金　消防団） 5,867

２－３ 障害者就労支援事業 25,885

２－４ 日常生活用具給付等事業 23,212

２－５ 休日・夜間診療事業 40,314

２－６ 補装具等給付事業 10,287

２－７ 身体障害者等機能回復はり・きゅう・マッサージ事業 13,537

２－８ ことぶき理美容事業 12,834

２－９ 生活支援ヘルパー事業 10,123

２－10 在宅ねたきり高齢者介護者慰労金支給事業 48,228

２－11 プール管理運営事業 107,792

２－12 埋蔵文化財保存活用事業 132,185

２－13 所蔵品展示管理事業 30,538

２－14 ファミリーサポートセンター事業 13,188

２－15 公園緑地等維持管理事業 428,322

２－16 狭あい道路解消事業（補助金　狭あい道路整備費） 62,116

２－17 補助金　商工業振興事業費 42,944

２－18 集団回収推進事業 85,416

２－19 補助金　勤労者福祉振興公社運営費 34,745

２－20 コミュニティバス運行補助事業 86,077

計 1,438,733

※印は、点検対象事業選定後、事業内容が見直され、事業規模が縮小されたことから対象から除いています。
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実実実施施施状状状況況況・・・結結結果果果                                                                                                

 
■実施状況                                     

 事務事業点検の実施状況については、次のとおりです。なお、点検委員の名

簿等について参考資料6（61～63ページ）のとおりです。 

 

区  分 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

実 施 日 
７月３０日（土） 

・３１日（日） 

７月２８日（土） 

・２９日（日） 

７月６日（土） 

 ・７日（日） 

評 価 事 業 数 ３９事業 ４０事業 ３９事業 

点検委員数（２班体制）   １２名 １２名        １２名 

班 体 制 （ １ 班 ）     ６名     ６名          ６名 

 コーディネーター     １名     １名          １名 

構 想 日 本 委 員     ３名     ２名          １名 

公 募 市 民 委 員     ２名     ３名          ４名 

傍 聴 者 数 ２０１名 ２２３名      ２５８名 

インターネット視聴件数  — ７１５件      ６４５件 

※点検作業は、午前９時～午後零時１０分、午後１時～午後５時２５分で行いました。 

※初日の午前８時４０分から開会式、２日目の午後５時３０分から閉会式を行いました。 

※平成２３年度の点検対象事業のうち「心身障害者小規模通所授産施設運営費助成事業」については、点

検時では新制度に移行し、選定時での実施内容では実施してしていないことから点検対象から除きました。 

※平成２５年度の点検対象事業のうち「外出支援サービス事業」については、点検の実施に至るまでに、

内部での見直しを進め、事業費が大幅に縮減したため、点検対象から除きました。 

 
■実施結果                                      

 ３か年で実施した点検結果は、次のとおりです。なお、事業ごとの評価内容は、参考資料１・

２（33～44ページ）のとおりです。また、点検当日に行った傍聴者アンケートや点検委員

へのアンケート、構想日本からの講評は、参考資料7（６４～68ページ）のとおりです。 

 

区  分 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 合 計 

不要  ０件    5件    １件    6件   

抜本的見直し 

（再検討・見送り） 
１０件   10件   １３件   33件   

国・都・広域で実施  ０件    ０件    ０件    ０件   

要改善 ２７件   ２５件   ２４件   76件   

現行通り  ２件    ２件    １件    5件   

計 39件   42件   39件   120件   

 
※平成２４年度の点検対象事業のうち「庁舎等維持管理事業」と「中小企業補助事業」は、事業内容を２つに区分し、評価

を行ったため、評価総数が４２となっています。 
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市市市ののの方方方針針針ののの策策策定定定                                                                                                

 
■市の方針                                     

 市の方針の策定に当たっては、点検実施後に各担当課とヒアリングを行い、

点検結果や点検での指摘事項を参考に、市内部の行政評価などを含めて総合的

に指摘に対する市の方針をまとめたほか、市の方針に基づく取組内容や今後の

スケジュールを検討し、市長を本部長とする「府中市行財政改革推進本部」に

おいて決定しました。 

 

区  分 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 合 計 

廃止  ０件（±０）  ３件（△２）  １件（±０）  4件（△2） 

抜本的見直し 

（再検討・見送り） 
１件（△９）  2件（△8）  ３件（△1０） 6件（△２７） 

国・都・広域で実施  ０件（±０）  ０件（±０）  ０件（±０）  ０件（±０） 

要改善 ３３件（＋６） ３５件（＋1０） ３２件（＋8） 100件（＋２４） 

現行通り  5件（＋３）  ＊２件（±０）  ３件（＋２）  10件（＋５） 

計 39件 42件 39件 120件 

※（ ）内の数値は、点検結果との件数差です。 

※＊印は拡充１件を含みます。 

 
▽点検結果と市の方針が異なった評価の内訳 
【平成２３年度】 
○抜本的見直し（再検討・見送り）から要改善へ ８件 
○抜本的見直し（再検討・見送り）から現行通りへ １件 
○要改善から現行通りへ ２件 
 
【平成２４年度】 
○不要から抜本的見直し（再検討・見送り）へ １件 
○不要から要改善へ １件 
○抜本的見直し（再検討・見送り）から要改善へ ９件 
 
【平成２５年度】 
○抜本的見直し（再検討・見送り）から要改善へ ９件 
○抜本的見直し（再検討・見送り）から現行通りへ １件 
○要改善から現行通り １件 
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事業

番号
事業名 点検結果 市の方針

1-1 教科用消耗器材整備事業 市（要改善） 市（要改善）

1-2 学校図書館運営事業 市（要改善） 市（要改善）

1-3 地域介護予防事業（介護予防コーディネート事業） 市（要改善） 市（要改善）

1-4 地域介護予防事業（地域デイサービス事業） 市（現行通り） 市（現行通り）

1-5 心身障害者小規模通所授産施設運営費助成事業

1-6 指定疾病者福祉手当支給事業 再検討・見送り 市（要改善）

1-7 補助金　社会福祉協議会 市（要改善） 市（要改善）

1-8 市税徴収事務 市（要改善） 市（要改善）

1-9 広報事業（広報発行事業） 市（要改善） 市（要改善）

1-10広報事業（広報活動事業） 市（要改善） 市（要改善）

1-11駅周辺自転車対策事業 市（要改善） 市（要改善）

1-12ごみ減量運動啓発事業 市（要改善） 市（要改善）

1-13文化センター維持管理事業 市（要改善） 市（要改善）

1-14桜まつり運営事業 市（要改善） 市（要改善）

1-15小規模事業者指導事業 再検討・見送り  再検討・見送り（補助金化）

1-16補助金　農業生産団体育成事業費 再検討・見送り 市（要改善）

1-17育児支援家庭訪問事業 市（現行通り） 市（現行通り）

1-18子ども家庭サービス事業（トワイライトステイ事業） 市（要改善） 市（要改善）

1-19市立保育所管理運営事業 市（要改善） 市（要改善）

1-20郷土の森博物館管理運営事業 市（要改善） 市（要改善）

2-1 少人数指導事業 再検討・見送り 市（要改善）

2-2 学校給食センター管理運営事業 再検討・見送り 市（要改善）

2-3 障害者自立移動支援事業（心身障害者福祉タクシー事業） 市（要改善） 市（要改善）

2-4 障害者認可施設運営費助成事業 市（要改善） 市（要改善）

2-5 低所得者利用者負担対策事業 市（要改善） 市（要改善）

2-6 一人暮し高齢者等緊急通報安全システム事業 市（要改善） 市（要改善）

2-7 健康診査事業（一般健康診査事業） 市（要改善） 市（要改善）

2-8 乳幼児・妊産婦健康診査事業（妊婦健康診査事業） 市（要改善） 市（現行通り）

2-9 私道整備事業 再検討・見送り 市（要改善）

2-10地域まちづくり事業 市（要改善） 市（要改善）

2-11公害防止指導対策事業 市（要改善） 市（要改善）

2-12補助金　樹木保存事業費 再検討・見送り 市（要改善）

2-13防災資材等整備事業 市（要改善） 市（要改善）

2-14補助金　はつらつ高齢者就業機会創出支援事業費 再検討・見送り 市（現行通り）

2-15自主活動奨励事業 再検討・見送り 市（要改善）

2-16ふれあいの集い運営事業 市（要改善） 市（要改善）

2-17地区図書館運営事業 市（要改善） 市（要改善）

2-18美術館維持管理事業 市（要改善） 市（要改善）

2-19学習事業運営事業 再検討・見送り 市（要改善）

2-20スポーツ大会運営事業 市（要改善） 市（現行通り）

平成２３年度府中市事務事業点検における点検結果及び市の方針 一覧

評価対象外
(対象施設が新体系移行により本事業での

助成不要となったため)
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事業

番号
事業名 点検結果 市の方針

1-1 就学援助事業 市（要改善） 市（要改善）

1-2 学校図書館指導充実事業 市（要改善） 市（要改善）

1-3 庁者等維持管理事業（庁用車管理事業） 抜本的見直し 抜本的見直し

1-3 庁者等維持管理事業（バス借り上げ事業） 不要 抜本的見直し

1-4 補助金　市民保養施設利用助成事業費 不要 廃止

1-5 市民体育大会運営事業 市（要改善） 市（要改善）

1-6 中央図書館運営事業 市（要改善） 市（要改善）

1-7 友好都市交流事業 市（要改善） 市（要改善）

1-8 中小企業補助事業（中小企業事業資金融資利子補助） 市（要改善） 市（要改善）

1-8 中小企業補助事業（中小企業退職金共済掛金補助） 市（要改善） 市（要改善）

1-9 補助金　先天性代謝異常健診採血料 不要 廃止

1-10学童クラブ管理運営事業 市（要改善） 市（要改善）

1-11景観形成事業 市（要改善） 市（要改善）

1-12法定外公共物管理事業 市（要改善） 市（要改善）

1-13介護予防推進センター管理運営事業 抜本的見直し 市（要改善）

1-14地域介護予防事業（介護予防推進事業） 市（要改善） 市（要改善）

1-15有料ごみ収集管理事業 市（要改善） 市（要改善）

1-16リサイクル推進事業 市（要改善） 市（要改善）

1-17健康増進事業 不要 市（要改善）

1-18歯科検診事業（歯の衛生週間健診費） 不要 廃止

1-19障害者自立移動支援事業（心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業） 市（要改善） 市（要改善）

1-20障害者作業委託事業 市（要改善） 市（要改善）

2-1 広報事業（テレビ広報事業） 抜本的見直し 市（要改善）

2-2 文書管理事務 市（要改善） 市（要改善）

2-3 奨学資金給付事業 抜本的見直し 市（要改善）

2-4 市民芸術文化祭運営事業 抜本的見直し 市（要改善）

2-5 補助金　公会堂設置費等 市（要改善） 市（要改善）

2-6 女性活動推進事業 市（要改善） 市（要改善）

2-7 子ども家庭支援センター管理運営事業 市（要改善） 市（要改善）

2-8 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 市（要改善） 市（要改善）

2-9 商店街補助事業（補助金　商店街共同施設電気料） 市（要改善） 市（要改善）

2-10観光振興 抜本的見直し 市（要改善）

2-11シルバー人材センター支援事業（シルバー人材センター運営費補助金） 抜本的見直し 市（要改善）

2-12老人クラブ補助事業 抜本的見直し 市（要改善）

2-13公共花壇運営事業 市（要改善） 市（要改善）

2-14耐震改修等補助事業 市（現行どおり） 市（拡充）

2-15心身障害者福祉センター管理運営事業 市（要改善） 市（要改善）

2-16心身障害者住宅費助成事業 市（要改善） 市（要改善）

2-17防災思想普及事業 市（要改善） 市（要改善）

2-18まちの環境美化推進事業 抜本的見直し 市（要改善）

2-19権利擁護センター事業 抜本的見直し 市（要改善）

2-20入浴券支給事業 市（現行どおり） 市（現行どおり）

平成２４年度府中市事務事業点検における点検結果と市の方針 一覧
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事業

番号
事業名 点検結果 市の方針

1-1 情報セキュリティ対策事業 市（要改善） 市（要改善）

1-2 福祉サービス利用者総合支援事業 市（要改善） 市（要改善）

1-3 地域まつり運営事業 抜本的見直し 市（現行どおり）

1-4 自治振興助成事業 市（要改善） 市（要改善）

1-5 視聴覚備品整備事業 抜本的見直し 市（要改善）

1-6 学校教育ネットワーク事業 抜本的見直し 抜本的見直し

1-7 市立幼稚園維持管理・整備事業 抜本的見直し 抜本的見直し

1-8 海外帰国児童・生徒等指導事業 市（要改善） 市（要改善）

1-9 部活動指導事業 市（要改善） 市（要改善）

1-10市民相談事業 市（要改善） 市（要改善）

1-11職員研修事務 市（要改善） 市（要改善）

1-12地域体育館スポーツ活動運営事業 抜本的見直し 市（要改善）

1-13文化財保護振興事業 市（要改善） 市（要改善）

1-14青少年健全育成事業 市（要改善） 市（要改善）

1-15市街地整備計画作成事業 市（現行どおり） 市（現行どおり）

1-16市民住宅運営事業 抜本的見直し 市（要改善）

1-17境界確定事業 市（要改善） 市（現行どおり）

1-18補助金　観光事業費 市（要改善） 市（要改善）

1-19リサイクル推進事業（リサイクル用品活用事業） 抜本的見直し 市（要改善）

2-1 ＮＰＯ・ボランティア活動支援事業 市（要改善） 市（要改善）

2-2 消防団活動支援事業（交付金　消防団） 抜本的見直し 市（要改善）

2-3 障害者就労支援事業 市（要改善） 市（要改善）

2-4 日常生活用具給付等事業 市（要改善） 市（要改善）

2-5 休日・夜間診療事業 市（要改善） 市（要改善）

2-6 補装具等給付事業 市（要改善） 市（要改善）

2-7 身体障害者等機能回復はり・きゅう・マッサージ事業 抜本的見直し 抜本的見直し

2-8 ことぶき理美容事業 不要 廃止

2-9 生活支援ヘルパー事業 市（要改善） 市（要改善）

2-10在宅ねたきり高齢者介護者慰労金支給事業 市（要改善） 市（要改善）

2-11プール管理運営事業 市（要改善） 市（要改善）

2-12埋蔵文化財保存活用事業 市（要改善） 市（要改善）

2-13所蔵品展示管理事業 市（要改善） 市（要改善）

2-14ファミリーサポートセンター事業 市（要改善） 市（要改善）

2-15公園緑地等維持管理事業 市（要改善） 市（要改善）

2-16狭あい道路解消事業（補助金　狭あい道路整備費） 抜本的見直し 市（要改善）

2-17補助金　商工業振興事業費 抜本的見直し 市（要改善）

2-18集団回収推進事業 抜本的見直し 市（要改善）

2-19補助金　勤労者福祉振興公社運営費 抜本的見直し 市（要改善）

2-20コミュニティバス運行補助事業 市（要改善） 市（要改善）

平成２５年度府中市事務事業点検の点検結果に対する市の方針 一覧
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事業 

番号 
事 業 名 点検結果 市の方針 

1-6 

指定疾病者福祉手当支給事業 再検討・見送り 市（要改善） 

理由：本手当が患者の経済的負担軽減、精神的負担軽減にも寄与していると考える。手当額

については、他自治体と比較しても妥当なものと考える。支援の方法について、介護用品等

の物品支給も検討の余地があるが、類似の制度も存在するため、手当受給者にアンケート調

査等を実施し、支援方法について検討することとしたため。 

1-16 

補助金 農業生産団体育成事業費 再検討・見送り 市（要改善） 

理由：学校給食の原則地元野菜使用のルールの制定については、使用量の目標値を定めている。

また、府中市農業振興計画で、市の役割や支援を慎重に検討すべき課題と考えており、他市の類

似する補助事業制度の実施状況・内容等を参考に、調査・研究し、適宜見直していくとしたため。 

2-1 

少人数指導等事業 再検討・見送り 市（要改善） 

理由：指導員等の配置に関して、来年度に校長等を含めて検討委員会を立ち上げ、学校の

ニーズに合わせた派遣等について検討していく。本事業の目的は、学習の定着状況につい

て子供をそれぞれ上の段階に引き上げていくことであり、そのために教員免許を有し専門

的な指導ができる者を派遣している。シニアの活用については、今後、補充的な学習の充

実に関する手だてとして検討することとしたため。 

2-2 

学校給食センター管理運営事業 再検討・見送り 市（要改善） 

理由：平成２１年度より学校給食センターの施設整備について検討を開始し、平成２２年度に「府

中市学校給食センター施設整備検討協議会」から答申が提出された。現在、答申を踏まえ、市の

基本構想策定に向けて事業手法や運営方法等も検討を行っている。民間委託等の民間活力の活用

については、施設整備と合わせて、具体的な運営方法・事業手法を検討することとしたため。 

2-8 

乳幼児・妊産婦健康診査事業（妊婦健康診査事業） 市（要改善） 市（現行通り） 

理由：健診の助成回数や超音波検査の助成対象年齢については、周辺市の状況を踏まえ、市

民に混乱をまねかないよう取り組み、今後も国の補助継続要望を続けることとしたため。 

2-9 

私道整備事業 再検討・見送り 市（要改善） 

理由：事業の統廃合も選択肢の一つとして捉え、他の道路整備事業を補完する方向で見直し

を行い、市民サービスの向上を可能とする制度としていく。当該事業は公道を補完する性質

を有しており、この点を継承し得る形で、受益者負担と地方自治法遵守の観点及び財政事情

を踏まえた運用が行えるよう、現行の補助率の考え方も、補修を要する案件の増加を見越し

た基準化を含め検討するとしたため。 

【平成２３年度】 

■点検結果と市の方針が異なった事業                        

市の方針を定める中で、点検結果と市の方針が異なった事業の変更理由などは次のとお

りです。 
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事業 

番号 
事 業 名 点検結果 市の方針 

2-12 

補助金 樹木保存事業費 再検討・見送り 市（要改善） 

理由：市民が自ら緑化を推進する必要があるものの、市として一定の補助による支援が必要

な状況もあり、今後、緑の基本計画との整合性を図り、制度を見直すこととし、２３年度か

ら２５年度にかけて補助単価の見直しや制度の見直しを検討していくとしたため。 

2-14 

補助金 はつらつ高齢者就業機会創出支援事業費 再検討・見送り 市（現行通り） 

理由：当該補助により高年齢者の能力を活かした地域社会づくりができることで、地域にお

ける消費の拡大や医療費用・介護費用を大幅に削減できるものと考えている。府中市勤労者

福祉振興公社は、独自に求職事業者を多く開拓し、求職者の就職に高い実績を上げている。

公社自身も、自立性のある安定した経営の実現を目指し、事業等改善実施計画を策定し、改

善に取り組んでおり、今後、当事業の効果について現状把握・分析を行い、今後の事業のあ

り方について研究していくとしたため。 

2-15 

自主活動奨励事業 再検討・見送り 市（要改善） 

理由：青少年の多様な体験活動への参加の機会や活動拠点を提供すること、地域放課後の居

場所確保や子どもたちが様々な活動を経験することに意義があるものと考えている。サーク

ル活動を有料にすることは、事業に参加したい子どもへのハードルをあげるものと考える

が、受益者負担については、今後も検討していく。児童館事業と他のそれぞれの事業は、目

的も対象も異なっており、連携できる部分は検討していくとしたため。 

2-19 

学習事業運営事業 再検討・見送り 市（要改善） 

理由：他の部署との重複する事業については、市全体の体制を整理するためにも、今後調査

が必要であると考えている。また、生涯学習センターへの指定管理者制度の導入を検討して

おり、各種講座の戦略的なプランについては、指定管理者制度導入の中で事業者のノウハウ

を活用しながら、検討するとしたため。 
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事業 

番号 
事 業 名 点検結果 市の方針 

1-3 

庁舎等維持管理事業（バス借り上げ事業） 不要 抜本的見直し 
理由： 借上げバスの利用は、全庁的なものであり、廃止にあたっては利用する各主管課と

の調整が必要であるため、バス利用のあり方を改めて全庁的に検討し、今後、より適正な利

用を図ることとしたため。 

1-13 

介護予防推進センター管理運営事業 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：介護予防推進センターは、市の介護予防の拠点施設と位置付け、様々な事業を展開し

ていることから、施設そのもののあり方を見直すことは難しいものの、委託内容の見直しや

これまでの事業展開による介護予防効果などを数値化し、費用対効果などを検証する中で、

介護予防拠点施設としての位置づけを整理していくこととしたため。 

1-17 

健康増進事業 不要 市（要改善） 

理由：トレーニング室には多くの利用者もおり、生活習慣病の予防など、健康増進を図って

いるところでもあり、現段階では、廃止することは難しいものの、事業内容のうち、健康相

談の充実を図り健康度測定を来年度から廃止することや器具に頼らない運動方法を推奨し

ていく取組みを行っていくなどの見直しを図ることとしたため。 

2-1 

広報事業（テレビ広報事業） 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：情報取得手段としてのテレビは、市民の多くが所有する重要なツールでもあることか

ら、効果を見極めるともに、限られた予算の中でより内容を充実し、魅力ある番組制作に取

組むこととしたため。 

2-3 

奨学資金給付事業 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：奨学金の貸付制度とあわせて、奨学金のあり方について、奨学生選考審査会に意見を

いただく中で、対象者の考え方などについて検討することとしたため。 

2-4 

市民芸術文化祭運営事業 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：これまで事業を続けてきた中で、多くの団体が育ち、市内の芸術文化の発展に寄与し

てきた事業ではあるものの、点検結果では、その効果や経費について課題であることの指摘

もあり、今後、実行委員会と効果的かつ安価な実施方法の検討や各団体などとも事業の改善

について協議を進めていくとしたため。 

2-10 

観光振興事業 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：どのような観光振興策が有効かを市で検討を進めていくことや、観光協会との役割分

担についても再度検討し、委託内容なども精査していくとしたため。 

2-11 

シルバー人材センター支援事業（シルバー人材センター運営費補助金） 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：これまで、毎年度当初に運営資金として貸し付けていた、貸付金を廃止することや人

件費補助のあり方について再検討を進めるなど、市に頼らないセンター自立に向け検討を進

めるとしたため。 

 

 

【平成２4年度】 
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事業 

番号 
事 業 名 点検結果 市の方針 

2-12 

老人クラブ補助事業 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：補助金の上のせ部分の見直しの検討や各クラブでの補助金の活用状況について、監査

の実施を含めた、検討・協議を行うこと、また老人クラブ連合会や老人クラブと定期的な会

合を設け、会の活性化に向けた情報交換を行うなど、補助金の効果向上にむけた積極的な取

組みを行うとしたため。 

2-18 

まちの環境美化推進事業 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：これまで、多くの市民の方の協力を得て駅前などでの清掃・美化を進めてきているが、

その効果やより住民が積極的に協力できる体制構築などの課題も指摘されており、今後は、

学校や駅事業者などへの協力も求め、より積極的な啓発活動を行っていくとしたため。 

2-19 

権利擁護センター事業 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：成年後見制度の利用促進が市の努力義務とされ、市が主体的に権利擁護事業の利用促

進に取り組む必要があると考えているものの、委託事業における経費、規模や人員配置など

に関する仕様が不明確なものとなっており、今後仕様の全面改定を含め、見直しを図ってい

くことしたため。 
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事業 

番号 
事 業 名 点検結果 市の方針 

1-3 

地域まつり運営事業 抜本的見直し 市（現行通り） 

理由：文化センターを地域の拠点として、各センターの地域内で活動する各種団体などの代

表者で構成されたコミュニティ協議会を設置し、市と協働で様々な事業を実施しており、他

の自治体では見られない運営手法であり、市独自の取組みとして、引き続き現状の手法で実

施すべきと考えているほか、現在設置している、文化センターあり方検討協議会において、

社会情勢に適した地域コミュニティのあり方を検討しているため。 

1-5 

視聴覚整備事業 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：視聴覚機器は、授業・校務でも必要であり、今後も機器の老朽化にあわせた入れ替え

が必要と考えているが、リース内容や入れ替えの手法など導入方法や使用する機種の見直し

など、経費を圧縮した中で機器の更新を図るとしたため。 

1-12 

地域体育館スポーツ活動運営事業 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：当該事業が地域でスポーツを親しむ事業と位置付け、様々な年齢層の方に講座への参

加いただく等活用されていると捉えているが、受益者負担の考えから利用料金の見直しを検

討する。また、施設の統廃合などは、公共施設マネジメントに関する計画の中で検討すると

しているため。 

1-16 

市民住宅運営事業 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：事業の制度上、２０年間の長期契約は必要な契約と考えるが、空き室解消に向けた

PRへの積極的な取組みや平成２９年度から契約期間の満了を迎える集合住宅があることか

ら、今後の契約の更新にあたっては、市の住宅供給状況やオーナーの意向等を踏まえ協議を

進めることとしたため。 

1-17 

境界確定事業 市（要改善） 市（現行通り） 

理由：当該事業は、境界境の土地所有者の理解や協力が必要であり、境界の確定には時間を

要するためスケジュール化が難しいことや、道路整備など事業の進捗に応じた中で境界の確

定作業を進めていくべきものとして取組んでいることなどから、当面は現状の実施内容で事

業をすすめていく中で、効率的な業務執行に努めるとしたため。 

1-19 

リサイクル推進事業（リサイクル用品活用事業） 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：市が直接運営するリサイクルショップであることの意義や効果、市民協働事業として

の取組みなどから、引き続き事業は実施する中で、事業実施にかかる委託経費については、

リサイクルショップの運営のほか、再生家具販売についても見直しを図るなど、事業の運営

方法につて、補助制度も含めたあり方の検討をすることとしたため。 

2-2 

消防団活動支援事業（交付金 消防団） 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：交付金がより消防団の活動支援として活用できる仕組みにすることとあわせその使途

の明確化を図るため、使途内容の確認体制の強化を図ることとしたため。 

 

 

【平成２５年度】 
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事業 

番号 
事 業 名 点検結果 市の方針 

2-16 

狭あい道路解消事業（補助金 狭あい道路整備費） 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：計画的に狭あい道路の解消が行えるよう国・都からの補助金など活用可能な財源の確

保に努めるほか、広報等を活用し、ＰＲを継続して行う。奨励金の必要性について検討する

ほか、助成金の限度額の設定についても検討を進める。当該事業は道路の寄附を前提に進め

ており、当該事業が無くなった場合、後退用地を寄附しなくなる可能性もあるなど、解消に

向けた取組が停滞する可能性もあり、必要な制度であると考えるため。 

2-17 

補助金 商工業振興事業費 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：補助金の交付は続けるものの、補助金交付の効果が明確となるよう見直しを図ると共

に、類似事業との整理、商工会議所からの支援の実施に向けた検討を行うなどの取組みを図

るとしたため。 

2-18 

集団回収推進事業 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：ごみ減量啓発の市民の自主的な取組み啓発として、当該事業は有意義として考えるが、

事業に係る経費については、コストのかからない分別・リサイクルの取組み策を検討するな

ど、事業の見直しを図ることとしたため。 

2-19 

補助金 勤労者福祉振興公社運営費 抜本的見直し 市（要改善） 

理由：公益性の確保の点からも公社による福利厚生事業は必要と考え、公社への補助金は引

き続き交付するものの、市の支援の役割の見直し、自立に向けた経営支援などを行うとした

ため。 
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点点点検検検委委委員員員かかからららののの指指指摘摘摘事事事項項項等等等ののの整整整理理理                                                         

 
■指摘事項の整理の必要性                                                    

点検の実施に当たっては、選定基準に該当する事業のうち、様々な種類・目的

の事業を偏りなく点検することで、選定基準から外れた他の事業の見直しにもつ

ながるよう配慮して、対象事業を選定しました。 

３か年の点検で指摘された事項は、全ての事業の見直し・改善に向けて取組むべ

き共通の課題として認識するとともに、事業を見直すための共通の視点として活用

し、他の事業の見直しへと水平展開を図ることで、実施した成果がさらに生かされ

るものと考えます。このため、点検対象となった事業について、委員からの指摘事

項を複数の視点から整理・分類し、指摘事項の主なポイントについて３点までの範

囲で抽出し、数値化することで、指摘の傾向や特徴を把握しました。 

事業ごとの指摘内容の分類状況については、参考資料４（46～57ページ）

のとおりです。 

  

■分類の視点                               

 
▽事業内容別 

○サービス内容別 

・Ａ 給付事業 

・Ｂ 役務等の提供事業 

・C イベント事業 

・Ｄ その他管理事務等事業 

・Ｅ 施設維持管理・整備事業 

○種類別 

・Ｆ 福祉・健康事業 

・Ｇ 文化・スポーツ事業 

・Ｈ 環境・まちづくり事業 

・Ⅰ 教育事業 

・Ｊ 産業振興事業 

・Ｋ その他管理事務等事業 

○実施方法別 

・Ｌ 市直営・市直接 

・Ｍ 委託 

・Ｎ 補助金・交付金・負担金 

▽指摘事項別 

・ａ 現金給付や無償・低額でのサービス 

提供の見直し 

・ｂ 市の独自サービスや基準の見直し 

・ｃ 実施効果の把握方法や費用対効果の 

視点からの見直し 

・ｄ 経過年数等から、現状と実施目的・ 

手段のミスマッチによる見直し 

・ｅ 類似事業との整理 

・ｆ 近隣市、他市と比較して過剰なサー 

ビスの見直し 

・ｇ 計画的・集中的な取組として、終了 

時期・終了とすべき数値の設定による 

見直し 

・ｈ 受益者負担・公私負担の見直し 

・Ｉ 独自の歳入確保・補助金等によらない 

事業の自立化に向けた取組 

・Ｊ 実施方法・手段の見直し 

・Ｋ 民間活力の導入 

▽評価別 

 事務事業点検評価シートで、行政の関与が不要の範囲に含まれる「不要」、「抜本的

見直し」となった事業での指摘内容。 
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主主主ななな指指指摘摘摘ポポポイイインンントトト                                                                                                

 

■事業内容別                              

全般的な指摘事項として、事業の実施方法の見直しと適正な効果の把握方法、

効果に対する市の判断基準の設定が求められました。なお、事業内容等での指

摘事業については、次のとおりです。 

 

□サービス内容別                              

○給付事業、無償・低額でのサービス提供事業では、市民へのサービス提供の

手法としての妥当性を含め、事業のあり方の見直しが求められました。また、

市の独自事業として実施することの必要性や、目的と実施手法がミスマッチし

たまま事業を継続していることへの指摘など、事業の実施目的の再確認が求め

られました。 

○サービス提供事業では、類似事業との整理や事業の実施方法として民間活力

の積極的な活用について委員から提案を受けるなど、効率的なサービス提供手

段の導入に向けた見直しが求められました。 

○イベント事業では、イベントを市が主催して実施する必要性の再確認や、実

行委員会等の市民によって組織された団体等へ委託して実施しているイベント

については、補助金化による実施主体の移行などの提案がありました。また、

イベントの実施効果を確認するための基準の明確化が求められました。 

○その他管理的事業については、事業を継続して実施するための財源確保の必

要性やコストパフォーマンスを高めた業務運営の工夫が求められました。 

○施設維持管理・整備事業では、効率的な維持管理・運営に当たり、民間活力

の積極的な導入や施設利用者への受益者負担の見直しが求められました。 
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□種類別                                

○福祉・健康事業では、様々な視点で課題の指摘を受けており、全般的な視点

から事業の実施効果や必要性の確認が求められました。 

○文化・スポーツ事業では、生涯学習の必要性を認めながらも、個人的な趣味

活動の側面もあることから、公費支援のあり方、受益者負担の導入など、事業

実施にかかる経費の負担の再考が求められました。 

○環境・まちづくり事業では、事業実施手法が多様であり、指摘されている課

題等も複数あることから、事業の実施方法の見直しが求められました。 

○教育事業では、類似事業や目的に対する実施手法のミスマッチを指摘される

など、事業の整理が求められました。 

○産業振興事業では、事業の実施効果の把握ができないことや事業の運営支援

に対する市の支援範囲を設定することが求められました。 

○その他としては、事業の実施に当たっての歳入確保や事業の補助金化による

事業主体の移行など、実施にかかる人的・費用的な面での負担軽減が求められ

ました。 

 

□実施方法別                               

○市直営・市直接の実施手法では、給付事業や独自事業といった、市が現金給

付や他の自治体で実施していない取組としていた事業では、このような事業を

市が実施することで得られる効果の把握をより明確にすることが求められまし

た。 

○委託では、委託の手法として一層の民間活力の導入の検討が求められました。 

○補助金・交付金・負担金では、給付事業と同様に、運営支援等での効果の把

握、現状分析の必要性や市が実施目的としていた成果につながっていることが

確認できる基準値の設定が求められました。 
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■指摘事項別                               

事業を評価するための基準となる指標を設定し、基準に対する効果を数値に

より確認することで、実施方法の適正性の確認、見直し対象となるべき事業の

選別、見直すポイントなどの明確化を図ることが求められました。 

 

■評価別（行政の関与が不要の評価となった事業）              

○不要 

 現金給付や補助金交付という手法そのものが時代と合っていない事業、効果

や成果が数値などで明確に確認できない事業、事業開始からの経過年数が長期

間に渡り、現在の市民ニーズと整合していない事業が、点検結果で不要の評価

となりました。このことから、現金給付事業、実施経過年数が長期に渡る事業

や実施した成果を数値化などで明確化できない事業は、事業の必要性の検討が

求められました。 

○抜本的見直し 

 事業の実施方法等への指摘のほか、現金等の給付、利用者が無償・低額負担

でのサービス提供、独自事業、目的とのミスマッチ、受益者負担の導入、民間

活力の導入といった事業実施にかかる市の負担のあり方や受益者に対する負担

が少ない事業、サービス単価の高い事業については、事業のあり方、実施方法

について、廃止も含めた検討が求められました。 
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点点点検検検結結結果果果ととと市市市ののの方方方針針針ががが異異異なななっっったたた事事事業業業ののの特特特徴徴徴                                                               

 

市の方針を定めるに当たっては、点検での指摘事項や点検結果は参考として

おり、改めて事業の現状を踏まえ、市で方針を検討しました。 

１２０の評価を得たうち２９事業（２４．2％）の事業について、点検結果と

異なる方針となりました。 

 点検結果と市の方針で評価が異なった事業の内容について、次のとおり整理

しました。 

 

■点検結果が「不要」となった事業                    

【市の方針が「抜本的見直し（再検討・見送り）」となった理由】 

○関連する事業が全庁的な事業であるため、当該事業を廃止した場合、関連す

る事業の見直しやサービスを利用する市民の活動にも影響があり、当該事業

廃止による関連事業への影響などを調査・整理する必要があるため。 

 

【市の方針が「要改善」となった理由】 

○これまで事業を継続して利用している方への影響や事業が果たす役割を考慮

し、市として引き続き実施すべきものとしたため。 

 

■点検結果が「抜本的見直し（再検討・見送り）」となった事業        

【市の方針が「要改善」となった理由】 

○周辺自治体では、継続して実施しているため。 

○市で引き続き実施する必要があるため。 

○別機関で事業の方向性の検討を進めており、今後出される検討結果を見定め

るため。 

○事業の見直しでも、指摘事項の対応が可能であったため。 

○一定期間、継続して実施することを契約しており、市の判断だけで事業の方

向性を決められないため。 

 

【市の方針が「現行通り」となった理由】 

○代替の事業がなく、市で引き続き実施する必要があるため。 

○市民に定着した事業であり、引き続き実施することで効果が得られる事業で

あると考えたため。 

 

■点検結果が「要改善」となった事業                    

【市の方針が「現行通り」となった理由】 

○市民の理解を得ながら進めることで実施できていた事業であり、引き続き現

状のままで実施すべきとしたため。 
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点点点検検検ののの経経経験験験ををを生生生かかかしししたたた事事事業業業ののの見見見直直直ししし（（（見見見直直直しししののの水水水平平平展展展開開開）））                                          

 

市では、点検後に、点検結果や点検での指摘事項等を参考に、事業の見直し

に向けた市の方針を定めました。 

市の方針が「廃止」や「抜本的見直し」となった事業については、市民生活

に大きく影響を及ぼすものが多く、見直しの実施前に周知期間を設けるなどの

対応を行いました。また、予算編成においても方針に基づく見直しを行ってき

ました。 

これらの見直しの取組みによる効果額は、平成２４年度から２６年度予算編

成における効果額として、合計で約３億円となっています。なお、各年度の効

果額は、参考資料３（45ページ）のとおりです。 

今後、点検の経験を生かし、点検での指摘事項を他の事業の見直しにつなげ

るためには、事業見直しのための基準が必要と考えます。 

点検作業では、他市の実施状況に関わらず、まず、市として事業を実施する

根拠や目的、コストの明確化とその成果の把握が点検の大きな視点であったこ

とから、点検の経験を生かした見直しでも、事業の活動実績、単位当たりコス

トの把握、事業の成果指標とその成果を基に事業のあり方を検証し、見直しを

進めるべきものと考えます。 

 今後、事業の見直しに当たっては、点検での指摘事項を踏まえ、次のとおり

見直しの視点・取組の方向性を定め、全ての事業の見直しに水平展開すべきと

考えます。 
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■指摘事項による主な見直しの視点                    
 点検で、点検委員から指摘された事項や見直し提案等を種類ごとに分類し、分

類ごとに主な指摘事項について、次のとおり整理しました。今後、この見直しの

視点を参考に、見直しの基準を定め、事務事業評価などで活用していきます。 

 

□現金給付、無償・低額でのサービス提供                 

現金給付を行う事業は、税の再配分の適正性の視点から、廃止を含めた見直

しを検討する。また、給付後の効果の把握が難しいことやレジャー・余暇活動

への給付は、個人の趣味活動の範囲であり、縮小・廃止する。 

 

□所得制限や受益者負担の導入                      

現在、所得の状況に関わらず無償・低額でサービスを一律で提供している事

業は、所得に応じた負担を求めるなど応能負担によるサービス提供に見直す。 

 

□実施効果が把握できる明確な指標や見直し基準値の設定          

事業の実施前は、ニーズを目標値として想定し実施するが、実施後のニーズ

やサービスの利用状況によっては、想定との乖離がある事業もあることから、

そのような事業を見直し・廃止するための判断基準となる指標や基準値を設定

し、基準を超えている事業は見直す。 

 

□事業実施経過年数による見直し                     

事業開始後、一定期間経過した事業については、現状での実績等を把握・評

価し、継続実施・廃止に向けた事業の点検を行う。 

 

□施策評価による類似事業の整理                     

事業単位での見直しでは、事業の要・不要を評価することが主となるが、施

策単位では、類似事業も明確化され、事業の見直しの幅が広がるため、施策評

価により類似事業も含めて見直す。 

 

□近隣市、他市並み水準                         

市財政が豊かであった時代に実施した市独自事業等のうち、財政状況が厳し

い現在でも続いている事業もあり、近隣市や他自治体が実施していない事業や

過度なサービス等については見直す。 

 

□新規事業実施時に事業終了時期・終了とすべき数値の設定          

事業の見直しについて、事業の実施期間を明確にできるよう、費用対効果の

視点や実施後の経過年数等、各事業がどのような状況や条件を満たすことで終

了となるか定める。 
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反反反省省省点点点                                                                                              

  
 平成２３年度から３か年かけて事業仕分けの手法を用いて、外部の意見によ

る事業評価・点検を実施しました。 

今後、事業の新たな外部評価等を実施する場合には、今回の手法での課題等

を整理し、委員には、事業内容や評価内容が分かりやすく、また、職員にとっ

て負担なく作業ができるよう、より効果的・効率的な取組として実施すべきも

のと考えます。 

このため、事業仕分けの手法による点検作業について、今後、同様の手法で

する場合の反省点を整理しました。 

 

■事業選定方法                             

平成２３年度から３か年で計画的実施するため、平成２２年度に市で定めた

基準を基に１２０事業を選定し、各年度で４０事業を点検しました。事業選定

後、制度改正や事業の見直しが行われ、点検実施時には、選定した基準と異な

る事業の実施状況となっており、点検対象から除いた事業がありました。この

ため、事業選定は、実施年度ごとに、点検で確認すべき視点を整理し、確認す

べき視点に応じた基準を設けて事業を選定することや事業選定から点検委員が

関わるようにするなど、より外部の視点を取り入れた点検作業とすることも検

討すべき課題と考えます。 

選定した事業が、同一課で複数事業ある場合、事業シートや補足資料作成が

通常業務に加えてとなり、新たな負担となることから、継続的に実施する場合

は、主管課への負担に配慮した事業選定や事務事業シートの活用なども含めた

見直しが必要と考えます。 

また、事務事業単位での点検である一方、点検作業の中では、類似事業の状

況等の確認もあるなど、施策の中の事業の役割を確認し、要・不要の判断をす

る面もあることから、施策単位での点検を行い、指摘や評価を受けた方が、波

及効果も高く、見直しの手法も複数検討できるなど、効率的・効果的な取組に

なるものと考えます。 

 

■点検作業                               

点検作業は、２班体制で２日間かけ、１日あたり２０事業を各班１０事業で、

１事業につき４０分の作業時間で行いました。 

４０分間だけでは、事業に対する委員の理解を深めるための質疑や課題

の明確化を図る時間としては不足していた場面も見られました。点検と同

様の取組を行っている他の自治体では、論点の明確化や議論を深めるため、

１日で行う事業数を減らし、１事業の質疑にかける時間を長くするなどの

工夫をしていることから、点検作業には、十分な時間を確保すべきものと
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考えます。また、事業内容が点検委員に十分な理解が得られるよう、職員

のプレゼンテーション能力の向上が深まった議論の基となります。 

 

■公募委員の募集                            

 点検の実施に当たり、市民による公募委員の募集を行いましたが、既に国の

事業仕分け作業がテレビ等で報道されていたことから、職員への厳しい質疑の

やりとりへの圧倒感や市の業務全般が対象となり、質疑に専門的な知識を必要

とする面もあったことから、公募市民の応募状況は、平成２３年度は４人の募

集に対し６人、平成２４年度は６人の募集に対し１０人、平成２５年度は８人

の募集に対し８人となるなど、応募数は少ない状況でした。 

しかし、公募委員に選出された方は、これまでに市の協議会の委員を経験さ

れた方など、以前から市政に関心の高い方が中心であったことから、質疑や指

摘事項は、市民にとって身近な疑問点から、質の高い内容のものもありました。  

より多くの市民が関わる取組とすべきと考えます。市民に身近な取組となる

よう、他の自治体で実施されている、無作為抽出された市民による市民判定人

制度などの手法も検討の余地があります。 

 

■委託先事業からの支援                         

 点検のような外部評価制度の実施に当たり、国や他の自治体で事業仕分けの

実績がある民間政策シンクタンクの構想日本に委託し、事務局の事前準備、市

民への周知方法、事業シート・補足資料の作成方法、公募委員への質疑の指導、

実施日のインターネット中継など様々な支援を得て行いました。 

 点検作業では、構想日本から選定された委員からは、従来の市の事業への考

え方を他の自治体の例を挙げ、比較する中で再考を求める場面もあるなど、わ

かりやすい中にも厳しい指摘・評価を行ったことで、事業の見直しに向けた、

大きな力となりました。 

しかし、事業実施課の職員にとっては、市と関わりのなかった団体からの評

価は、事業内容を本当に理解しての評価なのかといった不信感や質問事項以外

の回答ができないという作業の進め方に対する反発心を招く場面もありました。 

このように、資料不足や説明者の説明不足が、点検委員の事業そのものの評

価を変えてしまうことも考えられることから、点検をより建設的な場とするた

めには、委託事業者と事務局で用意する資料を調整し、主管課との質疑がより

深まるための準備の充実が必要です。 

 

■実施時期                               

 点検結果に基づく市の方針を、翌年度の予算に反映させるために、７月に点

検作業を実施し、８月に方針策定に当たっての各課ヒアリング、９月に方針案

の策定、１０月に方針の決定、１１月に議会へ報告し、市民周知を行ってきま
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した。 

 しかし、点検作業までの期間は、出納閉鎖に向けた予算執行状況の確認、決

算審査に向けた複数の資料作成などの繁忙期と重なる日程となっています。 

 また、見直しが翌年度予算に反映させるためには、１２月までには、市民周

知を図る必要もあり、限られた期間での方針決定となるため、具体的な見直し

方策が定まらない事業もありました。 

より積極的な見直し策を提示するためには、検討・調整期間も見据えたスケ

ジュールが必要と考えます。 

 

■市民周知                               

 点検は、公開の場で行うため、より多くの方に傍聴いただくために、広報紙、

市ホームページ、自治会回覧版のほか、大手日刊新聞で取組を記事として紹介

してもらうなどでの周知を行いましたが、毎年２００人ほどの傍聴者であり、

点検対象事業の関係者、他の自治体職員などが多く見られ、市民の方の来場は

少ない状況でした。 

 また、傍聴者でも、関心・関係のある事業の点検作業が終わると、会場を離

れるなど、市政全般の事業の見直しに向けた取組としては、市民の関心はそれ

ほど高くないものと感じました。 

 委託事業者である構想日本からは、事務局の広報活動の取組み不足の指摘の

ほか、市民の関心を高めるためのイベントの実施などの提案もありました。 

 外部評価に対する関心を高めるためには、より多くの市民が関わる仕組が必

要と考えます。 

 

■事前研修                                

 点検の実施に当たって、点検の実施目的や点検作業の流れを点検委員や職員

が共通認識するための事前研修会を実施しました。実際の点検作業では、限ら

れた時間内での作業のため、課題の洗い出しが十分行われず、評価が難しい事

業や、委員ごとに課題とすべき視点が異なることから、評価も割れる事業もあ

りました。当初、市側が議論を誘導しかねないといった議論があり、事前説明

は行っていませんでしたが、より課題を深く検討するためには、事前に先入観

を与えない配慮をした中で、事前研修の充実を図る必要があると考えます。 

 

■委員数の適正値                             

 ３か年の点検作業での点検委員の１班当たりの内訳は、平成２３年度は、公

募市民２人、構想日本３人。平成２４年度は、公募市民３人、構想日本２人。

平成２５年度は、公募市民４人、構想日本１人でした。 

 平成２３年度では、評価の際、公募市民と構想日本で評価が分かれ、多数決

で構想日本の評価が優先された事業が複数ありました。 
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 平成２４年度・２５年度では、同様の際には、公募市民の数が多くなったこ

とから、公募市民の評価が優先され、より市民感覚が反映された評価結果とな

りました。 

 しかし、事業が抱える課題や見直すべき点等は、構想日本の委員から指摘さ

れることが多く、構想日本の委員からの指摘が、議論のポイントを明確にする

役割を果たしており、議論を深めるためには、構想日本の委員も複数必要であ

と考えます。 

 また、市民の負担を考えると、質疑は委託事業者が行い、評価は市民が行う、

市民判定人制度での実施方式も有効と考えます。 

 

■インターネット中継                          

平成２４年度・平成２５年度には、インターネットを利用し、点検作業の生

中継及び録画映像を公開しました。 

当日の中継作業は、構想日本スタッフによる協力と既存のインターネットで

の生中継及び録画映像を提供する無料サービスを活用する事で、少ない経費で

生中継が行えました。点検会場に当日来られない方も、視聴できるため好評な

取組となりました。 

 中継中には、視聴者から事務局事務室に電話で「画面が見にくい」「音声が聞

き取りにくい」といった声が寄せられたため、電話応対のための職員を電話番

として配置する必要が生じるなど、非効率な面もあったことから、中継環境に

も配慮が必要です。 

  

■職員体制                               

 点検会場が休日の庁舎内の会議室であったことから、防犯上、会議室までの

通路等に職員を配置しました。 

 また、議事の書き起こし作業等を考慮した人数として会場内に書記として常

時２人配置したほか、会場での案内役の職員を配置しましたが、傍聴者等から

は、必要以上の職員がいる印象を与えてしまったことから、人員体制や配置、

実施会場などは再検討が必要です。 

 

■点検の順番                               

 点検の順番は、部単位、課単位で集中して実施しましたが、同日に２会場で

実施したため、傍聴者から、実施する順番への配慮や会場で福祉や環境など系

統を分けて実施して欲しいなどの要望が寄せられたことから、より多くの方が

傍聴しやすくなるよう、点検の順番や複数会場での実施を行わないなど、傍聴

者にも配慮した実施方法が必要です。 
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■市の方針に対する取組                         

点検後定めた市の方針は、点検結果と異なるものもあるが、その後の取組状

況については、市民に報告し、取組の継続性を周知することや実施効果の把握

を続けることで、点検が有効な取組であったことの確認ができるものと考えま

す。 

しかし、１１８事業の見直し等の取組のうち、市の方針で廃止事業とした事

業については、方向性が明確であるものの、抜本的見直しでは、事業の方向性

が決まるまでは、事業を現状のまま継続して進めるなど、実施効果がすぐに生

かせない事業もあります。 

 また、要改善等の見直しについては、その進捗状況の把握や改善の意識がな

いまま、翌年度の予算要求を行うなど、市の方針に対する拘束力が必要と考え

ます。 

一方、点検結果に基づく見直しへの取組には、事務局からの継続的な働きか

けが必要である面からも、点検対象事業の見直し状況については、定期的な報

告・公表が必要と考えます。 
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おおおわわわりりりににに                                                                                        
 

 市では、これまで事業の見直しの仕組として、担当課の内部評価による事務

事業評価を実施し、ＰＤＣＡサイクルに基づく事業の改善に努めてきました。 

しかし、事業の廃止・縮小については、内部の評価のみで判断することが難

しく、実施効果が薄れたと考えられる事業や利用者が少数の事業でも、利用者

がいることが、必要な事業と判断され、継続している状況となっています。 

また、当該事業を利用していない市民からは、事業の継続・廃止が自らの日

常生活に直接影響がないことから、事業の見直しの要求として、市に意見が寄

せられないことも、「事業を継続すべき」、「実施効果がある」との判断の１つと

なっていました。 

 一方、毎年度、市民ニーズや新たな行政課題に対応するため、新規事業や事

業の充実を図るため、財政運営では、新たな事業のための財源確保を行う必要

に迫られ、予算編成では、枠配分やシーリングによる財源の配分方法を工夫す

る中、見直し・廃止が十分に行えないまま、従来事業を継続するための予算措

置を行ってきました。 

このような従来の取組では、限られた財源の範囲でできることには限界があ

ることから、新たな事業の見直し手法として、国の事業仕分けを行った構想日

本や公募市民の協力により、点検を実施し、外部の視点からの指摘による見直

しに取り組みました。 

 点検の結果、市の方針として廃止や抜本的見直しとなる事業もあり、事業の見

直しに一定の効果が得られ、改善した面もあるものの、限られた事業で実施した

ことから、「事務事業の見直し」がすべての職員の共通認識を得るには至らない部

分もありました。 

また、点検結果に対し、事業の利用者からは、この取組に対して厳しいご意見

をいただくこともあるなど、行政サービスの見直しに、すべての方から共感・同

意を得られる結論を見出すことへの難しさを改めて認識する機会となりました。 

今後、点検の効果を見定めるため、対象事業の取組状況について、継続した把

握に努め、市民の協力を得た全庁的な事業の見直しの取組が、他の事業の見直し

につながるよう、新たな行財政改革推進プランのもと、行財政運営の体質改善を

図り、事業の新陳代謝が活性化できるよう努めていきます。 

なお、本市が初めて行った事業仕分けの手法による事業の評価への取組に対

し、点検委員としてご協力いただいた公募市民や構想日本の委員の皆様におか

れましては、事務局の配慮が至らず、大変ご負担をおかけする面もございまし

た。しかし、点検作業では、専門的な視点や市民目線からのご意見により、点

検の場が職員の意識改革と市民サービスの向上につながる場として活用され、

無事終えることができましたことについて、改めて感謝申しあげます。 
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参参参考考考資資資料料料                                                                                          

   

・参考資料１ 事務事業点検実施結果（詳細） 

 

・参考資料２ 点検委員の評価状況 

 

・参考資料3 市の方針に基づく効果額 

 

・参考資料4 点検委員からの指摘事項等（点検対象事業別） 

 

・参考資料5 事務事業点検帳票類 

 

・参考資料6 事務事業点検委員名 

 

・参考資料7 事務事業点検に対するアンケート結果等 
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事事 事
務務 務
事事 事
業業 業
点点 点
検検 検
実実 実
施施 施
結結 結
果果 果
（（ （
詳詳 詳
細細 細
）） ）
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
参参 参
考考 考
資資 資
料料 料
   
１１ １
   

 【
平
成
２
３
年
度
】

事
業

番
号

事
務
事
業
名
（
予
算
事
業
名
）

点
検
結
果

点
検
委
員
評
価
（
見
直
し
に
関
す
る
指
摘
事
項
の
抜
粋
）

１
－
１

教
科
用
消
耗
器
材
整
備
事
業

市
（
要
改
善
）

活
用
す
る
側
の
要
望
・
評
価
を
調
査
を
し
、
見
直
し
す
る
。
購
入
し
た
機
材
の
定
期
的
な
見
直
し
が
必
要
。
公
私
負
担
の
見
直
し
、
近
隣
他
市
に
比
べ
、
公
的
負
担
が
過
大
。
教
材
を
買
う
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
児
童
生

徒
の
満
足
度
、
授
業
の
質
の
向
上
が
目
的
。

１
－
２

学
校
図
書
館
運
営
事
業

市
（
要
改
善
）

子
供
の
活
字
離
れ
を
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
対
応
し
て
い
く
べ
き
。
数
値
目
標
を
設
定
と
検
証
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
）
や
市
立
図
書
館
と
の
連
携
な
ど
も
検
討
す
べ
き
。
子
供
が
読
書
に
親
し
め
る
環
境
づ
く
り
、
子
供
た
ち
が
利

用
し
た
く
な
る
図
書
室
整
備
に
向
け
、
数
値
的
な
目
標
設
定
と
目
標
達
成
に
向
け
た
実
効
性
の
あ
る
購
入
計
画
策
定
を
。

１
－
３

地
域
介
護
予
防
事
業
（
介
護
予
防
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
事
業
）

市
（
要
改
善
）

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
体
制
で
の
介
護
予
防
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
存
在
意
義
を
整
理
す
べ
き
。
教
室
参
加
者
と
未
参
加
者
と
の
比
較
分
析
、
評
価
に
よ
る
事
業
効
果
の
検
証
を
踏
ま
え
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
寄
与

度
も
あ
わ
せ
て
検
証
し
た
う
え
で
、
委
託
契
約
の
仕
様
、
配
置
の
あ
り
方
も
含
め
、
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
の
見
直
し
が
必
要
。

１
－
４

地
域
介
護
予
防
事
業
（
地
域
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事

業
）

市
（
現
行
通
り
）

要
介
護
認
定
や
要
支
援
の
変
化
を
示
し
、
こ
の
事
業
の
効
果
、
説
得
力
を
強
め
た
方
が
良
い
。
認
定
率
等
と
併
せ
た
検
証
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
参
加
率
を
高
め
ら
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
見
直
し
も
必
要
。
市
独
自
の
取
組

と
し
て
の
存
在
意
義
を
示
す
た
め
に
事
業
の
費
用
対
効
果
を
明
確
に
し
、
よ
り
効
果
的
な
施
策
と
し
て
発
展
的
に
新
し
い
あ
り
方
の
検
証
を
。

１
－
５

心
身
障
害
者
小
規
模
通
所
授
産
施
設
運
営
費
助

成
事
業

評
価
対
象
外

※
当
該
事
業
は
、
新
制
度
に
移
行
し
た
た
め
、
評
価
対
象
外
と
す
る
。

１
－
６

指
定
疾
病
者
福
祉
手
当
支
給
事
業

再
検
討
・
見
送
り

支
給
根
拠
、
手
当
額
の
根
拠
、
支
援
の
方
法
に
つ
い
て
ゼ
ロ
か
ら
検
討
す
べ
し
。
８
２
疾
病
と
す
る
根
拠
、
ま
た
、
8
,5
0
0
円
と
い
う
金
額
の
根
拠
が
不
明
確
。
納
税
者
が
納
得
で
き
る
事
業
に
。
市
と
し
て
独
自
に
実
施
す

る
積
極
的
な
意
味
合
い
が
見
い
出
し
に
く
い
。

１
－
７

補
助
金
　
社
会
福
祉
協
議
会

市
（
要
改
善
）

人
件
費
補
助
に
つ
い
て
は
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
見
直
す
。
長
期
間
や
っ
て
き
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
変
え
な
い
の
で
は
な
く
、
良
い
意
味
で
府
中
市
モ
デ
ル
を
。
社
会
福
祉
協
議
会
が
、
公
的
支
出
で
ほ
ぼ
丸
抱
え
に
な
っ
て
い
る

実
態
を
認
識
し
、
事
業
内
容
、
補
助
金
対
象
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
。

１
－
８

市
税
徴
収
事
務

市
（
要
改
善
）

電
話
の
督
促
は
、
民
間
業
者
へ
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
も
検
討
す
べ
き
。
税
負
担
の
公
平
性
維
持
の
視
点
か
ら
は
、
一
律
に
督
促
等
の
手
続
き
を
踏
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
効
率
的
な
徴
収
の
た
め
に
は
、
最
も
効
果
的
な
対

象
、
タ
イ
ミ
ン
グ
に
大
き
な
力
を
注
ぐ
。
案
件
を
分
類
し
て
対
応
す
る
な
ど
、
選
択
と
集
中
に
よ
る
戦
略
が
必
要
。

１
－
９

広
報
事
業
（
広
報
発
行
事
業
）

市
（
要
改
善
）

広
報
誌
を
配
布
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
行
政
情
報
を
市
民
に
伝
え
る
こ
と
が
目
的
と
し
て
考
え
、
月
３
回
の
発
行
回
数
に
つ
い
て
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
あ
り
方
を
見
直
す
。
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
対
応
の
観
点
で
も
、
紙
媒

体
に
よ
る
市
政
広
報
は
必
要
で
あ
る
が
、
現
状
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
内
容
の
改
善
、
配
達
対
象
・
手
段
の
再
検
討
を
行
う
べ
き
。

１
－
1
0

広
報
事
業
（
広
報
活
動
事
業
）

市
（
要
改
善
）

直
接
経
費
、
人
件
費
と
も
に
か
な
り
の
投
資
を
行
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
効
果
測
定
や
分
析
が
弱
い
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
安
価
に
一
定
の
解
析
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
す
ぐ
に
で
も
着
手
す
べ
き
。
今
の
ま
ま
で
は
一

方
通
行
で
あ
る
。

１
－
1
1

駅
周
辺
自
転
車
対
策
事
業

市
（
要
改
善
）

撤
去
単
価
の
引
き
上
げ
や
罰
則
金
の
導
入
を
検
討
。
将
来
的
に
は
一
般
財
源
投
入
な
し
に
対
策
事
業
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
放
置
自
転
車
を
撤
去
し
続
け
る
の
で
は
な
く
、
放
置
違
反
金
の
条
例
化
等
で
、
放
置
さ
せ
な
い

取
組
を
。
整
理
業
務
を
減
ら
す
方
向
で
検
討
を
。

１
－
1
2

ご
み
減
量
運
動
啓
発
事
業

市
（
要
改
善
）

費
用
対
効
果
の
視
点
が
疑
問
。
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
ロ
ー
ラ
ー
作
戦
）
を
活
用
し
て
、
不
法
投
棄
や
抜
き
取
り
を
許
さ
な
い
と
い
う
地
域
の
目
を
育
成
す
る
政
策
へ
転
換
。
警
察
と
の
連
携
強
化
を
。
目
標
達
成
す
る
た
め

に
、
事
業
を
集
中
特
化
す
べ
き
。
達
成
す
る
べ
き
ビ
ジ
ョ
ン
を
明
確
に
ご
み
収
集
・
処
分
費
用
に
係
る
広
告
料
収
入
の
導
入
を
図
る
。

１
－
1
3

文
化
セ
ン
タ
ー
維
持
管
理
事
業

市
（
要
改
善
）

民
間
の
活
力
を
活
用
し
、
コ
ス
ト
低
減
は
検
討
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
指
定
管
理
者
へ
委
託
手
法
の
見
直
し
や
行
政
財
産
目
的
外
利
用
の
貸
付
へ
の
移
行
な
ど
維
持
管
理
全
般
の
見
直
し
を
す
る
べ
き
。

１
－
1
4

桜
ま
つ
り
運
営
事
業

市
（
要
改
善
）

出
展
者
の
選
定
、
民
間
ス
ポ
ン
サ
ー
の
募
集
な
ど
工
夫
の
余
地
あ
り
。
実
績
は
あ
る
が
、
事
業
の
広
が
り
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
観
光
を
目
的
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
対
応
が
で
き
て
い
な
い
。
他
の
イ
ベ
ン
ト
と
の
同
日

開
催
な
ど
、
相
乗
効
果
を
持
た
せ
た
取
組
み
を
行
う
な
ど
祭
り
の
あ
り
方
、
手
法
等
に
改
善
余
地
あ
り
。

１
－
1
5

小
規
模
事
業
者
指
導
事
業

再
検
討
・
見
送
り

積
算
根
拠
を
ゼ
ロ
か
ら
考
え
直
す
べ
き
。
市
の
活
動
と
、
商
工
会
議
所
の
活
動
の
区
分
が
不
明
確
で
あ
り
、
市
の
活
動
を
委
託
す
る
部
分
の
対
価
性
が
不
明
確
。
補
助
金
あ
り
き
の
政
策
で
あ
り
、
補
助
の
仕
方
、
補
助
額

（
他
市
に
比
べ
高
額
）
を
決
定
す
べ
き
。

１
－
1
6

補
助
金
　
農
業
生
産
団
体
育
成
事
業
費

再
検
討
・
見
送
り

農
業
団
体
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
ど
の
程
度
、
農
業
経
営
を
安
定
化
さ
せ
て
い
る
の
か
不
明
。
最
も
効
果
の
あ
る
制
度
に
。
農
業
振
興
、
農
業
安
定
の
ど
ち
ら
を
目
的
と
し
て
補
助
し
て
い
る
の
か
不
明
確
。
補
助
金
あ
り
き

の
農
業
経
営
で
は
、
依
存
体
質
が
高
く
な
る
。
目
的
に
対
す
る
手
段
と
し
て
不
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

１
－
1
7

育
児
支
援
家
庭
訪
問
事
業

市
（
現
行
通
り
）

細
か
な
ケ
ア
が
必
要
な
部
分
な
の
で
、
事
業
自
体
は
必
要
。
事
業
内
容
も
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
が
大
き
く
関
わ
る
の
で
当
面
現
行
ど
お
り
で
良
い
と
思
わ
れ
る
。
民
に
任
せ
る
の
は
ま
だ
早
い
と
思
わ
れ
る
。
当
分
の
間
は
現
行

で
の
対
応
。
将
来
的
に
は
他
の
訪
問
事
業
、
サ
ポ
ー
ト
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
の
点
検
が
必
要
。

１
－
1
8

子
ど
も
家
庭
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト

ス
テ
イ
事
業
）

市
（
要
改
善
）

応
能
負
担
型
の
料
金
体
系
に
改
め
る
べ
き
。
受
付
方
法
の
改
善
や
実
施
し
て
い
る
２
施
設
の
利
用
の
融
通
性
を
向
上
さ
せ
る
べ
き
。
利
用
者
負
担
は
、
全
利
用
者
と
も
、
預
か
る
時
間
、
年
齢
、
回
数
等
に
制
限
を
。

１
－
1
9

市
立
保
育
所
管
理
運
営
事
業

市
（
要
改
善
）

サ
ー
ビ
ス
の
質
を
維
持
し
つ
つ
、
民
間
へ
の
移
譲
を
検
討
す
べ
き
。
保
育
サ
ー
ビ
ス
が
同
じ
水
準
な
ら
ば
、
公
私
の
格
差
に
経
済
合
理
性
は
な
い
の
で
、
人
件
費
の
水
準
を
私
立
の
ア
ベ
レ
ー
ジ
に
近
づ
け
て
い
く
具
体
的
施

策
が
必
要
。
公
設
民
営
を
検
討
。

１
－
2
0

郷
土
の
森
博
物
館
管
理
運
営
事
業

市
（
要
改
善
）

利
用
料
の
値
上
げ
を
早
急
に
検
討
し
、
収
支
の
差
を
縮
め
る
こ
と
を
考
え
る
。
指
定
管
理
の
契
約
は
、
公
募
に
す
べ
き
。
必
要
性
は
認
め
る
が
赤
字
幅
が
大
き
い
。
何
も
変
え
な
く
て
良
い
と
は
思
え
な
い
。
利
用
料
の
再
検

討
。
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
入
れ
て
運
営
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
市
外
の
利
用
拡
大
等
、
自
主
財
源
の
拡
大
を
。
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事
業

番
号

事
務
事
業
名
（
予
算
事
業
名
）

点
検
結
果

点
検
委
員
評
価
（
見
直
し
に
関
す
る
指
摘
事
項
の
抜
粋
）

２
－
１

少
人
数
指
導
等
事
業

再
検
討
・
見
送
り

よ
り
効
率
的
な
方
法
を
模
索
す
べ
き
。
市
が
独
自
に
取
り
込
む
と
い
う
姿
勢
は
、
住
民
が
よ
し
と
す
れ
ば
よ
い
と
思
う
。
学
校
現
場
に
裁
量
権
を
渡
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
達
成
目
標
、
成
果
指
標
を
明
ら
か
に
す

べ
き
。
学
力
低
下
校
に
絞
り
込
む
べ
き
。
本
取
組
は
、
毎
年
の
学
力
テ
ス
ト
で
効
果
測
定
を
。
シ
ニ
ア
の
活
用
を
。

２
－
２

給
食
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業

再
検
討
・
見
送
り

目
的
は
安
心
・
安
全
に
給
食
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
方
法
は
か
な
り
コ
ス
ト
高
で
あ
り
、
施
設
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
活
用
、
調
理
の
民
間
委
託
な
ど
に
よ
っ
て
大
幅
コ
ス
ト
削
減
が
可
能
で
あ
る
。
施
設
の
老
朽
化

対
策
と
併
せ
て
、
給
食
事
業
の
将
来
プ
ラ
ン
を
早
急
に
き
つ
く
る
べ
き
。
民
間
委
託
も
視
野
に
入
れ
再
検
討
を
。

２
－
３

障
害
者
自
立
移
動
支
援
事
業
（
心
身
障
害
者
福

祉
タ
ク
シ
ー
事
業
）

市
（
要
改
善
）

適
正
使
用
、
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
等
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。
事
務
費
は
不
要
。
タ
ク
シ
ー
会
社
に
と
っ
て
は
需
要
創
造
で
あ
り
、
値
下
げ
交
渉
が
可
能
。
タ
ク
シ
ー
会
社
へ
の
手
数
料
を
車
両
改
造
、
福
祉
車
両
の
増

車
の
補
助
な
ど
に
も
向
け
ら
れ
る
。
福
祉
の
向
上
の
財
源
に
活
か
さ
れ
た
い
。
同
居
家
族
の
所
得
も
利
用
決
定
に
あ
た
り
考
慮
す
る
。

２
－
４

障
害
者
認
可
施
設
運
営
費
助
成
事
業

市
（
要
改
善
）

個
別
の
経
営
状
況
を
精
査
し
、
経
営
改
善
を
常
に
行
う
。
ま
た
そ
れ
を
促
す
よ
う
な
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
助
成
先
の
収
支
の
資
料
が
必
要
。
無
認
可
の
状
況
等
と
比
較
し
て
、
こ
の
補
助
金
の
妥
当
性
を

判
断
す
る
。
本
当
に
困
っ
て
い
る
方
々
を
ケ
ア
し
た
上
で
、
上
乗
せ
、
横
出
し
で
あ
る
事
の
確
認
が
必
要
。

２
－
５

低
所
得
者
利
用
者
負
担
対
策
事
業

市
（
要
改
善
）

目
的
に
対
し
て
助
成
に
戦
略
性
が
不
明
確
で
あ
る
。
助
成
総
額
の
持
続
可
能
性
を
担
保
し
た
う
え
で
、
よ
り
効
果
の
あ
る
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
方
法
を
検
討
す
べ
き
。
保
険
料
の
設
定
で
工
夫
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
家
族
介

護
者
へ
の
支
援
な
ど
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
助
成
に
重
点
化
し
、
施
設
分
は
廃
止
を
。

２
－
６

一
人
暮
し
高
齢
者
等
緊
急
通
報
安
全
シ
ス
テ
ム

事
業

市
（
要
改
善
）

自
己
判
断
、
自
己
負
担
の
事
業
と
考
え
る
が
、
住
民
ニ
ー
ズ
が
高
い
の
で
あ
れ
ば
コ
ス
ト
の
低
い
方
法
で
効
果
の
あ
る
民
間
方
式
で
行
う
べ
き
。
全
額
負
担
で
は
な
く
、
補
助
事
業
と
し
て
の
あ
り
方
も
検
討
す
べ
き
。
民
間

委
託
の
実
施
・
拡
大
を
す
べ
き
。
一
定
以
上
の
所
得
者
に
は
自
己
負
担
を
求
め
る
べ
き
。
対
象
範
囲
を
拡
大
す
べ
き
。

２
－
７

健
康
診
査
事
業
（
一
般
健
康
診
査
費
）

市
（
要
改
善
）

健
康
診
査
に
よ
る
効
果
を
計
測
し
、
効
果
を
見
定
め
る
と
と
も
に
、
民
意
に
基
づ
い
て
継
続
す
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
べ
き
。
適
切
な
自
己
負
担
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
。

２
－
８

乳
幼
児
・
妊
産
婦
健
康
診
査
事
業

市
（
要
改
善
）

府
中
市
の
状
況
、
住
民
の
希
望
、
財
政
状
況
、
効
果
を
測
り
、
健
診
の
回
数
や
超
音
波
の
年
齢
な
ど
を
独
自
に
設
定
す
べ
き
。
府
中
市
で
出
産
す
る
こ
と
へ
の
支
援
制
度
を
総
合
的
に
判
断
し
た
見
直
し
を
。
助
成
回
数
は
、

必
要
最
小
限
に
す
べ
き
。
国
の
補
助
継
続
を
要
望
す
べ
き
。

２
－
９

私
道
整
備
事
業

再
検
討
・
見
送
り

私
有
地
に
対
し
て
公
費
を
投
入
す
る
の
は
疑
問
。
私
道
を
市
道
に
転
換
す
る
よ
う
な
、
交
通
プ
ラ
ン
を
行
う
べ
き
。
新
た
な
基
準
を
設
け
て
中
途
半
端
な
状
況
は
解
消
す
べ
き
。
受
益
者
負
担
に
す
る
な
ど
、
制
度
を
根
本
的

に
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
終
期
の
設
定
を
す
る
。
財
政
が
豊
か
で
あ
る
か
ら
実
施
し
て
い
る
事
業
の
よ
う
に
伺
え
る
。

２
－
1
0

地
域
ま
ち
づ
く
り
事
業

市
（
要
改
善
）

住
民
を
取
り
込
み
、
希
望
や
意
見
を
反
映
さ
せ
た
協
働
で
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
こ
と
は
意
義
が
あ
る
。
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
の
啓
発
も
含
め
た
ス
キ
ー
ム
の
再
構
築
が
必
要
。
市
民
の
学
習
機
会
を
増
や
す
こ
と
に
も
予
算
を

割
く
べ
き
。
協
働
を
具
体
的
に
更
に
進
め
る
べ
き
。

２
－
1
1

公
害
防
止
指
導
対
策
事
業

市
（
要
改
善
）

苦
情
へ
の
対
応
、
苦
情
を
受
け
た
指
導
が
主
で
あ
る
が
、
費
用
（
特
に
人
件
費
）
の
整
理
が
で
き
て
い
な
い
。
結
果
の
分
析
も
不
十
分
。
問
題
解
決
に
対
す
る
戦
略
的
手
法
を
考
え
る
。
根
本
的
解
決
方
法
を
考
え
る
。
場
当

た
り
的
（
対
処
療
法
）
で
根
本
的
解
決
に
な
っ
て
い
な
い
。

２
－
1
2

補
助
金
　
樹
木
保
存
事
業
費

再
検
討
・
見
送
り

樹
木
を
守
る
政
策
と
し
て
、
明
確
化
す
る
こ
と
と
、
生
け
垣
や
緑
被
率
を
上
げ
る
政
策
を
混
同
し
て
い
る
と
思
う
。
検
証
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
必
要
。
街
づ
く
り
の
大
枠
の
中
で
方
法
に
つ
い
て
は
、
よ
り
効
果
が
あ
る
も

の
を
検
討
す
べ
き
。
緑
被
率
を
高
め
る
た
め
の
別
の
効
果
的
な
方
法
の
検
討
を
。
個
人
所
有
の
保
存
樹
木
が
減
る
原
因
を
掴
む
。

２
－
1
3

防
災
資
材
等
整
備
事
業

市
（
要
改
善
）

備
蓄
、
家
具
転
倒
防
止
器
具
な
ど
、
自
助
で
賄
う
べ
き
部
分
、
行
政
で
用
意
す
べ
き
部
分
が
あ
る
。
市
民
・
民
間
と
の
連
携
の
中
で
、
よ
り
効
率
的
・
効
果
的
に
行
う
こ
と
の
検
討
を
。
流
通
プ
ロ
セ
ス
、
店
舗
、
病
院
、
福

祉
施
設
等
と
の
協
力
で
根
本
的
な
見
直
し
に
よ
り
、
予
算
や
計
画
も
変
わ
る
。

２
－
1
4

補
助
金
　
は
つ
ら
つ
高
齢
者
就
業
機
会
創
出
支

援
事
業
費

再
検
討
・
見
送
り

都
の
制
度
や
事
業
の
あ
り
方
な
ど
の
現
在
の
課
題
を
視
野
に
見
直
し
を
検
討
す
べ
き
。
財
政
が
豊
か
で
あ
る
か
ら
実
施
し
て
い
る
事
業
に
も
見
え
る
。
よ
い
結
果
も
出
し
て
い
る
が
、
コ
ス
ト
に
見
合
っ
た
も
の
か
は
議
論
の

余
地
が
あ
る
。
公
社
と
し
て
独
立
し
た
運
営
を
含
め
た
や
り
方
も
検
討
す
べ
き
。
収
益
性
の
改
善
を
し
、
補
助
金
を
減
ら
す
努
力
を
。

２
－
1
5

自
主
活
動
奨
励
事
業

再
検
討
・
見
送
り

児
童
館
そ
の
も
の
は
、
無
料
で
い
い
が
、
サ
ー
ク
ル
活
動
は
参
加
費
を
定
め
、
税
の
投
入
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
学
童
保
育
、
放
課
後
子
ど
も
教
室
、
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
、
そ
の
他
N
P
O
な
ど
の
活
動
と
の
関
連
を
み
な

が
ら
、
統
合
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
再
構
築
す
べ
き
。

２
－
1
6

ふ
れ
あ
い
の
集
い
運
営
事
業

市
（
要
改
善
）

人
と
人
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
施
策
を
積
極
的
に
推
進
す
べ
き
。
効
果
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
測
れ
て
い
な
い
。
よ
り
よ
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
の
た
め
に
こ
の
事
業
の
あ
り
方
を
再
検
討
す
べ
き
。
委
託
か
ら
自
立
の

方
向
性
へ
。
自
主
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を
育
て
る
視
点
が
必
要
。
委
託
は
不
自
然
な
形
と
考
え
る
。

２
－
1
7

地
区
図
書
館
運
営
事
業

市
（
要
改
善
）

セ
ン
タ
ー
の
周
辺
に
書
店
や
カ
フ
ェ
等
を
併
設
す
る
こ
と
等
の
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
た
新
た
な
展
開
が
考
え
ら
れ
る
。
地
区
図
書
館
と
し
て
目
指
す
も
の
が
不
明
確
で
あ
る
。
地
区
特
性
を
踏
ま
え
た
運
営
を
。
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご
と
の
課
題
を
地
域
と
共
有
し
、
選
書
を
行
っ
て
い
く
こ
と
の
検
討
を
。
か
け
た
費
用
と
提
供
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
状
況
が
見
え
な
い
。

２
－
1
8

美
術
館
維
持
管
理
事
業

市
（
要
改
善
）

財
政
が
厳
し
く
な
る
状
況
で
施
設
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
最
終
的
に
は
売
却
や
閉
館
も
視
野
に
入
れ
た
ビ
ジ
ョ
ン
と
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
を
含
め
た
経
常
的
な
コ
ス
ト
削
減
の
努
力
が
必
要
。
資
金
集
め
の
方
法

に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
す
る
な
ど
、
せ
っ
か
く
の
施
設
を
生
か
し
、
地
域
で
育
て
て
い
く
仕
組
み
を
。

２
－
1
9

学
習
事
業
運
営
事
業

再
検
討
・
見
送
り

民
間
で
で
き
る
事
は
、
民
間
に
移
し
て
い
く
プ
ラ
ン
が
必
要
。
極
め
て
低
価
格
で
の
講
座
、
セ
ミ
ナ
ー
の
提
供
は
明
ら
か
に
民
業
圧
迫
で
あ
り
、
地
域
経
済
に
は
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
恐
れ
が
あ
る
。
財
政

が
厳
し
く
な
る
な
か
で
、
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
続
け
る
事
は
困
難
に
な
る
。
戦
略
的
な
学
習
運
営
事
業
の
プ
ラ
ン
作
り
が
必
要
。

２
－
2
0

ス
ポ
ー
ツ
大
会
運
営
事
業

市
（
要
改
善
）

他
の
ス
ポ
ー
ツ
事
業
も
含
め
て
、
市
全
体
で
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
戦
略
を
作
り
直
す
べ
き
。
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の
た
め
、
市
民
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
後
押
し
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
は
思
う
が
、
委
託
と
い
う
形
で
特
定

団
体
を
支
援
す
る
合
理
的
理
由
が
な
い
よ
う
に
思
う
。
主
体
的
な
ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
促
し
て
い
く
た
め
に
、
手
法
を
見
直
す
べ
き
。
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 【
平
成
２
４
年
度
】
 

事
業

番
号

事
務
事
業
名
（
予
算
事
業
名
）

点
検
結
果

点
検
委
員
評
価
（
見
直
し
に
関
す
る
指
摘
事
項
の
抜
粋
）

１
－
１

就
学
援
助
事
業

市
（
要
改
善
）

所
得
に
合
わ
せ
て
補
助
内
容
も
差
を
設
け
る
べ
き
。
事
業
の
実
施
目
的
か
ら
考
え
、
対
象
基
準
の
見
直
し
を
検
討
す
べ
き
。
生
活
保
護
と
の
比
率
の
再
検
討
が
必
要
。
本
事
業
に
対
す
る
市
民
ニ
ー
ズ
の
把
握
が
甘
い
。
必
要

な
施
策
と
思
う
が
、
適
正
な
水
準
を
検
討
す
べ
き
。
こ
の
事
業
の
公
平
性
は
、
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
保
た
れ
る
と
考
え
る
。

１
－
２

学
校
図
書
館
指
導
充
実
事
業

市
（
要
改
善
）

学
校
図
書
館
と
し
て
の
成
果
を
考
え
る
べ
き
。
効
果
の
把
握
方
法
を
検
討
し
、
事
業
実
施
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。
学
校
図
書
館
指
導
補
助
員
の
役
割
と
成
果
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
司
書
資
格
を
持
っ
て
い

る
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
制
度
を
も
っ
と
活
用
す
る
道
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

１
－
３

庁
舎
等
維
持
管
理
事
業
（
庁
用
車
管
理
事
業
／

庁
用
車
管
理
）

抜
本
的
見
直
し

庁
用
車
の
効
率
化
に
向
け
、
統
合
し
て
集
中
管
理
す
べ
き
。
庁
用
車
全
体
の
一
括
管
理
を
し
な
い
か
ぎ
り
コ
ス
ト
削
減
に
つ
な
が
ら
な
い
。

１
－
３

庁
舎
等
維
持
管
理
事
業
（
庁
用
車
管
理
事
業
／

バ
ス
貸
出
業
務
）

不
要

借
上
げ
を
一
律
に
市
で
負
担
す
る
の
は
止
め
る
べ
き
。
バ
ス
借
上
げ
に
つ
い
て
は
、
公
用
以
外
は
廃
止
す
べ
き
。
団
体
活
動
の
支
援
と
は
切
り
分
け
る
べ
き
。
市
関
連
団
体
の
バ
ス
利
用
に
つ
い
て
は
見
直
し
が
必
要
。
管
財

課
で
一
元
管
理
し
て
い
る
効
果
が
見
え
な
い
。
バ
ス
の
借
上
げ
は
、
基
準
の
見
直
し
を
す
べ
き
。

１
－
４

補
助
金
　
市
民
保
養
施
設
利
用
助
成
事
業
費

不
要

税
が
付
加
価
値
を
付
け
る
こ
と
な
く
還
元
さ
れ
る
や
り
方
は
や
め
る
べ
き
。
目
的
に
対
す
る
手
段
の
妥
当
性
が
な
い
。
税
金
の
使
途
と
し
て
問
題
が
あ
る
。

１
－
５

市
民
体
育
大
会
運
営
事
業

市
（
要
改
善
）

目
的
が
拡
散
し
て
い
て
費
用
対
効
果
が
無
く
や
っ
て
い
る
。
競
技
団
体
に
対
す
る
補
助
に
な
っ
て
い
な
い
か
確
認
を
。
競
技
の
振
興
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
お
い
て
、
裾
野
を
広
げ
た
い
の
か
、
技
術
等
の
向
上
を
目
指
す
の

か
目
的
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
、
タ
イ
ア
ッ
プ
、
冠
大
会
等
導
入
を
図
り
、
経
費
の
圧
縮
を
。

１
－
６

中
央
図
書
館
運
営
事
業

市
（
要
改
善
）

コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
を
図
る
た
め
職
員
配
置
を
含
め
、
市
と
民
間
と
の
業
務
分
担
を
見
直
し
、
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
を
検
討
す
べ
き
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
選
定
事
業
者
に
全
面
的
に
委
託
し
、
コ
ス
ト
セ
ー
ブ
を
図
っ
た
方
が
よ
い
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業

者
と
し
て
の
成
果
を
市
民
に
説
明
を
。

１
－
７

友
好
都
市
交
流
事
業

市
（
要
改
善
）

事
業
の
目
指
す
と
こ
ろ
を
考
え
た
上
で
、
人
数
、
自
己
負
担
、
日
数
等
の
あ
り
方
を
考
え
る
べ
き
。
派
遣
し
た
学
生
を
そ
の
後
の
市
政
へ
の
活
用
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
構
築
し
、
市
へ
の
還
元
を
図
る
べ
き
。
事
業
と
し
て
は

息
長
く
継
続
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
派
遣
し
た
人
材
を
将
来
に
生
か
す
こ
と
を
考
え
る
。

１
－
８

中
小
企
業
補
助
事
業
（
事
業
資
金
融
資
利
子
）

市
（
要
改
善
）

利
子
補
助
も
倒
産
防
止
に
役
立
っ
て
い
る
と
い
う
根
拠
が
必
要
。
効
率
的
な
施
策
の
実
施
の
観
点
か
ら
、
国
が
主
導
で
や
る
べ
き
。
利
子
補
助
に
つ
い
て
、
数
値
の
出
し
方
、
そ
の
意
味
が
と
て
も
曖
昧
な
た
め
、
成
果
の
判

断
が
で
き
な
い
。

１
－
８

中
小
企
業
補
助
事
業
（
事
退
職
金
共
済
掛
金
）

市
（
要
改
善
）

共
済
掛
金
制
度
の
促
進
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
掛
金
補
助
に
つ
い
て
、
「
国
・
都
・
広
域
」
と
し
て
、
広
域
的
な
制
度
整
備
が
必
要
だ
と
思
う
。
た
だ
し
、
市
と
し
て
市
内
中
小
企
業
の
加
入
推
進
は
行
っ

て
欲
し
い
。

１
－
９

補
助
金
　
先
天
性
代
謝
異
常
健
診
採
血
料

不
要

様
々
な
医
療
助
成
制
度
が
充
実
し
て
い
る
中
、
当
初
の
目
的
を
達
成
し
て
い
る
。
先
天
性
代
謝
異
常
を
発
見
す
る
の
が
目
的
で
あ
り
、
生
活
保
護
世
帯
以
外
は
や
め
る
べ
き
と
思
う
。
出
産
費
用
負
担
の
軽
減
が
充
実
し
て
お

り
不
要
。

１
－
1
0

学
童
ク
ラ
ブ
管
理
運
営
事
業

市
（
要
改
善
）

放
課
後
子
ど
も
教
室
、
児
童
館
も
含
め
た
居
場
所
づ
く
り
を
考
え
る
べ
き
。
小
４
～
６
へ
の
対
応
を
含
め
、
新
た
な
民
間
サ
ー
ビ
ス
が
出
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
民
間
参
入
の
検
討
な
ど
、
イ
コ
ー
ル
フ
ィ
ッ

テ
ィ
ン
グ
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
受
益
者
負
担
の
考
え
方
を
明
確
に
し
て
、
保
護
者
の
負
担
を
見
直
す
べ
き
。

１
－
1
1

景
観
形
成
事
業

市
（
要
改
善
）

費
用
対
効
果
を
考
え
た
際
、
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
が
必
須
と
考
え
る
。
経
済
観
光
課
と
連
携
し
て
収
入
を
得
る
努
力
が
必
要
。
住
み
た
い
街
か
ら
訪
れ
た
い
街
へ
の
取
組
を
。
委
託
事
業
の
縮
小
を
図
り
、
施
策
目
標
の
実
行
化
を

図
る
必
要
が
あ
る
。
コ
ン
サ
ル
に
任
せ
す
ぎ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
。
行
政
の
意
志
を
前
面
に
。

１
－
1
2

法
定
外
公
共
物
管
理
事
業

市
（
要
改
善
）

払
下
げ
の
計
画
を
早
急
に
策
定
す
べ
き
。
地
域
で
維
持
管
理
す
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
く
べ
き
。
市
民
に
よ
る
管
理
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
市
民
が
主
体
的
に
管
理
す
る
こ
と
も
検
討
す
べ
き
。
市
の
保
有
地
の
販
売

活
動
を
開
始
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
特
定
少
数
が
利
用
す
る
水
路
等
の
維
持
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
へ
の
指
導
を
し
て
コ
ス
ト
削
減
を
。

１
－
1
3

介
護
予
防
推
進
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業

抜
本
的
見
直
し

一
般
財
源
を
使
わ
な
い
よ
う
事
業
の
実
施
方
法
を
考
え
る
べ
き
。
介
護
予
防
、
従
事
者
の
増
加
策
、
交
流
サ
ロ
ン
的
な
も
の
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
。
交
流
サ
ロ
ン
は
他
事
業
と
併
せ
、
統
合
す
べ
き
。
介
護
保
険
制
度
の
あ

り
方
と
併
せ
て
再
検
討
が
必
要
。
成
果
と
し
て
の
デ
ー
タ
が
な
い
。

１
－
1
4

地
域
介
護
予
防
事
業
（
介
護
予
防
推
進
事
業
）

市
（
要
改
善
）

介
護
予
防
推
進
セ
ン
タ
ー
と
の
役
割
分
担
を
明
確
に
。
介
護
保
険
給
付
の
中
で
賄
う
こ
と
に
取
組
ん
だ
う
え
で
、
一
般
財
源
が
必
要
か
判
断
す
る
。
効
果
の
測
定
を
や
る
べ
き
。
コ
ス
ト
に
対
す
る
成
果
を
判
断
で
き
る
デ
ー

タ
の
検
討
を
。
目
的
意
識
を
も
っ
て
業
務
を
考
え
て
。
人
的
資
源
の
充
実
に
特
化
す
る
。
さ
ら
な
る
コ
ス
ト
意
識
の
強
化
な
ど
が
必
要
で
は
な
い
か
。

１
－
1
5

有
料
ご
み
収
集
管
理
事
業

市
（
要
改
善
）

非
常
に
良
い
取
組
。
目
標
値
の
見
直
し
、
市
民
Ｐ
Ｒ
を
検
討
す
べ
き
。
市
民
の
自
覚
に
訴
え
、
ご
み
減
量
5
0
％
の
目
的
達
成
は
無
理
な
の
で
、
そ
れ
よ
り
ご
み
収
集
の
コ
ス
ト
セ
ー
ブ
の
実
現
に
向
け
た
対
策
を
。
ご
み
の
量

に
つ
い
て
平
成
２
２
年
度
比
で
の
全
体
像
を
市
民
に
示
し
て
い
く
中
で
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
い
た
だ
き
た
い
。

１
－
1
6

リ
サ
イ
ク
ル
推
進
事
業

市
（
要
改
善
）

リ
サ
イ
ク
ル
に
も
お
金
が
か
か
る
こ
と
の
認
識
が
必
要
。
も
っ
と
よ
り
効
率
的
な
ほ
か
の
手
段
も
検
討
す
べ
き
。
リ
サ
イ
ク
ル
率
の
設
定
を
見
直
し
、
コ
ス
ト
と
効
果
の
バ
ラ
ン
ス
を
。
資
源
ゴ
ミ
回
収
を
し
て
リ
サ
イ
ク
ル

率
日
本
一
を
目
指
す
こ
と
は
本
当
に
必
要
か
再
検
討
を
。
ゴ
ミ
事
業
全
体
に
か
か
る
コ
ス
ト
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
Ｐ
Ｒ
を
。

１
－
1
7

健
康
増
進
事
業

不
要

民
間
に
同
様
な
施
設
が
多
い
中
、
市
で
運
営
し
て
い
く
理
由
が
無
い
。
一
般
財
源
を
使
っ
て
ま
で
や
る
事
業
と
は
思
わ
な
い
。
抜
本
的
見
直
し
が
必
須
。
市
民
の
自
助
努
力
が
必
要
。
公
設
公
営
の
ジ
ム
は
い
ら
な
い
。
市
の

財
源
の
有
効
活
用
を
す
る
こ
と
を
最
優
先
と
す
べ
き

１
－
1
8

歯
科
検
診
事
業
（
歯
の
衛
生
週
間
検
診
費
）

不
要

タ
ー
ゲ
ッ
ト
分
析
も
全
く
で
き
て
い
な
い
。
全
て
の
点
で
成
人
歯
科
検
診
で
代
替
で
き
る
。
目
標
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
妥
当
性
が
な
い
。
歯
の
衛
生
週
間
と
秋
の
期
間
に
歯
科
検
診
を
す
る
よ
う
な
抜
本
的
な
見
直
し

を
。

１
－
1
9

障
害
者
自
立
移
動
支
援
事
業
（
心
身
障
害
者
自

動
車
ガ
ソ
リ
ン
等
費
用
助
成
事
業
）

市
（
要
改
善
）

基
本
は
所
得
制
限
を
設
け
る
べ
き
。
そ
の
際
、
他
の
障
害
者
施
策
と
合
わ
せ
て
考
え
る
。
現
金
、
現
物
給
付
の
逆
転
現
象
が
起
き
な
い
よ
う
な
配
慮
が
必
要
。
ニ
ー
ズ
把
握
に
努
め
る
べ
き
。
限
度
リ
ッ
ト
ル
数
の
上
限
運
用

を
年
間
の
利
用
単
位
運
用
で
な
く
月
利
用
単
位
と
す
べ
き
。
事
業
を
改
善
し
て
推
進
す
べ
き
事
業
。

１
－
2
0

障
害
者
作
業
委
託
事
業

市
（
要
改
善
）

障
害
者
施
設
も
事
業
者
と
し
て
考
え
る
べ
き
。
障
害
者
の
た
め
に
仕
事
を
作
り
出
す
の
で
は
な
く
、
行
政
が
関
与
す
べ
き
仕
事
を
障
害
者
に
担
っ
て
も
ら
う
と
い
う
考
え
方
、
そ
の
意
味
で
事
業
者
を
変
え
て
所
管
を
移
す
べ

き
。
自
立
支
援
の
観
点
か
ら
、
市
場
へ
の
橋
渡
し
と
な
る
支
援
方
法
と
す
べ
き
。
障
害
者
支
援
の
温
か
み
が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
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事
業

番
号

事
務
事
業
名
（
予
算
事
業
名
）

点
検
結
果

点
検
委
員
評
価
（
見
直
し
に
関
す
る
指
摘
事
項
の
抜
粋
）

２
－
１

広
報
事
業
（
テ
レ
ビ
広
報
事
業
）

抜
本
的
見
直
し

「
市
民
向
け
」
の
み
で
な
く
「
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
考
え
方
も
必
要
。
効
果
の
検
証
が
必
要
。
コ
ス
ト
に
つ
い
て
、
委
託
料
が
適
正
か
、
客
観
的
な
説
明
が
必
要
。
映
像
で
の
広
報
の
必
要
性
は
認
め
ら
れ
る

も
の
の
、
現
在
の
手
法
で
は
投
資
効
果
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
タ
ー
ゲ
ッ
ト
、
情
報
内
容
、
媒
体
の
位
置
付
け
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
べ
き
。

２
－
２

文
書
管
理
事
務

市
（
要
改
善
）

印
刷
業
務
に
つ
い
て
、
外
注
と
の
品
質
、
コ
ス
ト
の
比
較
を
し
た
上
で
、
全
庁
的
な
効
率
化
を
図
る
べ
き
。
財
政
・
所
管
と
の
協
力
に
よ
る
全
庁
的
な
ル
ー
ル
が
必
要
。
文
書
保
存
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
保
存
と
な
っ
て
い

る
か
、
引
継
時
（
水
際
で
の
）
の
チ
ェ
ッ
ク
・
監
査
が
必
要
と
考
え
る
。
印
刷
物
の
削
減
は
必
要
。
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
導
入
が
必
要
。

２
－
３

奨
学
資
金
給
付
事
業

抜
本
的
見
直
し

「
貸
付
金
」
と
の
手
段
を
比
較
を
す
べ
き
。
裾
野
を
広
げ
る
こ
と
も
必
要
と
は
考
え
る
が
、
ニ
ー
ズ
把
握
が
で
き
て
い
な
い
。
対
象
者
、
選
考
方
法
、
金
額
の
再
検
討
が
必
要
。
 東
京
都
育
英
資
金
の
制
度
に
移
行
す
べ
き
で

は
な
い
か
。
福
祉
事
案
な
の
か
教
育
的
な
事
案
な
の
か
明
確
な
方
針
を
定
め
る
時
期
に
あ
る
。

２
－
４

市
民
芸
術
文
化
祭
運
営
事
業

抜
本
的
見
直
し

参
加
者
が
固
定
化
す
る
な
ど
、
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
い
な
い
か
。
実
行
委
員
会
へ
の
委
託
の
内
容
が
十
分
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
裾
野
が
広
が
っ
て
い
な
い
。
文
化
祭
の
効
果
が
見
え
て
こ
な
い
。
受
益
者
が
限
ら
れ
た
事
業
を

継
続
さ
せ
て
い
る
。
参
加
企
画
を
公
募
の
補
助
金
型
と
す
る
等
、
手
法
変
更
の
余
地
あ
り
。
参
加
、
参
観
し
た
い
人
か
ら
負
担
金
を
と
る
。

２
－
５

補
助
金
　
公
会
堂
設
置
費
等

市
（
要
改
善
）

施
設
改
修
、
統
廃
合
も
含
め
、
市
の
方
針
を
明
確
に
し
、
今
後
の
補
助
の
あ
り
方
も
検
討
し
て
ほ
し
い
。
耐
震
性
等
の
考
慮
も
し
て
ほ
し
い
。
中
長
期
的
な
視
点
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。
補
助
範
囲
を
自
治
会
の
統

廃
合
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
の
視
点
を
含
め
た
見
直
し
を
。

２
－
６

女
性
活
動
推
進
事
業

市
（
要
改
善
）

施
設
と
し
て
の
女
性
セ
ン
タ
ー
の
あ
り
方
を
再
考
す
べ
き
。
他
部
署
と
連
携
し
て
多
く
の
場
所
で
意
識
改
革
の
働
き
か
け
を
す
べ
き
。
「
女
性
の
た
め
の
施
設
」
な
ど
の
色
分
け
は
や
め
、
一
般
利
用
に
向
け
た
施
設
と
し
て

考
え
る
。
市
の
他
部
署
が
行
っ
て
い
る
事
業
に
男
女
共
同
参
画
の
視
点
を
盛
り
込
む
な
ど
、
市
全
体
で
の
取
り
組
み
が
必
要
。

２
－
７

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業

市
（
要
改
善
）

民
間
事
業
者
の
育
成
を
進
め
る
べ
き
。
地
域
の
子
育
て
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
地
域
型
ひ
ろ
ば
事
業
も
推
進
す
べ
き
。
民
間
活
用
を
更
に
進
め
る
べ
き
。
他
の
場
所
で
の
事
業
も
あ
る
た
め
、
連
携
を
図
り
、
民
間
へ
の
委

託
や
、
規
模
縮
小
は
必
要
。
行
政
と
の
役
割
分
担
を
図
る
。

２
－
８

ひ
と
り
親
家
庭
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事
業

市
（
要
改
善
）

民
間
事
業
者
（
ヘ
ル
パ
ー
）
と
地
域
力
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業
）
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
最
終
的
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
た
め
、
受
益
が
偏
る
点
も
あ
る
が
、
登
録
者
が
少
な
い

こ
と
の
分
析
が
必
要
。
あ
ま
り
に
も
非
効
率
。
委
託
先
業
者
の
見
直
し
も
必
要
。
競
争
入
札
す
べ
き
。

２
－
９

商
店
街
補
助
事
業
（
補
助
金
　
商
店
街
共
同
施

設
電
気
料
）

市
（
要
改
善
）

新
規
の
設
置
事
業
に
補
助
し
、
電
気
料
金
に
は
９
５
％
の
補
助
を
す
る
仕
組
み
が
持
続
可
能
と
は
思
え
な
い
。
補
助
率
に
つ
い
て
防
犯
灯
の
機
能
分
を
数
値
化
し
た
上
で
再
検
討
し
、
市
の
経
済
振
興
支
援
分
と
商
店
街
の
受

益
者
負
担
分
と
の
線
引
き
を
す
る
べ
き
。

２
－
1
0

観
光
振
興
事
業

抜
本
的
見
直
し

観
光
資
源
は
あ
る
。
戦
略
的
に
進
め
れ
ば
、
効
果
は
上
が
る
と
思
う
。
市
の
戦
略
を
定
め
る
べ
き
。
市
の
観
光
振
興
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
み
え
な
い
。
観
光
協
会
の
中
身
を
見
直
す
べ
き
。
観
光
協
会
あ
り
き
の
考
え
方
で
よ
い

か
。
観
光
協
会
と
市
の
役
割
分
担
を
明
確
に
す
る
。

２
－
1
1

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
支
援
事
業
（
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
運
営
費
補
助
金
）

抜
本
的
見
直
し

人
件
費
全
額
補
助
と
い
う
ル
ー
ル
は
早
急
に
見
直
す
べ
き
。
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
業
務
展
開
を
す
べ
き
。
就
労
機
会
を
求
め
る
高
齢
者
が
増
加
す
る
が
、
市
が
全
て
を
負
担

す
る
仕
組
み
で
の
事
業
継
続
は
厳
し
い
。

２
－
1
2

老
人
ク
ラ
ブ
補
助
事
業

抜
本
的
見
直
し

補
助
金
額
の
算
出
に
つ
い
て
、
会
員
数
の
み
で
な
く
個
別
事
業
の
活
動
に
着
目
し
た
仕
組
み
と
し
、
活
動
の
活
発
化
と
会
員
数
の
増
加
を
図
る
べ
き
。
補
助
金
の
使
途
の
検
証
が
で
き
て
い
な
い
。
趣
味
活
動
ま
で
広
げ
る
こ

と
は
公
金
を
使
う
説
明
に
な
ら
な
い
。
対
象
者
が
少
な
い
の
で
、
限
ら
れ
た
活
動
に
補
助
金
を
出
し
続
け
て
良
い
の
か
疑
問
。

２
－
1
3

公
共
花
壇
運
営
事
業

市
（
要
改
善
）

市
民
花
壇
と
の
財
政
負
担
の
差
が
大
き
す
ぎ
る
。
市
民
花
壇
へ
の
移
行
を
計
画
す
べ
き
。
市
民
の
参
加
を
主
体
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
べ
き
。
業
務
委
託
費
は
競
争
原
理
を
取
り
入
れ
る
べ
き
。
昭
和
４
７
年
か
ら
の

事
業
の
流
れ
を
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

２
－
1
4

耐
震
改
修
等
補
助
事
業

市
（
現
行
通
り
）

貸
付
金
利
子
補
助
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
住
宅
化
助
成
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
る
な
ど
、
目
標
達
成
を
現
実
化
す
べ
き
。
重
点
化
エ
リ
ア
、
集
中
推
進
期
間
（
２
～
３
年
）
な
ど
、
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ハ
イ

リ
ス
ク
エ
リ
ア
を
定
め
、
重
点
的
に
予
算
を
配
分
す
べ
き
。
診
断
を
受
け
た
人
に
改
修
へ
の
取
り
組
み
を
促
す
こ
と
を
増
や
す
。

２
－
1
5

心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業

市
（
要
改
善
）

財
政
負
担
の
根
拠
を
公
開
す
る
な
ど
、
住
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
べ
き
。
施
設
に
つ
い
て
は
、
市
の
資
産
全
体
を
考
え
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
検
討
し
て
い
く
べ
き
。
民
間
事
業
者
の
活
用
な
ど
総
合
的
に
検
討
し
、
施
設

の
処
分
を
含
め
、
施
設
の
管
理
運
営
の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
。
他
の
施
設
よ
り
も
手
厚
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
優
位
性
が
分
か
り
づ
ら
い
。

２
－
1
6

心
身
障
害
者
住
宅
費
助
成
事
業

市
（
要
改
善
）

公
営
住
宅
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
民
間
家
賃
助
成
は
機
能
す
る
も
の
と
考
え
る
。
利
用
実
態
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
障
害
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
、
住
宅
の
供
給
を
す
る
こ
と
は
必
要
。
自

立
に
役
立
つ
効
果
の
検
証
が
必
要
。
他
市
が
や
っ
て
い
な
い
理
由
を
明
確
化
す
べ
き
。
入
居
助
成
な
の
か
生
活
支
援
な
の
か
明
確
で
な
い
。

２
－
1
7

防
災
思
想
普
及
事
業

市
（
要
改
善
）

自
主
防
災
組
織
の
加
入
率
、
組
織
率
、
防
災
訓
練
の
参
加
者
数
な
ど
を
増
や
す
努
力
が
必
要
。
行
政
の
限
界
も
あ
る
の
で
、
自
助
共
助
を
促
す
た
め
に
も
、
自
主
防
災
組
織
の
拡
大
や
訓
練
を
増
や
す
べ
き
。
マ
ン
シ
ョ
ン
等

へ
は
、
管
理
組
合
な
ど
へ
の
働
き
か
け
も
必
要
。
防
火
管
理
者
を
防
災
ま
で
拡
大
す
べ
き
。
自
治
会
単
位
に
設
置
す
べ
き
。

２
－
1
8

ま
ち
の
環
境
美
化
推
進
事
業

抜
本
的
見
直
し

市
民
の
協
力
を
得
な
が
ら
美
化
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
住
民
の
力
を
借
り
て
ほ
し
い
。
目
標
の
設
定
と
、
そ
の
か
い
離
の
状
況
に
つ
い
て
、
抜
本
的
に
見
直
す
。
市
民
自
ら
の
活
動
で
は
な
く
、
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
、
民
間
企
業
に
委
託
し
て
い
る
の
は
問
題
。
受
益
者
負
担
を
考
え
る
べ
き
。

２
－
1
9

権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
事
業

抜
本
的
見
直
し

事
業
全
体
の
ス
キ
ー
ム
。
積
算
根
拠
を
明
確
に
す
る
。
予
算
設
定
根
拠
が
極
め
て
不
明
瞭
。
利
用
促
進
が
目
的
で
あ
れ
ば
方
法
が
違
う
。

２
－
2
0

入
浴
券
支
給
事
業

市
（
現
行
通
り
）

ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
で
あ
る
生
活
保
護
に
単
独
で
上
乗
せ
す
る
必
要
は
あ
る
か
。
入
浴
に
着
目
す
れ
ば
文
化
セ
ン
タ
ー
の
活
用
も
検
討
す
べ
き
。
入
浴
の
機
会
を
確
保
す
べ
き
。
券
交
付
の
適
正
化
へ
の
努
力
が
必
要
。
浴

場
に
限
ら
ず
、
公
共
施
設
、
体
育
館
等
も
活
用
す
べ
き
。
東
京
都
下
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
れ
ば
受
益
者
の
受
け
る
サ
ー
ビ
ス
も
統
一
す
べ
き
。
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 【
平
成
２
５
年
度
】
 

事
業

番
号

事
務
事
業
名
（
予
算
事
業
名
）

点
検
結
果

点
検
委
員
評
価
（
見
直
し
に
関
す
る
指
摘
事
項
の
抜
粋
）

１
－
１

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
事
業

市
（
要
改
善
）

職
員
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
し
て
の
意
識
が
低
い
。
総
合
的
に
見
た
時
の
総
費
用
(ハ
ー
ド
面
）
を
把
握
す
べ
き
で
あ
り
、
ト
ー
タ
ル
の
管
理
が
必
要
と
考
え
る
。
国
・
都
・
広
域
対
応
の
財
政
性
支
援
と
責
任
体
制
の
構

築
が
必
要
と
思
わ
れ
た
。
職
員
・
臨
時
職
員
・
委
託
先
ま
で
含
め
た
対
応
に
特
化
・
上
積
み
す
べ
き
で
あ
る
。

１
－
２

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
総
合
支
援
事
業

市
（
要
改
善
）

社
会
福
祉
協
議
会
と
の
役
割
を
明
確
に
す
べ
き
。
相
談
業
務
は
、
全
体
的
な
視
点
で
最
適
化
を
図
る
べ
き
。
業
務
が
細
分
化
さ
れ
す
ぎ
て
い
て
、
事
業
が
本
当
に
必
要
な
の
判
断
で
き
な
い
。
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の

相
談
業
務
は
必
要
。
社
会
福
祉
協
議
会
全
体
の
事
業
改
善
の
中
で
、
無
駄
を
省
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

１
－
３

地
域
ま
つ
り
運
営
事
業

抜
本
的
見
直
し

実
質
「
交
付
金
化
」
さ
れ
て
い
る
。
契
約
も
委
託
か
ら
変
え
い
て
い
く
べ
き
。
地
域
の
繋
が
り
を
ど
う
強
化
す
る
か
を
考
え
る
べ
き
。
手
段
が
目
的
化
し
て
い
る
。
何
が
地
域
と
し
て
必
要
な
の
か
、
地
域
の
方
と
考
え
る
べ

き
。
公
共
施
設
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
方
針
の
中
で
、
文
化
セ
ン
タ
ー
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
時
期
に
あ
る
と
思
う
。

１
－
４

自
治
振
興
助
成
事
業

市
（
要
改
善
）

委
託
で
な
く
、
補
助
事
業
で
行
う
べ
き
。
共
助
で
行
え
る
よ
う
な
仕
組
み
づ
く
り
を
。
回
覧
の
仕
組
み
は
必
要
。
目
的
は
、
自
治
会
活
動
の
費
用
で
あ
り
、
そ
れ
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
交
付
金
と
し
、
交
付
す
る
た
め
に

は
自
治
会
回
覧
が
必
須
と
す
れ
ば
良
い
。
自
治
会
に
属
し
て
い
な
い
世
帯
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
冊
子
を
発
行
し
て
入
会
を
勧
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

１
－
５

視
聴
覚
備
品
整
備
事
業

抜
本
的
見
直
し

ソ
フ
ト
の
成
果
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
情
報
シ
ス
テ
ム
課
と
共
通
で
導
入
を
考
え
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
IC
T
教
育
の
ソ
フ
ト
の
質
を
上
げ
る
こ
と
に
力
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
学
校
経
営
に

も
力
を
入
れ
て
欲
し
い
。
目
的
と
の
連
携
が
欠
落
し
て
い
る
。
目
的
に
対
す
る
整
備
方
法
、
内
容
が
必
要
で
あ
る
。

１
－
６

学
校
教
育
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

抜
本
的
見
直
し

サ
ポ
ー
ト
保
守
の
経
費
が
か
り
す
ぎ
て
い
る
。
費
用
の
か
け
方
が
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
。
契
約
内
容
に
つ
い
て
は
、
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
把
握
が
弱
く
、
今
後
ど
う
し
た
い
の
か
、
生
徒
の
育

成
方
針
と
の
関
係
は
極
め
て
不
明
確
で
あ
る
。
事
業
費
に
対
し
て
効
果
が
少
な
い
。
コ
ス
ト
意
識
が
非
常
に
薄
く
目
標
達
成
の
再
検
討
を
。

１
－
７

市
立
幼
稚
園
維
持
管
理
・
整
備
事
業

抜
本
的
見
直
し

公
立
幼
稚
園
を
続
け
る
こ
と
を
前
提
に
す
べ
き
で
な
い
。
行
政
が
幼
児
教
育
と
し
て
す
べ
き
こ
と
は
何
か
考
え
る
べ
き
。
設
置
当
初
よ
り
も
現
時
点
の
環
境
が
違
う
と
考
え
ら
れ
る
。
保
育
料
が
私
立
の
保
育
料
と
同
じ
金
額

と
な
っ
た
時
に
、
私
立
と
同
等
以
上
の
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
と
運
営
の
必
要
が
な
い
。
民
営
化
、
補
助
金
に
よ
り
市
民
の
不
満
は
解
消
さ
れ
る
は
ず
。

１
－
８

海
外
帰
国
児
童
・
生
徒
等
指
導
事
業

市
（
要
改
善
）

成
果
指
標
を
作
る
。
時
間
単
価
が
高
い
。
地
域
の
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
り
６
か
月
よ
り
も
長
く
継
続
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
６
か
月
以
上
も
対
応
で
き
る
し
く
み
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
地
方
自
治
体
の
上
乗
せ

は
可
と
し
て
も
、
基
本
的
に
は
国
、
都
の
外
交
的
責
任
と
考
え
る
。
国
際
交
流
サ
ロ
ン
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業
と
の
連
携
を
と
っ
た
方
が
よ
い
。

１
－
９

部
活
動
指
導
事
業

市
（
要
改
善
）

加
入
率
の
推
移
や
純
人
数
等
を
把
握
す
べ
き
。
外
部
指
導
員
の
効
果
的
な
あ
り
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
男
女
部
活
動
の
発
生
な
ど
指
導
員
が
足
り
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
部
活
動
は
技
術
だ
け
で
は
な
く
、
教
員
が

携
わ
る
こ
と
が
重
要
。
外
部
指
導
員
の
資
質
を
維
持
確
保
の
資
質
の
活
用
を
。
よ
り
多
く
の
学
生
を
部
に
入
部
す
る
よ
う
な
対
策
も
必
要
。

１
－
1
0

市
民
相
談
事
業

市
（
要
改
善
）

正
規
職
員
の
相
談
業
務
の
整
理
が
必
要
で
あ
る
。
再
任
用
職
員
の
活
用
を
検
討
す
べ
き
。
謝
礼
金
に
つ
い
て
、
他
市
の
状
況
の
調
査
を
。
本
来
業
務
に
つ
な
が
る
相
談
事
業
に
対
し
て
は
無
報
酬
や
交
通
費
程
度
で
も
成
立
す

る
と
思
う
。
全
市
民
に
対
し
て
利
用
者
が
３
％
程
度
あ
り
、
一
部
の
市
民
の
た
め
に
多
く
の
税
金
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
る
。

１
－
1
1

職
員
研
修
事
務

市
（
要
改
善
）

目
標
に
見
合
っ
た
内
容
に
す
べ
き
で
あ
る
。
人
財
育
成
の
担
当
者
を
増
や
し
て
再
構
築
を
。
研
修
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
成
果
（
効
率
化
等
）
を
明
確
に
す
べ
き
。
市
職
員
の
意
識
改
革
を
進
め
る
た
め
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

を
作
成
す
べ
き
。
職
員
研
修
を
受
講
し
た
の
ち
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
な
い
。

１
－
1
2

地
域
体
育
館
ス
ポ
ー
ツ
活
動
運
営
事
業

抜
本
的
見
直
し

ス
ポ
ー
ツ
教
室
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
使
用
料
だ
け
で
は
な
く
講
習
費
と
し
て
謝
金
や
消
耗
品
費
を
徴
収
す
べ
き
で
あ
る
。
施
設
利
用
料
も
維
持
経
費
等
と
比
較
す
る
と
安
す
ぎ
る
。
コ
ス
ト
の
問
題
は
も
っ
と
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
早
急
な
施
設
の
統
廃
合
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
施
設
の
統
廃
合
と
合
わ
せ
て
、
受
益
者
負
担
を
求
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

１
－
1
3

文
化
財
保
護
振
興
事
業

市
（
要
改
善
）

広
報
物
の
簡
素
化
、
審
議
会
報
酬
規
程
の
見
直
し
が
必
要
。
審
議
会
の
体
制
の
見
直
し
が
必
要
。
市
内
文
化
財
・
施
設
維
持
管
理
は
文
化
財
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
組
織
し
、
市
民
協
働
に
よ
り
進
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
事
業

の
全
体
像
が
見
え
に
く
い
。
観
光
と
の
連
携
も
必
要
で
あ
る
。
保
存
と
活
用
が
混
在
し
て
い
る
。
今
後
の
あ
り
方
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

１
－
1
4

青
少
年
健
全
育
成
事
業

市
（
要
改
善
）

事
業
の
目
的
を
非
行
・
犯
罪
防
止
に
特
化
す
べ
き
。
行
政
が
行
う
こ
と
と
青
少
年
対
策
地
区
委
員
が
行
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
委
託
と
補
助
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
親
子
の
絆
が
最
重
要
で
あ
り
、
具

体
的
活
動
を
重
視
す
べ
き
。
青
少
年
の
心
の
問
題
に
重
点
を
お
い
た
事
業
に
方
向
を
転
換
を
。
事
業
の
参
加
者
の
実
人
数
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
。

１
－
1
5

市
街
地
整
備
計
画
作
成
事
業

市
（
現
行
通
り
）

事
業
は
計
画
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
改
善
に
向
け
た
工
夫
が
必
要
。
市
民
に
密
接
な
整
備
計
画
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
市
民
に
伝
え
る
べ
き
。
専
門
的
な
事
項
は
、
市
民
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
工
夫
が
必

要
。
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
へ
の
依
存
度
を
抑
制
す
べ
き
。
コ
ン
サ
ル
へ
の
委
託
の
発
注
内
容
は
拡
充
す
べ
き
。

１
－
1
6

市
民
住
宅
運
営
事
業

抜
本
的
見
直
し

ど
の
よ
う
に
空
き
室
を
減
ら
し
て
い
く
の
か
を
考
え
る
べ
き
。
広
報
等
を
活
用
し
た
入
居
募
集
を
。
住
宅
政
策
を
構
築
す
る
場
合
に
、
満
室
利
用
が
行
え
な
か
っ
た
場
合
を
良
く
考
え
た
ほ
う
が
良
い
。
２
０
年
間
一
括
契
約

は
ず
さ
ん
だ
と
思
う
。
負
担
の
減
少
策
を
考
え
る
べ
き
。

１
－
1
7

境
界
確
定
事
業

市
（
要
改
善
）

何
年
で
ど
れ
だ
け
予
算
が
必
要
な
の
か
全
体
像
の
把
握
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
化
が
必
要
。
事
業
の
目
的
、
達
成
を
ど
こ
に
置
く
か
も
決
め
て
い
な
い
。
今
後
の
事
業
展
開
が
見
え
な
い
。
市
の
財
産
を
守
り
、
公
平
性
を
維
持
す

る
た
め
に
も
、
力
を
入
れ
る
べ
き
重
要
な
事
業
。
人
員
不
足
で
は
な
い
か
。

１
－
1
8

補
助
金
　
観
光
事
業
費

市
（
要
改
善
）

市
の
発
想
は
、
観
光
協
会
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
る
よ
う
に
見
え
る
。
観
光
協
会
と
い
う
民
間
団
体
に
補
助
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
発
想
を
豊
か
に
し
て
も
ら
い
た
い
。
歴
史
施
設
を
活
用
し
、
他
市

か
ら
の
観
光
客
を
集
め
て
も
ら
い
た
い
。
目
標
（
観
光
客
３
５
０
万
人
）
に
到
達
す
る
手
段
が
見
え
な
い
。

１
－
1
9

リ
サ
イ
ク
ル
推
進
事
業
（
リ
サ
イ
ク
ル
用
品
活

用
事
業
）

抜
本
的
見
直
し

商
業
ベ
ー
ス
で
は
、
自
立
で
き
る
環
境
に
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
時
期
が
来
た
ら
独
立
法
人
に
任
せ
る
。
市
の
財
政
状
況
が
厳
し
い
中
で
、
あ
れ
だ
け
の
良
い
場
所
に
テ
ナ
ン
ト
代
を
払
わ
ず
入
れ
る
と
い
う
点
も
含
め
て
、

見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
協
会
は
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
の
経
営
部
分
で
は
な
く
、
他
の
部
分
を
担
う
役
割
が
あ
る
と
思
う
。

※
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

点
検
対
象
外

点
検
対
象
事
業
選
定
後
、
事
業
内
容
が
見
直
さ
れ
、
事
業
規
模
が
縮
小
さ
れ
た
こ
と
か
ら
対
象
か
ら
除
く
。
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事
業

番
号

事
務
事
業
名
（
予
算
事
業
名
）

点
検
結
果

点
検
委
員
評
価
（
見
直
し
に
関
す
る
指
摘
事
項
の
抜
粋
）

２
－
１

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
事
業

市
（
要
改
善
）

N
P
O
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
セ
ン
タ
ー
が
自
立
で
き
る
よ
う
、
あ
り
方
を
考
え
る
べ
き
。
事
業
効
果
の
ア
ピ
ー
ル
を
す
べ
き
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
と
自
治
会
活
動
と
の
協
力
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
推
進
す
る
。
登
録
団
体
が
実
施
し

て
い
る
社
会
貢
献
活
動
の
実
施
状
況
を
把
握
し
、
成
果
と
し
て
捉
え
る
べ
き
。
委
託
の
目
的
は
N
P
O
間
や
N
P
O
と
市
民
と
を
つ
な
げ
る
よ
う
な
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
で
あ
る
。

２
－
２

消
防
団
活
動
支
援
事
業
（
交
付
金
　
消
防
団
）

抜
本
的
見
直
し

消
防
団
の
活
動
は
税
金
で
支
援
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
自
立
を
求
め
る
の
は
理
想
論
。
交
付
金
の
資
金
使
途
の
明
確
化
を
進
め
て
ほ
し
い
。
事
業
の
目
的
か
ら
成
果
指
標
を
改
め
る
べ
き
。
消
防
団
は
必
要
で
あ
る
。
団
員

の
負
担
が
大
き
い
の
で
あ
れ
ば
、
報
酬
で
支
払
う
べ
き
。
消
防
団
と
し
て
あ
る
べ
き
方
向
性
を
探
る
た
め
の
支
援
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

２
－
３

障
害
者
就
労
支
援
事
業

市
（
要
改
善
）

障
害
者
の
就
労
は
国
も
含
め
て
取
組
む
べ
き
。
社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
指
定
管
理
方
法
は
見
直
し
し
、
民
間
の
活
用
を
積
極
的
に
導
入
す
る
こ
と
が
必
要
（
競
争
性
の
発
揮
が
必
要
）
。
中
長
期
的
な
プ
ラ
ン
を
策
定
し
、
就

労
の
目
標
を
示
し
な
が
ら
、
民
間
開
拓
、
就
労
機
会
の
確
保
を
図
る
。
生
活
支
援
は
廃
止
し
、
委
託
先
、
就
労
支
援
を
拡
充
す
る
よ
う
改
善
す
べ
き
。

２
－
４

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業

市
（
要
改
善
）

所
得
の
低
い
人
に
重
点
を
置
い
て
、
日
常
生
活
の
便
宜
を
図
る
べ
き
。
１
割
負
担
の
実
施
に
よ
り
、
活
用
で
き
る
財
源
で
市
独
自
の
事
業
を
展
開
す
べ
き
。
国
の
制
度
（
自
己
負
担
１
割
）
の
と
お
り
、
自
己
負
担
制
度
と
す

べ
き
。
所
得
制
限
の
導
入
（
自
己
負
担
額
）
に
つ
い
て
低
所
得
者
に
配
慮
し
た
基
準
づ
く
り
を
。
再
利
用
が
考
え
ら
れ
る
用
具
の
使
用
を
。

２
－
５

休
日
・
夜
間
診
療
事
業

市
（
要
改
善
）

医
師
会
の
委
託
契
約
と
の
関
係
、
診
療
報
酬
・
自
己
負
担
と
の
関
係
を
含
め
て
明
確
に
整
理
す
る
べ
き
。
休
日
の
開
業
歯
科
・
調
剤
薬
局
と
の
関
係
を
見
据
え
、
昭
和
５
２
年
度
以
来
の
制
度
の
あ
り
方
を
見
直
す
べ
き
で
あ

る
。
現
状
に
合
っ
た
事
業
の
適
正
な
見
直
し
を
図
る
。
事
業
の
必
要
性
は
あ
る
。
バ
ッ
ク
デ
ー
タ
を
基
に
し
た
市
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
説
明
を
。

２
－
６

補
装
具
等
給
付
事
業

市
（
要
改
善
）

国
の
制
度
に
合
わ
せ
て
、
１
割
自
己
負
担
に
し
、
財
源
を
他
の
障
害
者
施
策
を
行
う
べ
き
。
購
入
費
の
補
助
だ
け
で
な
く
、
購
入
時
や
修
理
時
の
フ
ォ
ロ
ー
が
必
要
。
補
装
具
業
者
に
よ
る
価
格
の
競
争
を
。
利
用
者
か
ら
ア

ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
と
り
、
満
足
度
を
測
っ
て
ほ
し
い
。
身
障
者
の
日
常
生
活
を
し
や
す
く
す
る
こ
と
に
は
効
果
が
あ
る
。

２
－
７

身
体
障
害
者
等
機
能
回
復
は
り
・
き
ゅ
う
・

マ
ッ
サ
ー
ジ
事
業

抜
本
的
見
直
し

障
害
者
施
策
全
体
の
中
で
見
直
し
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
見
直
し
を
行
う
際
は
丁
寧
な
説
明
を
。
医
療
給
付
で
可
能
な
サ
ー
ビ
ス
を
市
独
自
で
実
施
す
る
必
要
性
は
薄
い
。
昭
和
５
１
年
当
時
の
社
会
状
況
と
現
状

を
比
べ
る
と
、
現
行
を
維
持
す
る
必
要
は
な
い
。
本
来
の
事
業
目
的
と
実
態
に
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
。
雇
用
確
保
に
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
。

２
－
８

こ
と
ぶ
き
理
美
容
事
業

不
要

経
済
的
支
援
と
い
う
面
も
効
果
が
薄
い
。
前
例
踏
襲
型
で
続
い
て
き
た
事
業
だ
と
思
う
。
目
的
に
見
合
っ
た
効
果
の
検
証
が
で
き
な
い
う
え
に
、
経
済
的
支
援
と
し
て
も
効
果
は
検
証
で
き
な
い
。
環
境
衛
生
の
回
復
は
補
助

制
度
が
な
く
て
も
経
済
的
に
は
問
題
と
な
る
程
度
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
見
守
り
は
当
該
事
業
は
機
能
し
て
い
な
い
。

２
－
９

生
活
支
援
ヘ
ル
パ
ー
事
業

市
（
要
改
善
）

介
護
保
険
で
自
立
と
判
定
さ
れ
た
人
に
独
自
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
は
介
護
保
険
制
度
に
反
す
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
活
用
し
て
税
金
の
投
入
を
抑
え
る
べ
き
。
内
容
も
専
門
性
が
高
い
と
は
感
じ
な
い
。
事
業
を
介
護

保
険
へ
の
移
行
期
間
ま
で
に
限
定
し
て
実
施
す
べ
き
。

２
－
1
0

在
宅
ね
た
き
り
高
齢
者
介
護
者
慰
労
金
支
給
事

業
市
（
要
改
善
）

低
所
得
者
対
策
に
財
源
を
振
り
向
け
て
い
く
べ
き
。
成
果
、
公
平
性
が
不
明
確
だ
と
感
じ
た
。
制
度
の
見
直
し
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
失
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
見
直
し
の
仕
方
は
、
所
得
制
限
等
あ
る
が
、
ま
ず
は
検
討
を
始
め

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
慰
労
金
以
外
の
方
法
で
の
事
業
構
築
を
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

２
－
1
1

プ
ー
ル
管
理
運
営
事
業

市
（
要
改
善
）

公
園
な
ど
他
の
施
設
と
一
体
的
な
プ
ー
ル
は
、
運
営
と
管
理
も
一
体
に
し
た
契
約
と
す
る
。
総
合
プ
ー
ル
は
指
定
管
理
、
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
の
導
入
を
。
学
校
の
プ
ー
ル
の
活
用
な
ど
抜
本
的
な
見
直
し
を
。
コ
ス
ト
に
見

合
っ
た
使
用
料
の
設
定
、
市
民
が
多
く
利
用
す
る
工
夫
が
必
要
。
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
た
運
営
を
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
図
る
べ
き
。

２
－
1
2

埋
蔵
文
化
財
保
存
活
用
事
業

市
（
要
改
善
）

遺
跡
調
査
会
を
通
じ
た
資
金
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
縮
小
す
べ
き
。
全
て
競
争
入
札
で
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
を
図
っ
て
い
く
。
発
掘
に
係
る
調
査
項
目
の
見
直
し
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
遺
跡
調
査
会
と
市
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
抜
本
的
な
見
直
し
が
必
要
。
市
が
単
価
契
約
で
き
る
方
法
を
検
討
す
べ
き
。

２
－
1
3

所
蔵
品
展
示
管
理
事
業

市
（
要
改
善
）

地
域
密
着
型
に
シ
フ
ト
し
費
用
対
効
果
を
考
え
な
が
ら
行
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
魅
力
あ
る
企
画
展
を
続
け
て
も
ら
い
た
い
。
民
間
活
力
の
活
用
を
含
め
、
現
在
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
。
市
内
の
大
企

業
と
協
働
し
、
集
客
に
努
め
る
。
売
店
の
運
営
に
委
託
料
を
払
う
こ
と
は
お
か
し
い
。
美
術
展
示
以
外
の
施
設
の
活
用
方
法
の
検
討
を
。

２
－
1
4

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業

市
（
要
改
善
）

既
存
の
社
会
福
祉
法
人
へ
の
委
託
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
提
供
会
員
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
で
の
起
業
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
で
の
活
用
を
検
討
す
べ
き
。
本
事
業
を
さ
ら
に
活
用
し
て
子
育
て
支
援
を
す
べ
き
。
委
託
料
の
根
拠
に
つ
い
て

説
明
不
足
で
あ
る
。
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
人
材
育
成
と
と
も
に
N
P
O
法
人
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
化
を
推
進
し
て
も
ら
い
た
い
。

２
－
1
5

公
園
緑
地
等
維
持
管
理
事
業

市
（
要
改
善
）

契
約
の
透
明
性
の
確
保
を
図
っ
て
も
ら
い
た
い
。
競
争
性
が
よ
り
発
揮
で
き
る
方
法
を
検
討
さ
れ
た
い
。
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
、
省
エ
ネ
化
、
老
朽
化
対
策
の
プ
ラ
ン
を
つ
く
り
、
計
画
的
な
対
応
策
を
。
利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト

の
実
施
を
。
市
が
公
園
の
維
持
管
理
を
進
め
る
に
は
、
基
本
的
な
考
え
方
を
持
っ
て
整
備
を
進
め
、
市
民
の
苦
情
対
応
を
す
べ
き
。

２
－
1
6

狭
あ
い
道
路
解
消
事
業
（
補
助
金
　
狭
あ
い
道

路
整
備
費
）

抜
本
的
見
直
し

奨
励
金
は
、
地
権
者
に
と
っ
て
二
重
の
メ
リ
ッ
ト
な
た
め
、
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。
市
民
に
こ
の
事
業
に
よ
る
効
果
や
利
便
性
の
ア
ピ
ー
ル
を
し
て
ほ
し
い
。
解
消
そ
の
も
の
に
積
極
的
な
対
応
を
し
て
欲
し
い
。
路
線
毎
に

計
画
の
検
討
も
必
要
。

２
－
1
7

補
助
金
　
商
工
業
振
興
事
業
費

抜
本
的
見
直
し

過
去
か
ら
補
助
金
が
出
て
る
か
ら
、
今
後
も
続
く
と
い
う
時
代
で
は
な
い
。
実
施
目
的
が
市
民
に
ど
う
い
う
メ
リ
ッ
ト
、
効
果
が
あ
る
か
整
理
し
、
市
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
。
商
工
会
議
所
と
市

と
の
役
割
分
担
の
上
に
立
っ
て
、
補
助
金
の
あ
り
方
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
。
類
似
事
業
や
他
の
補
助
制
度
と
整
理
統
合
を
検
討
す
べ
き
。

２
－
1
8

集
団
回
収
推
進
事
業

抜
本
的
見
直
し

集
団
回
収
と
行
政
回
収
に
係
る
コ
ス
ト
差
を
明
確
に
す
べ
き
。
集
団
回
収
に
つ
い
て
は
、
や
め
た
自
治
体
も
多
い
。
業
者
へ
の
奨
励
金
に
つ
い
て
は
廃
止
す
べ
き
。
回
収
団
体
へ
の
補
助
金
の
一
律
方
式
は
、
品
目
に
よ
り
き

め
細
か
く
し
て
欲
し
い
。
自
主
的
に
リ
サ
イ
ク
ル
（
分
別
）
す
る
と
い
う
機
運
を
高
め
る
べ
き
で
、
団
体
へ
の
奨
励
金
は
廃
止
す
べ
き
。

２
－
1
9

補
助
金
　
勤
労
者
福
祉
振
興
公
社
運
営
費

抜
本
的
見
直
し

振
興
公
社
の
自
立
と
は
何
か
を
定
義
す
べ
き
。
中
長
期
的
な
経
営
計
画
を
策
定
す
べ
き
。
公
社
の
あ
り
方
、
事
業
の
あ
り
方
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
。
会
員
、
会
費
の
拡
大
。
事
業
内
容
の
見
直
し
、
精
査
が
必
要
で
あ

る
。
中
小
企
業
へ
の
支
援
策
に
つ
い
て
は
市
と
し
て
総
合
的
に
議
論
を
深
め
て
も
ら
い
た
い
。
公
益
財
団
法
人
が
運
営
す
る
必
要
は
な
い
。

２
－
2
0

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
運
行
補
助
事
業

市
（
要
改
善
）

採
算
ベ
ー
ス
を
前
提
に
料
金
体
系
の
見
直
し
を
行
う
べ
き
。
コ
ミ
バ
ス
が
１
０
０
円
、
採
算
路
線
バ
ス
初
乗
り
１
７
０
円
は
不
公
平
で
あ
る
。
バ
ス
事
業
者
に
路
線
バ
ス
と
し
て
走
ら
せ
る
べ
き
。
バ
ス
の
数
、
利
用
者
の
数

か
ら
コ
ミ
バ
ス
と
は
言
え
な
い
。
国
交
省
に
届
出
し
、
「
市
バ
ス
事
業
」
と
し
て
実
施
す
べ
き
。
税
金
の
投
入
が
少
な
く
な
る
よ
う
努
力
が
必
要
。
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点点点検検検委委委員員員ののの評評評価価価状状状況況況                                                                  参参参考考考資資資料料料   ２２２      

 

不要・必要区分欄は、評価シートの基準に基づき次のとおり、行政の関与について「不要」、

「必要」を区分しています。 

・評価で不要、抜本的見直し（再検討・見送り）…行政の関与が不要。 

・評価で国・都・広域、市（要改善）、市(現行通り)…行政の関与が必要。 

 

【平成２３年度】 

不要
再検討・
見送り

国・都・
広域

市（要改
善）

市（現行
通り）

行政の
関与が
不要

行政の
関与が
必要

行政の
関与が
不要

行政の
関与が
必要

1-1教科用消耗器材整備事業 5 5 3 2

1-2学校図書館運営事業 3 2 5 3 2

1-3
地域介護予防事業（介護予防
コーディネート事業） ○ ○ 2 3 2 3 2 1 2

1-4
地域介護予防事業（地域デイ
サービス事業） 2 3 5 3 2

1-5
心身障害者小規模通所授産施
設運営費助成事業

1-6指定疾病者福祉手当支給事業 ○ 2 1 1 1 2 3 3 2

1-7補助金　社会福祉協議会 5 5 3 2

1-8市税徴収事務 4 1 5 3 2

1-9広報事業（広報発行事業） ○ 1 3 1 1 4 1 2 2

1-10広報事業（広報活動事業） 4 1 5 3 2

1-11駅周辺自転車対策事業 4 1 5 3 2

1-12ごみ減量運動啓発事業 5 5 3 2

1-13文化センター維持管理事業 5 5 3 2

1-14桜まつり運営事業 4 1 5 3 2

1-15小規模事業者指導事業 ○ 4 1 4 1 2 1 2

1-16
補助金　農業生産団体育成事
業費 5 5 3 2

1-17育児支援家庭訪問事業 5 5 3 2

1-18
子ども家庭サービス事業（トワイ
ライトステイ事業） ○ 1 4 1 4 1 2 2

1-19市立保育所管理運営事業 3 2 5 3 2

1-20郷土の森博物館管理運営事業 ○ 1 4 1 4 1 2 2

公募市民

評価 行政の関与

行政の
関与が
不要

行政の
関与が
必要

行政の関与が必要行政の関与が不要 構想日本
事業
番号 事業名

構
想
日
本
で
評
価
が

分
か
れ
た

公
募
市
民
で
意
見
が

分
か
れ
た

公
募
市
民
と
構
想
日

本
で
意
見
が
分
か
れ

た
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不要
再検討・
見送り

国・都・
広域

市（要改
善）

市（現行
通り）

行政の
関与が
不要

行政の
関与が
必要

行政の
関与が
不要

行政の
関与が
必要

2-1少人数指導等事業 ○ 3 2 3 2 3 2

2-2学校給食センター管理運営事業 ○ ○ 3 2 3 2 2 1 1 1

2-3
障害者自立移動支援事業（心身
障害者福祉タクシー事業） ○ 1 3 1 1 4 3 1 1

2-4
障害者認可施設運営費助成事
業 ○ 1 1 3 1 4 1 2 2

2-5低所得者利用者負担対策事業 ○ 1 4 1 4 1 2 2

2-6
一人暮し高齢者等緊急通報安
全システム事業 ○ 1 3 1 1 4 1 2 2

2-7
健康診査事業（一般健康診査事
業） ○ 2 3 2 3 2 1 2

2-8
乳幼児・妊産婦健康診査事業
（妊婦健康診査事業） ○ 1 4 1 4 1 2 2

2-9私道整備事業 ○ ○ 3 2 3 2 2 1 1 1

2-10地域まちづくり事業 5 5 3 2

2-11公害防止指導対策事業 4 1 5 3 2

2-12補助金　樹木保存事業費 ○ 1 2 2 3 2 3 2

2-13防災資材等整備事業 3 2 5 3 2

2-14
補助金　はつらつ高齢者就業機
会創出支援事業費 ○ 3 2 3 2 3 2

2-15自主活動奨励事業 ○ 1 2 2 3 2 3 2

2-16ふれあいの集い運営事業 ○ 1 4 1 4 1 2 2

2-17地区図書館運営事業 5 5 3 2

2-18美術館維持管理事業 5 5 3 2

2-19学習事業運営事業 ○ ○ 3 2 3 2 2 1 1 1

2-20スポーツ大会運営事業 ○ 1 4 1 4 1 2 2

構想日本 公募市民
事業
番号

事業名

構
想
日
本
で
評
価
が

分
か
れ
た

公
募
市
民
で
意
見
が

分
か
れ
た

公
募
市
民
と
構
想
日

本
で
意
見
が
分
か
れ

た 評価 行政の関与

行政の関与が不要 行政の関与が必要

行政の
関与が
不要

行政の
関与が
必要
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【平成２４年度】 

不要
再検討・
見送り

国・都・
広域

市（要改
善）

市（現行
通り）

行政の
関与が
不要

行政の
関与が
必要

行政の
関与が
不要

行政の
関与が
必要

1-1就学援助事業 ○ 1 4 1 4 2 1 2

1-2学校図書館指導充実事業 ○ 1 3 1 1 4 1 1 3

1-3
庁舎等維持管理事業（庁舎管理
業務） ○ 4 1 4 1 2 2 1

1-3
庁舎等維持管理事業（バス借り
上げ事業） ○ 3 1 1 4 1 2 2 1

1-4
補助金　市民保養施設利用助
成事業費 4 1 5 2 3

1-5市民体育大会運営事業 ○ ○ 1 4 1 4 1 1 3

1-6中央図書館運営事業 5 5 2 3

1-7友好都市交流事業 5 5 2 3

1-8
中小企業補助事業（中小企業事
業資金融資利子補助） 1 4 5 2 3

1-8
中小企業補助事業（中小企業退
職金共済掛金補助） ○ ○ ○ 2 1 2 2 3 1 1 1 2

1-9
補助金　先天性代謝異常健診
採血料 5 5 2 3

1-10学童クラブ管理運営事業 ○ 1 3 1 1 4 2 1 2

1-11景観形成事業 ○ 1 4 1 4 1 1 3

1-12法定外公共物管理事業 5 5 2 3

1-13
介護予防推進センター管理運営
事業 5 5 2 3

1-14
地域介護予防事業（介護予防推
進事業） 5 5 2 3

1-15有料ごみ収集管理事業 ○ 3 2 5 2 3

1-16リサイクル推進事業 5 5 2 3

1-17健康増進事業 3 2 5 2 3

1-18
歯科検診事業（歯の衛生週間検
診費） 4 1 5 2 3

1-19
障害者自立移動支援事業（心身
障害者自動車ガソリン等費用助
成事業）

5 5 2 3

1-20障害者作業委託事業 ○ 1 4 1 4 2 1 2

評価

行政の関与が不要 行政の関与が必要

行政の関与

行政の
関与が
不要

行政の
関与が
必要

構想日本 公募市民
事業
番号 事業名

構
想
日
本
で
評
価
が

分
か
れ
た

公
募
市
民
で
意
見
が

分
か
れ
た

公
募
市
民
と
構
想
日

本
で
意
見
が
分
か
れ

た
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不要
再検討・
見送り

国・都・
広域

市（要改
善）

市（現行
通り）

行政の
関与が
不要

行政の
関与が
必要

行政の
関与が
不要

行政の
関与が
必要

2-1広報事業（テレビ広報事業） ○ 3 2 3 2 2 1 2

2-2文書管理事務 5 5 2 3

2-3奨学資金給付事業 ○ 3 2 3 2 2 1 2

2-4市民芸術文化祭運営事業 5 5 2 3

2-5補助金　公会堂設置費等 5 5 2 3

2-6女性活動推進事業 5 5 2 3

2-7
子ども家庭支援センター管理運
営事業 ○ 1 4 1 4 2 1 2

2-8
ひとり親家庭ホームヘルプサー
ビス事業 ○ ○ ○ 2 2 1 2 3 1 1 1 2

2-9
商店街補助事業（補助金　商店
街共同施設電気料） 4 1 5 2 3

2-10観光振興事業 ○ 4 1 4 1 2 2 1

2-11
シルバー人材センター支援事業
（シルバー人材センター運営費
補助金）

1 4 5 2 3

2-12老人クラブ補助事業 ○ 4 1 4 1 2 2 1

2-13公共花壇運営事業 ○ 2 3 2 3 2 3

2-14耐震改修等補助事業 1 4 5 2 3

2-15
心身障害者福祉センター管理運
営事業 ○ 2 1 2 2 3 2 3

2-16心身障害者住宅費助成事業 ○ 1 4 1 4 2 1 2

2-17防災思想普及事業 5 5 2 3

2-18まちの環境美化推進事業 ○ 3 2 3 2 2 1 2

2-19権利擁護センター事業 1 4 5 2 3

2-20入浴券支給事業 ○ ○ 1 1 2 1 4 1 1 3

行政の関与

構想日本 公募市民
行政の
関与が
不要

行政の
関与が
必要

評価

行政の関与が不要 行政の関与が必要
事業
番号 事業名

構
想
日
本
で
評
価
が

分
か
れ
た

公
募
市
民
で
意
見
が

分
か
れ
た

公
募
市
民
と
構
想
日

本
で
意
見
が
分
か
れ

た
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【平成２５年度】 

不要
再検討・
見送り

国・都・
広域

市（要改
善）

市（現行
通り）

行政の
関与が
不要

行政の
関与が
必要

行政の
関与が
不要

行政の関
与が必要

1-1情報セキュリティ対策事業 1 2 2 5 1 4

1-2
福祉サービス利用者総合支援
事業 ○ 1 2 2 1 4 1 1 3

1-3地域まつり運営事業 ○ ○ 3 2 3 2 1 2 2

1-4自治振興助成事業 5 5 1 4

1-5視聴覚整備事業 ○ ○ 3 2 3 2 1 3 1

1-6学校教育ネットワーク事業 5 5 1 4

1-7市立幼稚園維持管理・整備事業 ○ 1 3 1 4 1 1 3 1

1-8海外帰国児童・生徒等指導事業 1 4 5 1 4

1-9部活動指導事業 4 1 5

1-10市民相談事業 5 5 1 4

1-11職員研修事務 ○ ○ 2 3 2 3 1 1 3

1-12
地域体育館スポーツ活動運営
事業 ○ 4 1 4 1 1 3 1

1-13文化財保護振興事業 5 5 1 4

1-14青少年健全育成事業 5 5 1 4

1-15市街地整備計画作成事業 1 4 5 1 4

1-16市民住宅運営事業 ○ 4 1 4 1 1 3 1

1-17境界確定事業 ○ 1 3 1 1 4 1 1 3

1-18補助金　観光振興費 ○ ○ 2 3 2 3 1 1 3

1-19
リサイクル推進事業（リサイクル
用品活用事業） ○ 1 3 1 4 1

事業
番号 事業名

公
募
市
民
で
意
見
が

分
か
れ
た

公
募
市
民
と
構
想
日

本
で
意
見
が
分
か
れ

た 評価 行政の関与

行政の
関与が
必要

構想日本 公募市民
行政の
関与が
不要

行政の関与が不要 行政の関与が必要
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不要
再検討・
見送り

国・都・
広域

市（要改
善）

市（現行
通り）

行政の
関与が
不要

行政の
関与が
必要

行政の
関与が
不要

行政の関
与が必要

2-1
ＮＰＯ・ボランティア活動支援事
業 ○ 1 4

2-2
消防団活動支援事業（交付金
消防団） ○ ○ 3 1 1 3 2 1 2 2

2-3障害者就労支援事業 4 1 1 1 4

2-4日常生活用具給付等事業 5 5 1 4

2-5休日・夜間診療事業 5 5 1 4

2-6補装具等給付事業 3 2 5 1 4

2-7
身体障害者等機能回復はり・
きゅう・マッサージ事業 2 3 5 1 4

2-8ことぶき理美容事業 3 2 5 1 4

2-9生活支援ヘルパー事業 ○ ○ 2 3 2 3 1 1 3

2-10
在宅ねたきり高齢者介護者慰労
金支給事業 ○ ○ 1 1 2 1 2 3 1 1 3

2-11プール管理運営事業 ○ 1 4 1 4 1 1 3

2-12埋蔵文化財保存活用事業 5 5 1 4

2-13所蔵品展示管理事業 ○ 1 4 1 4 1 4

2-14ファミリーサポートセンター事業 4 1 5 1 4

2-15公園緑地等維持管理事業 5 5 1 4

2-16
狭あい道路解消事業（補助金
狭あい道路整備費） ○ ○ 3 2 3 2 1 2 2

2-17補助金　商工業振興事業費 5 5 1 4

2-18集団回収推進事業 ○ ○ 3 2 3 2 1 2 2

2-19
補助金　勤労者福祉振興公社
運営費 ○ ○ 3 2 3 2 1 2 2

2-20コミュニティバス運行補助事業 4 1 5 1 4

事業
番号 事業名

公
募
市
民
で
意
見
が

分
か
れ
た

公
募
市
民
と
構
想
日

本
で
意
見
が
分
か
れ

た 評価

行政の関与が不要 行政の関与が必要

行政の関与

行政の
関与が
必要

構想日本 公募市民
行政の
関与が
不要
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市市 市
のの の
方方 方
針針 針
にに に
基基 基
づづ づ
くく く
見見 見
直直 直
しし し
等等 等
のの の
効効 効
果果 果
額額 額
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
参参 参
考考 考
資資 資
料料 料
   
３３ ３
   

 

市
の
方
針

事
業
数

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

再
検
討
・
見
送
り

1
1

-
1
,8
1
6

市
（
要
改
善
）

3
3

2
-9
,6
9
8

1
3
,7
1
3

1
2

-4
9
,8
9
7

2
1
8
,6
1
2

1
5

-
8
8,
2
6
2

市
（
現
行
通
り
）

5

計
3
9

2
-9
,6
9
8

1
3
,7
1
3

1
3

-5
1
,7
1
3

2
1
8
,6
1
2

1
5

-
8
8,
2
6
2

市
の
方
針

事
業
数

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

廃
止

3
2

-
3
7
,6
2
0

3
-2
7
,9
9
9

抜
本
的
見
直
し

2

市
（
要
改
善
）

3
5

4
-5
,8
0
2

1
0

-3
2
,6
7
2

3
3
,4
3
9

市
（
現
行
通
り
）

1

市
（
拡
充
）

1
1

2
,3
5
0

1
1
2
,7
5
0

計
4
2

6
-
4
3
,4
2
2

1
2
,3
5
0

1
3

-6
0
,6
7
1

4
1
6
,1
8
9

市
の
方
針

事
業
数

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

廃
止

1

抜
本
的
見
直
し

3
1

-1
,1
7
8

市
（
要
改
善
）

3
2

5
-5
,6
5
1

3
1
,3
3
4

市
（
現
行
通
り
）

3

計
3
9

6
-6
,8
2
9

3
1
,3
3
4

市
の
方
針

事
業
数

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

事
業
数

対
象
額

廃
止

4
2

-
3
7
,6
2
0

3
-2
7
,9
9
9

5
-6
5
,6
1
9

抜
本
的
見
直
し

6
1

-1
,1
7
8

1
-
1
,8
1
6

2
-
2
,9
9
4

市
（
要
改
善
）

1
00

1
1

-
2
1
,1
5
1

4
5
,0
4
7

2
2

-8
2
,5
6
9

5
2
2
,0
5
1

1
5

-
8
8,
2
6
2

4
8

-
1
9
1
,9
8
2

9
2
7
,0
9
8

市
（
現
行
通
り
）

9

市
（
拡
充
）

1
1

2
,3
5
0

1
1
2
,7
5
0

2
1
5
,1
0
0

計
1
20

1
4

-
5
9
,9
4
9

5
7
,3
9
7

2
6
-
1
1
2
,3
8
4

6
3
4
,8
0
1

1
5

-
8
8,
2
6
2

5
5

-
2
6
0
,5
9
5

1
1

4
2
,1
9
8

累
積
効
果
額
合
計

減
額
分

増
額
分

市
の
方
針

２
６
年
度
予
算

２
５
年
度
予
算

２
４
年
度
予
算

２
６
年
度
予
算

２
５
年
度
予
算

指
摘
対
応
に
よ
る
減
額
分

指
摘
対
応
に
よ
る
増
額
分

市
の
方
針

指
摘
対
応
に
よ
る
減
額
分

市
の
方
針

市
の
方
針

２
６
年
度
予
算

指
摘
対
応
に
よ
る
減
額
分

指
摘
対
応
に
よ
る
増
額
分

■
平
成
２
３
年
度
対
象
事
業

■
平
成
２
４
年
度
対
象
事
業

■
平
成
２
５
年
度
対
象
事
業

指
摘
対
応
に
よ
る
減
額
分

指
摘
対
応
に
よ
る
増
額
分

指
摘
対
応
に
よ
る
増
額
分

指
摘
対
応
に
よ
る
減
額
分

指
摘
対
応
に
よ
る
増
額
分

指
摘
対
応
に
よ
る
増
額
分

指
摘
対
応
に
よ
る
減
額
分

■
効
果
額
合
計

２
６
年
度
予
算

２
５
年
度
予
算

２
４
年
度
予
算

指
摘
対
応
に
よ
る
減
額
分

指
摘
対
応
に
よ
る
増
額
分

指
摘
対
応
に
よ
る
減
額
分

指
摘
対
応
に
よ
る
増
額
分

指
摘
対
応
に
よ
る
減
額
分

指
摘
対
応
に
よ
る
増
額
分
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点点 点
検検 検
委委 委
員員 員
かか か
らら ら
のの の
指指 指
摘摘 摘
事事 事
項項 項
等等 等
（（ （
点点 点
検検 検
対対 対
象象 象
事事 事
業業 業
別別 別
詳詳 詳
細細 細
）） ）
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
参参 参
考考 考
   
４４ ４
   

 
 

【
平
成
２
３
年
度
】
 

 

事
業
 

番
号
 

事
業
名
 

点
検
結
果
 

事
業
内
容
別
区
分
 

指
摘
事
項
別
区
分
 

サ
ー
ビ
ス
内
容
 

種
類
 

実
施
方
法
 

1
-1
 

教
科
用
消
耗
器
材
整
備
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ⅰ
 

Ｌ
 

ｃ
 

ｆ
 

ｈ
 

1
-2
 

学
校
図
書
館
運
営
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ⅰ
 

Ｌ
 

ｃ
 

e
 

ｊ
 

1
-3
 

地
域
介
護
予
防
事
業
（
介
護
予
防
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
事
業
）
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ⅰ
 

Ｍ
 

ｃ
 

e
 

ｊ
 

1
-4
 

地
域
介
護
予
防
事
業
（
地
域
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
）
 

市
（
現
行
通
り
）
 

B
 

F
 

M
 

ｂ
 

ｃ
 

ｊ
 

1
-5
 

心
身
障
害
者
小
規
模
通
所
授
産
施
設
運
営
費
助
成
事
業
 

評
価
対
象
外
 

—
 

—
 

—
 

—
 

—
 

—
 

1
-6
 

指
定
疾
病
者
福
祉
手
当
支
給
事
業
 

再
検
討
・
見
送
り
 

A
 

F
 

N
 

ａ
 

ｂ
 

ｊ
 

1
-7
 

補
助
金
 
社
会
福
祉
協
議
会
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｆ
 

Ｎ
 

ｄ
 

ｉ
 

ｊ
 

1
-8
 

市
税
徴
収
事
務
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｋ
 

Ｌ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

1
-9
 

広
報
事
業
（
広
報
発
行
事
業
）
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｋ
 

Ｍ
 

ｄ
 

ｊ
 

－
 

1
-1
0
 
広
報
事
業
（
広
報
活
動
事
業
）
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｋ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

1
-1
1
 
駅
周
辺
自
転
車
対
策
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｈ
 

ｊ
 

1
-1
2
 
ご
み
減
量
運
動
啓
発
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｍ
 

ｉ
 

ｊ
 

－
 

1
-1
3
 
文
化
セ
ン
タ
ー
維
持
管
理
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｅ
 

Ｋ
 

Ｍ
 

ｉ
 

ｊ
 

ｋ
 

1
-1
4
 
桜
ま
つ
り
運
営
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｃ
 

Ｊ
 

Ｍ
 

ｉ
 

ｊ
 

ｄ
 

1
-1
5
 
小
規
模
事
業
者
指
導
事
業
 

再
検
討
・
見
送
り
 

Ｄ
 

Ｊ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｉ
 

ｊ
 

1
-1
6
 
補
助
金
 
農
業
生
産
団
体
育
成
事
業
費
 

再
検
討
・
見
送
り
 

Ａ
 

Ｊ
 

Ｎ
 

ｃ
 

ｉ
 

ｊ
 

1
-1
7
 
育
児
支
援
家
庭
訪
問
事
業
 

市
（
現
行
通
り
）
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｅ
 

－
 

－
 

1
-1
8
 
子
ど
も
家
庭
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
事
業
）
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ａ
 

ｂ
 

Ｊ
 

1
-1
9
 
市
立
保
育
所
管
理
運
営
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｅ
 

Ｆ
 

Ｌ
 

ｈ
 

ｊ
 

Ｋ
 

1
-2
0
 
郷
土
の
森
博
物
館
管
理
運
営
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｅ
 

Ｇ
 

Ｍ
 

ｉ
 

ｊ
 

ｋ
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事
業
 

番
号
 

事
業
名
 

点
検
結
果
 

事
業
内
容
別
区
分
 

指
摘
事
項
別
区
分
 

サ
ー
ビ
ス
内
容
 

種
類
 

実
施
方
法
 

2
-1
 

少
人
数
指
導
等
事
業
 

再
検
討
・
見
送
り
 

Ｂ
 

Ⅰ
 

Ｌ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｊ
 

2
-2
 

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業
 

再
検
討
・
見
送
り
 

Ｅ
 

Ⅰ
 

Ｌ
・
Ｍ
 

k
 

－
 

－
 

2
-3
 

障
害
者
自
立
移
動
支
援
事
業
（
心
身
障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
事
業
） 
市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｆ
 

Ｌ
 

ａ
 

ｃ
 

ｊ
 

2
-4
 

障
害
者
認
可
施
設
運
営
費
助
成
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｆ
 

Ｎ
 

ｂ
 

ｉ
 

ｊ
 

2
-5
 

低
所
得
者
利
用
者
負
担
対
策
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｆ
 

Ｌ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

2
-6
 

一
人
暮
し
高
齢
者
等
緊
急
通
報
安
全
シ
ス
テ
ム
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｈ
 

ｊ
 

ｋ
 

2
-7
 

健
康
診
査
事
業
（
一
般
健
康
診
査
事
業
）
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｍ
・
Ｎ
 

ｃ
 

ｈ
 

－
 

2
-8
 

乳
幼
児
・
妊
産
婦
健
康
診
査
事
業
（
妊
婦
健
康
診
査
事
業
）
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｂ
 

ｅ
 

ｉ
 

2
-9
 

私
道
整
備
事
業
 

再
検
討
・
見
送
り
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｌ
 

ｇ
 

ｈ
 

ｆ
 

2
-1
0
 

地
域
ま
ち
づ
く
り
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｍ
 

ｊ
 

－
 

－
 

2
-1
1
 

公
害
防
止
指
導
対
策
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

2
-1
2
 

補
助
金
 
樹
木
保
存
事
業
費
 

再
検
討
・
見
送
り
 

Ａ
 

Ｈ
 

Ｎ
 

ｃ
 

ｊ
 

ｆ
 

2
-1
3
 

防
災
資
材
等
整
備
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｌ
 

ｈ
 

ｊ
 

－
 

2
-1
4
 

補
助
金
 
は
つ
ら
つ
高
齢
者
就
業
機
会
創
出
支
援
事
業
費
 

再
検
討
・
見
送
り
 

Ａ
 

Ｊ
 

Ｎ
 

ｉ
 

ｊ
 

－
 

2
-1
5
 

自
主
活
動
奨
励
事
業
 

再
検
討
・
見
送
り
 

Ｃ
 

Ⅰ
 

Ｌ
 

ａ
 

ｅ
 

ｈ
 

2
-1
6
 

ふ
れ
あ
い
の
集
い
運
営
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｃ
 

Ｋ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｉ
 

ｊ
 

2
-1
7
 

地
区
図
書
館
運
営
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ｇ
 

Ｌ
 

ｊ
 

ｋ
 

－
 

2
-1
8
 

美
術
館
維
持
管
理
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｅ
 

Ｇ
 

Ｌ
 

ｉ
 

ｊ
 

ｋ
 

2
-1
9
 

学
習
事
業
運
営
事
業
 

再
検
討
・
見
送
り
 

Ｃ
 

Ｇ
 

Ｌ
・
Ｍ
 

ａ
 

ｊ
 

ｋ
 

2
-2
0
 

ス
ポ
ー
ツ
大
会
運
営
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｃ
 

Ｇ
 

Ｍ
 

ｊ
 

－
 

－
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【
平
成
２
４
年
度
】
 

 

事
業
 

番
号
 

事
業
名
 

点
検
結
果
 

事
業
内
容
別
区
分
 

指
摘
事
項
別
区
分
 

サ
ー
ビ
ス
内
容
 

種
類
 

実
施
方
法
 

1
-1
 

就
学
援
助
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ⅰ
 

Ｌ
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

1
-2
 

学
校
図
書
館
指
導
充
実
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ⅰ
 

Ｌ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

1
-3
 

庁
舎
等
維
持
管
理
事
業
（
庁
用
車
管
理
事
業
）
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ｅ
 

Ｋ
 

Ｌ
 

ｊ
 

－
 

－
 

1
-3
 

庁
舎
等
維
持
管
理
事
業
（
バ
ス
借
り
上
げ
事
業
）
 

不
要
 

Ｅ
 

Ｋ
 

Ｌ
 

ａ
 

ｊ
 

－
 

1
-4
 

補
助
金
 
市
民
保
養
施
設
利
用
助
成
事
業
費
 

不
要
 

Ａ
 

Ｊ
 

Ｎ
 

ａ
 

ｊ
 

－
 

1
-5
 

市
民
体
育
大
会
運
営
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｃ
 

Ｇ
 

Ｍ
 

ｉ
 

ｊ
 

－
 

1
-6
 

中
央
図
書
館
運
営
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ｇ
 

Ｌ
・
Ｍ
 

ｊ
 

－
 

－
 

1
-7
 

友
好
都
市
交
流
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｋ
 

Ｌ
・
Ｍ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

1
-8
 

中
小
企
業
補
助
事
業
（
中
小
企
業
事
業
資
金
融
資
利
子
補
助
）
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｊ
 

Ｎ
 

ｃ
 

ｄ
 

－
 

1
-8
 

中
小
企
業
補
助
事
業
（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
掛
金
補
助
）
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｊ
 

Ｎ
 

ｃ
 

ｄ
 

－
 

1
-9
 

補
助
金
 
先
天
性
代
謝
異
常
健
診
採
血
料
 

不
要
 

Ａ
 

Ｆ
 

Ｎ
 

ｄ
 

－
 

－
 

1
-1
0
 
学
童
ク
ラ
ブ
管
理
運
営
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｌ
 

ｅ
 

ｈ
 

ｋ
 

1
-1
1
 
景
観
形
成
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｍ
 

ｊ
 

－
 

－
 

1
-1
2
 
法
定
外
公
共
物
管
理
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｅ
 

Ｈ
 

Ｍ
 

ｉ
 

ｊ
 

－
 

1
-1
3
 
介
護
予
防
推
進
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 
Ｂ
・
C
・
E
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｊ
 

ｋ
 

－
 

1
-1
4
 
地
域
介
護
予
防
事
業
（
介
護
予
防
推
進
事
業
）
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｃ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｅ
 

ｊ
 

1
-1
5
 
有
料
ご
み
収
集
管
理
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｌ
・
Ｍ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

1
-1
6
 
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

1
-1
7
 
健
康
増
進
事
業
 

不
要
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｊ
 

1
-1
8
 
歯
科
検
診
事
業
（
歯
の
衛
生
週
間
健
診
費
）
 

不
要
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｊ
 

1
-1
9
 
障
害
者
自
立
移
動
支
援
事
業
（
心
身
障
害
者
自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
等
費

用
助
成
事
業
）
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｆ
 

Ｌ
 

ａ
 

ｃ
 

ｊ
 

1
-2
0
 
障
害
者
作
業
委
託
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
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事
業
 

番
号
 

事
業
名
 

点
検
結
果
 

事
業
内
容
別
区
分
 

指
摘
事
項
別
区
分
 

サ
ー
ビ
ス
内
容
 

種
類
 

実
施
方
法
 

2
-1
 

広
報
事
業
（
テ
レ
ビ
広
報
事
業
）
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ｄ
 

Ｋ
 

Ｍ
 

ｃ
 

－
 

－
 

2
-2
 

文
書
管
理
事
務
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｋ
 

Ｌ
・
Ｍ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

2
-3
 

奨
学
資
金
給
付
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ａ
 

Ⅰ
 

Ｌ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

2
-4
 

市
民
芸
術
文
化
祭
運
営
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ｃ
 

Ｇ
 

Ｍ
 

ｈ
 

ｊ
 

－
 

2
-5
 

補
助
金
 
公
会
堂
設
置
費
等
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｋ
 

Ｎ
 

ｊ
 

－
 

－
 

2
-6
 

女
性
活
動
推
進
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｃ
 

Ｋ
 

Ｌ
・
Ｍ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

2
-7
 

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｅ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｅ
 

ｊ
 

ｋ
 

2
-8
 

ひ
と
り
親
家
庭
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｅ
 

ｊ
 

2
-9
 

商
店
街
補
助
事
業
（
補
助
金
 
商
店
街
共
同
施
設
電
気
料
）
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｊ
 

Ｎ
 

ｃ
 

ｈ
 

ｊ
 

2
-1
0
 
観
光
振
興
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ｄ
 

Ｊ
 

Ｍ
 

ｊ
 

－
 

－
 

2
-1
1
 
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
支
援
事
業
（
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
運

営
費
補
助
金
）
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ａ
 

Ｆ
 

Ｎ
 

ｂ
 

ｄ
 

ｊ
 

2
-1
2
 
老
人
ク
ラ
ブ
補
助
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ａ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ａ
 

ｃ
 

ｊ
 

2
-1
3
 
公
共
花
壇
運
営
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｅ
 

Ｈ
 

Ｍ
 

ｄ
 

ｊ
 

－
 

2
-1
4
 
耐
震
改
修
等
補
助
事
業
 

市
（
現
行
通
り
）
 

Ａ
 

Ｈ
 

Ｎ
 

ｅ
 

ｊ
 

－
 

2
-1
5
 
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｅ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｋ
 

2
-1
6
 
心
身
障
害
者
住
宅
費
助
成
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｆ
 

Ｌ
 

ｂ
 

ｃ
 

－
 

2
-1
7
 
防
災
思
想
普
及
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｌ
・
Ｍ
 

ｊ
 

－
 

－
 

2
-1
8
 
ま
ち
の
環
境
美
化
推
進
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｍ
 

ｈ
 

ｊ
 

－
 

2
-1
9
 
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

2
-2
0
 
入
浴
券
支
給
事
業
 

市
（
現
行
通
り
）
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｌ
 

ａ
 

ｂ
 

ｊ
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【
平
成
２
５
年
度
】
 

 

事
業
 

番
号
 

事
業
名
 

点
検
結
果
 

事
業
内
容
別
区
分
 

指
摘
事
項
別
区
分
 

サ
ー
ビ
ス
内
容
 

種
類
 

実
施
方
法
 

1
-1
 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｋ
 

Ｍ
 

ｂ
 

ｊ
 

－
 

1
-2
 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
総
合
支
援
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

1
-3
 

地
域
ま
つ
り
運
営
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ｃ
 

Ｋ
 

Ｌ
 

ｊ
 

－
 

－
 

1
-4
 

自
治
振
興
助
成
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｋ
 

Ｍ
 

ｊ
 

－
 

－
 

1
-5
 

視
聴
覚
整
備
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ｄ
 

Ⅰ
 

Ｌ
 

ｃ
 

ｄ
 

－
 

1
-6
 

学
校
教
育
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ｄ
 

Ⅰ
 

Ｌ
・
Ｍ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

1
-7
 

市
立
幼
稚
園
維
持
管
理
・
整
備
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ｅ
 

Ⅰ
 

Ｍ
 

ｄ
 

ｋ
 

－
 

1
-8
 

海
外
帰
国
児
童
・
生
徒
等
指
導
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ⅰ
 

Ｌ
 

ｃ
 

ｅ
 

ｊ
 

1
-9
 

部
活
動
指
導
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ⅰ
 

Ｌ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

1
-1
0
 
市
民
相
談
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ｋ
 

Ｌ
 

ｆ
 

ｊ
 

－
 

1
-1
1
 
職
員
研
修
事
務
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｋ
 

Ｌ
・
Ｍ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

1
-1
2
 
地
域
体
育
館
ス
ポ
ー
ツ
活
動
運
営
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ｃ
 

Ｇ
 

Ｌ
・
Ｍ
 

ｈ
 

ｊ
 

－
 

1
-1
3
 
文
化
財
保
護
振
興
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｇ
 

Ｌ
 

ｊ
 

－
 

－
 

1
-1
4
 
青
少
年
健
全
育
成
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｃ
・
Ｄ
 

Ⅰ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

1
-1
5
 
市
街
地
整
備
計
画
作
成
事
業
 

市
（
現
行
通
り
）
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｍ
 

ｊ
 

－
 

－
 

1
-1
6
 
市
民
住
宅
運
営
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ａ
 

Ｊ
 

Ｌ
 

ｄ
 

ｇ
 

ｊ
 

1
-1
7
 
境
界
確
定
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｍ
・
Ｌ
 

ｃ
 

ｇ
 

－
 

1
-1
8
 
補
助
金
 
観
光
振
興
費
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｊ
 

Ｎ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｊ
 

1
-1
9
 
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
事
業
（
リ
サ
イ
ク
ル
用
品
活
用
事
業
）
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｍ
 

ｉ
 

ｊ
 

ｋ
 

※
 

外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
 

対
象
外
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
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事
業
 

番
号
 

事
業
名
 

点
検
結
果
 

事
業
内
容
別
区
分
 

指
摘
事
項
別
区
分
 

事
業
内
容
 

種
類
 

実
施
方
法
 

2
-1
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｋ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｉ
 

－
 

2
-2
 

消
防
団
活
動
支
援
事
業
（
交
付
金
 
消
防
団
）
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｎ
 

ｃ
 

－
 

－
 

2
-3
 

障
害
者
就
労
支
援
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｊ
 

ｋ
 

－
 

2
-4
 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｆ
 

Ｌ
 

ａ
 

ｂ
 

ｈ
 

2
-5
 

休
日
・
夜
間
診
療
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｊ
 

2
-6
 

補
装
具
等
給
付
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｆ
 

Ｌ
 

ａ
 

ｃ
 

ｈ
 

2
-7
 

身
体
障
害
者
等
機
能
回
復
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ａ
 

Ｆ
 

Ｌ
 

ｂ
 

ｄ
 

－
 

2
-8
 

こ
と
ぶ
き
理
美
容
事
業
 

不
要
 

Ａ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｃ
 

ｄ
 

－
 

2
-9
 

生
活
支
援
ヘ
ル
パ
ー
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｊ
 

ｋ
 

－
 

2
-1
0
 

在
宅
ね
た
き
り
高
齢
者
介
護
者
慰
労
金
支
給
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｆ
 

Ｌ
 

ａ
 

ｃ
 

ｇ
 

2
-1
1
 

プ
ー
ル
管
理
運
営
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
・
Ｅ
 

Ｇ
 

Ｍ
・
Ｌ
 

ｅ
 

ｉ
 

ｊ
 

2
-1
2
 

埋
蔵
文
化
財
保
存
活
用
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｄ
 

Ｇ
 

Ｍ
 

ｊ
 

－
 

－
 

2
-1
3
 

所
蔵
品
展
示
管
理
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｃ
 

Ｇ
 

Ｍ
 

ｉ
 

ｊ
 

ｋ
 

2
-1
4
 

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｂ
 

Ｆ
 

Ｍ
 

ｊ
 

ｋ
 

－
 

2
-1
5
 

公
園
緑
地
等
維
持
管
理
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ｅ
 

Ｈ
 

Ｍ
・
Ｌ
 

ｊ
 

－
 

－
 

2
-1
6
 

狭
あ
い
道
路
解
消
事
業
（
補
助
金
 
狭
あ
い
道
路
整
備
費
）
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ａ
・
Ｅ
 

Ｈ
 

Ｍ
・
Ｎ
 

ａ
 

ｂ
 

ｇ
 

2
-1
7
 

補
助
金
 
商
工
業
振
興
事
業
費
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ａ
 

Ⅰ
 

Ｎ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

2
-1
8
 

集
団
回
収
推
進
事
業
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ｄ
 

Ｈ
 

Ｌ
 

ａ
 

ｆ
 

ｊ
 

2
-1
9
 

補
助
金
 
勤
労
者
福
祉
振
興
公
社
運
営
費
 

抜
本
的
見
直
し
 

Ａ
 

Ｊ
 

Ｎ
 

ｃ
 

ｊ
 

－
 

2
-2
0
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
運
行
補
助
事
業
 

市
（
要
改
善
）
 

Ａ
 

Ｈ
 

Ｎ
 

ｂ
 

ｈ
 

ｊ
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■
サ
ー
ビ
ス
内
容
別
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         

分
類
番
号
 

区
分
名
称
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

ｆ
 

ｇ
 

ｈ
 

ｉ
 

ｊ
 

ｋ
 

現
金
給
付
、
無

償
・
低
額
提
供
 

独
自
事
業
 

効
果
把
握
 

目
的
と
の
ミ

ス
マ
ッ
チ
 

類
似
事
業
 

他
市
と
比

べ
て
過
剰
 

終
期
の
設
定
 
受
益
者
負
担
 
歳
入
確
保
、

自
立
化
 

実
施
方
法
・
手

段
 

民
間
活
力
の

導
入
 

Ａ
 

給
付
事
業
 

9
 

8
 

1
9
 

1
0
 

2
 

1
 

2
 

5
 

4
 

2
0
 

0
 

Ａ
/
Ｅ
 

給
付
事
業
/
施
設
維
持
管
理
・
整
備

事
業
 

1
 

1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

Ｂ
 

役
務
等
の
提
供
事
業
 

2
 

7
 

1
3
 

1
 

7
 

1
 

0
 

3
 

1
 

2
1
 

6
 

Ｂ
/
Ｃ
/
Ｅ
 
役
務
等
の
提
供
事
業
/
イ
ベ
ン
ト
事

業
/
施
設
維
持
管
理
・
整
備
事
業
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

1
 

Ｂ
/
Ｅ
 

役
務
等
の
提
供
事
業
/
施
設
維
持
管

理
・
整
備
事
業
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
 

0
 

0
 

1
 

1
 

0
 

Ｃ
 

イ
ベ
ン
ト
事
業
 

2
 

0
 

3
 

1
 

2
 

0
 

0
 

3
 

4
 

1
1
 

2
 

Ｃ
/
Ｄ
 

イ
ベ
ン
ト
事
業
/
そ
の
他
管
理
事
務

等
事
業
 

0
 

0
 

1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
 

Ｄ
 

そ
の
他
管
理
事
務
等
事
業
 

1
 

1
 

1
8
 

2
 

0
 

1
 

2
 

4
 

4
 

2
9
 

1
 

Ｅ
 

施
設
維
持
管
理
・
整
備
事
業
 

1
 

1
 

1
 

2
 

1
 

0
 

0
 

1
 

4
 

1
0
 

8
 

合
 
 
計
 

1
6
 

1
8
 

5
5
 

1
6
 

1
3
 

３
 

5
 

1
6
 

1
8
 

9
４
 

1
8
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■
種
類
別
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ■
実
施
方
法
別
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

分
類
番
号
 

区
分
名
称
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

ｆ
 

ｇ
 

ｈ
 

ｉ
 

ｊ
 

ｋ
 

現
金
給
付
、
無

償
・
低
額
提
供
 

独
自
事
業
 

効
果
把
握
 

目
的
と
の
ミ

ス
マ
ッ
チ
 

類
似
事
業
 

他
市
と
比

べ
て
過
剰
 

終
期
の
設
定
 
受
益
者
負
担
 
歳
入
確
保
、
自

立
化
 

実
施
方
法
・
手

段
 

民
間
活
力
の

導
入
 

Ｆ
 

福
祉
・
健
康
事
業
 

9
 

1
7
 

2
9
 

1
0
 

9
 

0
 

0
 

6
 

4
 

1
8
 

8
 

Ｇ
 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
事
業
 

1
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
 

0
 

2
 

6
 

1
9
 

2
 

Ｈ
 

環
境
・
ま
ち
づ
く
り
事
業
 

2
 

3
 

7
 

1
 

1
 

2
 

3
 

8
 

2
 

2
7
 

1
 

Ⅰ
 

教
育
事
業
 

2
 

3
 

1
3
 

5
 

8
 

2
 

0
 

0
 

0
 

1
0
 

3
 

Ｊ
 

産
業
振
興
事
業
 

1
 

0
 

7
 

7
 

0
 

0
 

2
 

2
 

6
 

9
 

0
 

Ｋ
 

そ
の
他
管
理
事
務
等
事
業
 

1
 

1
 

9
 

1
 

0
 

1
 

0
 

0
 

5
 

2
6
 

0
 

合
 
 
計
 

1
6
 

2
4
 

6
5
 

2
4
 

1
9
 

5
 

5
 

1
8
 

2
3
 

1
0
9
 

1
4
 

分
類
番
号
 

区
分
名
称
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

ｆ
 

ｇ
 

ｈ
 

ｉ
 

ｊ
 

ｋ
 

現
金
給
付
、
無

償
・
低
額
提
供
 

独
自
事
業
 

効
果
把
握
 

目
的
と
の
ミ

ス
マ
ッ
チ
 

類
似
事
業
 

他
市
と
比

べ
て
過
剰
 

終
期
の
設
定
 
受
益
者
負
担
 
歳
入
確
保
、
自

立
化
 

実
施
方
法
・
手

段
 

民
間
活
力
の

導
入
 

Ｌ
 

市
直
営
・
市
直
接
 

1
0
 

6
 

1
6
 

3
 

4
 

3
 

3
 

8
 

1
 

2
3
 

4
 

Ｌ
/
Ｍ
 

市
直
営
・
市
直
接
，
委
託
 

1
 

0
 

7
 

0
 

1
 

0
 

1
 

1
 

1
 

1
2
 

2
 

Ｍ
 

委
託
 

2
 

7
 

2
2
 

6
 

6
 

0
 

0
 

4
 

1
2
 

4
5
 

1
2
 

Ｍ
/
Ｎ
 

委
託
，
補
助
金
・
交
付
金
・
負
担
金
 

1
 

1
 

1
 

0
 

0
 

0
 

1
 

1
 

0
 

0
 

0
 

Ｎ
 

補
助
金
・
交
付
金
・
負
担
金
 

2
 

4
 

9
 

7
 

2
 

0
 

0
 

2
 

4
 

1
4
 

0
 

合
 
 
計
 

1
6
 

1
8
 

5
5
 

1
6
 

1
3
 

3
 

5
 

1
6
 

1
8
 

9
4
 

1
8
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■
指
摘
事
項
別
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

分
類
番
号
 

区
分
名
称
 

Ａ
 

Ａ
・
Ｅ
 

Ｂ
 

Ｂ
・
C
・
E
 

Ｂ
・
Ｅ
 

Ｃ
 

Ｃ
・
Ｄ
 

Ｄ
 

Ｅ
 

Ｆ
 

給
付
事
業
 

給
付
事
業
/
施

設
維
持
管

理
・
整
備
事
業
 

役
務
等
の

提
供
事
業
 

役
務
等
の
提
供

事
業
/イ
ベ
ン
ト

事
業
/施
設
維
持

管
理
・
整
備
事
業
 

役
務
等
の
提

供
事
業
/
施
設

維
持
管
理
・
整

備
事
業
 

イ
ベ
ン
ト

事
業
 

イ
ベ
ン
ト
事
業
/

そ
の
他
管
理
事

務
等
事
業
 

そ
の
他
管
理

事
務
等
事
業
 

施
設
維
持
管

理
・
整
備
事
業
 

福
祉
・
健
康

事
業
 

ａ
 

現
金
給
付
、
無
償
・
低
額
提
供
 

9
 

1
 

2
 

0
 

0
 

2
 

0
 

1
 

1
 

9
 

ｂ
 

独
自
事
業
 

8
 

1
 

7
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

1
 

1
3
 

ｃ
 

効
果
把
握
 

1
9
 

0
 

1
3
 

0
 

0
 

3
 

1
 

1
8
 

1
 

1
9
 

ｄ
 

目
的
と
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
 

1
0
 

0
 

1
 

0
 

0
 

1
 

0
 

2
 

2
 

6
 

ｅ
 

類
似
事
業
 

2
 

0
 

7
 

0
 

1
 

2
 

0
 

0
 

1
 

6
 

ｆ
 

他
市
と
比
べ
て
過
剰
 

1
 

0
 

1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
 

0
 

0
 

ｇ
 

終
期
の
設
定
 

2
 

1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
 

0
 

1
 

ｈ
 

受
益
者
負
担
 

5
 

0
 

3
 

0
 

0
 

3
 

0
 

4
 

1
 

6
 

ｉ
 

歳
入
確
保
、
自
立
化
 

4
 

0
 

1
 

0
 

1
 

4
 

0
 

4
 

4
 

3
 

ｊ
 

実
施
方
法
・
手
段
 

2
0
 

0
 

2
1
 

1
 

1
 

1
1
 

1
 

2
9
 

1
0
 

2
6
 

ｋ
 

民
間
活
力
の
導
入
 

0
 

0
 

6
 

1
 

0
 

2
 

0
 

1
 

8
 

9
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分
類
番
号
 

区
分
名
称
 

Ｇ
 

Ｈ
 

Ⅰ
 

Ｊ
 

Ｋ
 

Ｌ
 

Ｌ
・
Ｍ
 

M
 

Ｍ
・
Ｎ
 

N
 

合
計
 

文
化
・
ス

ポ
ー
ツ
事

業
 

環
境
・
ま

ち
づ
く
り

事
業
 

教
育
事
業
 
産
業
振
興

事
業
 

そ
の
他
管
理

事
務
等
事
業
 

市
直
営
・

市
直
接
 

市
直
営
・
市

直
接
/
委
託
 

委
託
 

委
託
/補
助

金
・
交
付
金
・

負
担
金
 

補
助
金
・
交

付
金
・
負
担

金
 

ａ
 

現
金
給
付
、
無
償
・
低
額
提
供
 

1
 

2
 

2
 

1
 

1
 

1
0
 

1
 

2
 

1
 

2
 

4
8
 

ｂ
 

独
自
事
業
 

0
 

2
 

2
 

0
 

1
 

6
 

0
 

7
 

1
 

4
 

6
0
 

ｃ
 

効
果
把
握
 

0
 

7
 

1
3
 

7
 

9
 

1
6
 

7
 

2
2
 

1
 

9
 

1
75
 

ｄ
 

目
的
と
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
 

0
 

1
 

3
 

5
 

1
 

3
 

0
 

6
 

0
 

7
 

5
6
 

ｅ
 

類
似
事
業
 

1
 

1
 

5
 

0
 

0
 

4
 

1
 

6
 

0
 

2
 

4
5
 

ｆ
 

他
市
と
比
べ
て
過
剰
 

0
 

1
 

1
 

0
 

1
 

3
 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
1
 

ｇ
 

終
期
の
設
定
 

0
 

3
 

0
 

1
 

0
 

3
 

1
 

0
 

1
 

0
 

1
5
 

ｈ
 

受
益
者
負
担
 

2
 

5
 

2
 

1
 

0
 

8
 

1
 

4
 

1
 

2
 

5
0
 

ｉ
 

歳
入
確
保
、
自
立
化
 

5
 

3
 

0
 

4
 

3
 

1
 

1
 

1
2
 

0
 

4
 

5
9
 

ｊ
 

実
施
方
法
・
手
段
 

1
3
 

2
0
 

9
 

1
0
 

1
6
 

2
3
 

1
2
 

4
5
 

0
 

1
4
 

2
97
 

ｋ
 

民
間
活
力
の
導
入
 

5
 

1
 

2
 

0
 

1
 

4
 

2
 

1
2
 

0
 

0
 

5
0
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■
評
価
別
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

▽
不
要
 

年
度
 

事
業
 

番
号
 

事
業
名
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

ｆ
 

ｇ
 

ｈ
 

ｉ
 

ｊ
 

ｋ
 

現
金
給
付
、
無

償
・
低
額
提
供
 
独
自
事
業
 

効
果
把
握
 

目
的
と
の
ミ
ス

マ
ッ
チ
 

類
似
事
業
 
他
市
と
比
べ

て
過
剰
 

終
期
の
 

設
定
 

受
益
者
 

負
担
 

歳
入
確
保
、
 

自
立
化
 

実
施
方
法
 

・
手
段
 

民
間
活
力

の
導
入
 

2
4
 

1
-3
 
庁
舎
等
維
持
管
理
事
業
（
バ
ス
借
り
上
げ
事
業
）
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 

2
4
 

1
-4
 
補
助
金
 
市
民
保
養
施
設
利
用
助
成
事
業
費
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 

2
4
 

1
-9
 
補
助
金
 
先
天
性
代
謝
異
常
健
診
採
血
料
 

 
 

 
○
 

 
 

 
 

 
 

 

2
4
 
1
-1
7
 
健
康
増
進
事
業
 

 
○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 

2
4
 
1
-1
8
 
歯
科
検
診
事
業
（
歯
の
衛
生
週
間
健
診
費
）
 

 
○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 

２
５
 
2
-8
 
こ
と
ぶ
き
理
美
容
事
業
 

 
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 

合
 
 
計
 

２
 

２
 

３
 

２
 

０
 

０
 

０
 

０
 

０
 

４
 

０
 

 ▽
抜
本
的
見
直
し
（
再
検
討
・
見
送
り
）
 

年
度
 

事
業
 

番
号
 

事
業
名
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

ｆ
 

ｇ
 

ｈ
 

ｉ
 

ｊ
 

ｋ
 

現
金
給
付
、
無

償
・
低
額
提
供
 
独
自
事
業
 

効
果
把
握
 

目
的
と
の
ミ
ス

マ
ッ
チ
 

類
似
事
業
 
他
市
と
比
べ

て
過
剰
 

終
期
の
 

設
定
 

受
益
者
 

負
担
 

歳
入
確
保
、

自
立
化
 

実
施
方
法
 

・
手
段
 

民
間
活
力

の
導
入
 

2
3
 

1
-6
 
指
定
疾
病
者
福
祉
手
当
支
給
事
業
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
○
 

 

2
3
 
1
-1
5
 
小
規
模
事
業
者
指
導
事
業
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
○
 

○
 

 

2
3
 
1
-1
6
 
補
助
金
 
農
業
生
産
団
体
育
成
事
業
費
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
○
 

○
 

 

2
3
 

2
-1
 
少
人
数
指
導
等
事
業
 

 
○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 

2
3
 

2
-2
 
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

2
3
 

2
-9
 
私
道
整
備
事
業
 

 
 

 
 

 
 

○
 

○
 

 
○
 

 

2
3
 
2
-1
2
 
補
助
金
 
樹
木
保
存
事
業
費
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 

2
3
 
2
-1
4
 
補
助
金
 
は
つ
ら
つ
高
齢
者
就
業
機
会
創
出
支
援
事
業
費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

○
 

 

2
3
 
2
-1
5
 
自
主
活
動
奨
励
事
業
 

○
 

 
 

 
○
 

 
 

○
 

 
 

 

2
3
 
2
-1
9
 
学
習
事
業
運
営
事
業
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

○
 

2
4
 

1
-3
 
庁
舎
等
維
持
管
理
事
業
（
庁
用
車
管
理
事
業
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○
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年
度
 

事
業
 

番
号
 

事
業
名
 

ａ
 

ｂ
 

ｃ
 

ｄ
 

ｅ
 

ｆ
 

ｇ
 

ｈ
 

ｉ
 

ｊ
 

ｋ
 

現
金
給
付
、
無

償
・
低
額
提
供
 
独
自
事
業
 

効
果
把
握
 

目
的
と
の
ミ
ス

マ
ッ
チ
 

類
似
事
業
 
他
市
と
比
べ

て
過
剰
 

終
期
の
 

設
定
 

受
益
者
 

負
担
  

歳
入
確
保
、
自

立
化
へ
転
換
 

実
施
方
法
 

・
手
段
 

民
間
活
力

の
導
入
 

2
4
 
1
-1
3
 
介
護
予
防
推
進
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○
 

○
 

2
4
 

2
-1
 
広
報
事
業
（
テ
レ
ビ
広
報
事
業
）
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
4
 

2
-3
 
奨
学
資
金
給
付
事
業
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 

2
4
 

2
-4
 
市
民
芸
術
文
化
祭
運
営
事
業
 

 
 

 
 

 
 

 
○
 

 
○
 

 

2
4
 
2
-1
0
 
観
光
振
興
事
業
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○
 

 

2
4
 
2
-1
1
 
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
支
援
事
業
（
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
運
営
費
補
助
金
）
 

 
○
 

 
○
 

 
 

 
 

 
○
 

 

2
4
 
2
-1
2
 
老
人
ク
ラ
ブ
補
助
事
業
 

○
 

 
○
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 

2
4
 
2
-1
8
 
ま
ち
の
環
境
美
化
推
進
事
業
 

 
 

 
 

 
 

 
○
 

 
○
 

 

2
4
 
2
-1
9
 
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
事
業
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 

２
５
 
1
-3
 
地
域
ま
つ
り
運
営
事
業
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○
 

 

２
５
 
1
-5
 
視
聴
覚
整
備
事
業
 

 
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 

２
５
 
1
-6
 
学
校
教
育
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 

２
５
 
1
-7
 
市
立
幼
稚
園
維
持
管
理
・
整
備
事
業
 

 
 

 
○
 

 
 

 
 

 
 

○
 

２
５
 
1
-1
2
 
地
域
体
育
館
ス
ポ
ー
ツ
活
動
運
営
事
業
 

 
 

 
 

 
 

 
○
 

 
○
 

 

２
５
 
1
-1
6
 
市
民
住
宅
運
営
事
業
 

 
 

 
○
 

 
 

○
 

 
 

○
 

 

２
５
 
1
-1
9
 
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
事
業
（
リ
サ
イ
ク
ル
用
品
活
用
事
業
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

○
 

○
 

２
５
 
2
-2
 
消
防
団
活
動
支
援
事
業
（
交
付
金
 
消
防
団
）
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
５
 
2
-7
 

身
体
障
害
者
等
機
能
回
復
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
事
業
 

 
○
 

 
○
 

 
 

 
 

 
 

 

２
５
 
2
-1
6
 
狭
あ
い
道
路
解
消
事
業
（
補
助
金
 
狭
あ
い
道
路
整
備
費
）

○
 

○
 

 
 

 
 

○
 

 
 

 
 

２
５
 
2
-1
7
 
補
助
金
 
商
工
業
振
興
事
業
費
 

 
 

○
 

○
 

○
 

 
 

 
 

 
 

２
５
 
2
-1
8
 
集
団
回
収
推
進
事
業
 

○
 

 
 

 
 

○
 

 
 

 
○
 

 

２
５
 
2
-1
9
 
補
助
金
 
勤
労
者
福
祉
振
興
公
社
運
営
費
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

○
 

 

合
 
 
計
 

６
 

５
 

１
３
 

６
 

２
 

１
 

３
 

５
 

４
 

２
４
 

５
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事事 事
務務 務
事事 事
業業 業
点点 点
検検 検
帳帳 帳
票票 票
類類 類
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
参参 参
考考 考
資資 資
料料 料
   
５５ ５
   

 
 ▽
事
業
シ
ー
ト

 

目
的
お
よ
び
成
果
目
標
に
照
ら
し
て
、
事
業

が
成
果
を
上
げ
て
い
る
か
、
上
が
っ
て
い
な
け

れ
ば
、
現
在
の
検
討
状
況
や
抱
え
て
い
る
課

題
を
示
す
。

目
的
を
踏
ま
え
、
ど
の
よ
う
な
成
果

（
ゴ
ー
ル
）
を
目
指
す
の
か
を
出
来

る
限
り
定
量
的
に
。

事
業
に
よ
る
活
動
実

績
を
定
量
的
に
。

設
定
し
た
成
果
目
標
に

対
す
る
実
績
。

他
市
町
村
の
類
似
事
業
の
取
組
み
状
況

（
違
い
が
あ
れ
ば
、
そ
の
違
い
も
示
す
）

目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
具
体
的
に

何
を
し
て
い
る
の
か
。

な
ぜ
、
こ
の
事
業
が
必
要
な
の
か
。

事
業
に
か
か
る
コ
ス
ト
の
全
体
像
（
内
訳

は
何
に
い
く
ら
使
っ
て
い
る
の
か
）
が
誰

に
で
も
わ
か
る
よ
う
に
。

目
的

（
何
の
た
め
に

や
っ
て
い
る
の
か
）

主
た
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
誰
で
、

ど
の
く
ら
い
い
る
の
か
？

過
去
の
経
緯
等
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▽施設シート（平成２５年度のみ使用） 
施設シート 平成25年度

番号 名称 □単独館 □複合館 所管課

所在地 作成責任者

根拠条例等 財産区分 □行政　□普通

土
地
情
報

所有面積 ㎡

建
物
情
報

所有区分

借地面積 ㎡ 建設・取得

□自己所有　□借用 借用元 借用金額 千円/年

年　月（建設・取得） 建設・取得額 千円 取得経緯 　

総面積 ㎡ 補助金有無 □有　　　□無 地方債残高 □有（残高　円）償還（　年/　年）　　□無

地目 階数 改
修
等

□耐震　□大規模改修　□バリアフリー化　□省エネ対応

借地元 構造 改修時期・
内容・金額借地料 千円/年 IS値

基
本
情
報

設置目的
主な利用者
（複数選択
可）

□官公庁利用　□主催事業

□登録団体（団体数：　　　）

□市内一般企業、団体　□市外一般企業、団体

□市民　□市外住民　□その他（　　　）

利用の制限

管理体制

□直接管理　□業務委託　□指定管理　□住民等の自主管理 （委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　）

（委託内容・金額・事業者選定方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

各部屋の名称
と主な実施事

業

名称 実施
事業

名称 実施
事業床面積 ㎡ 部屋数 床面積 ㎡ 部屋数

名称 実施
事業

名称

部屋数

実施
事業床面積 ㎡ 部屋数 床面積 ㎡

名称 実施
事業

名称

部屋数

実施
事業床面積 ㎡ 部屋数 床面積 ㎡

ハード（施設維持管理）
・ソフト（実施事業）

にかかる人員

正規職員 嘱託職員等 委託業者 指定管理者

人

ソフト

住民等の自
主管理

その他 合計

ハード 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人

合計 人 人 人 人 人 人 人  

維
持
管
理
費

総支出
財源内訳

収入 一般財源

25年度（予算） 千円

収
入
合
計

千円
使
用
料
・
手
数
料

千円

国
県
補
助
金

千円 そ
の
他
（

　
　
　
）

千円

一
般
財
源

千円

千円

24年度（決算見込） 千円 千円 千円 千円 千円

23年度（決算） 千円 千円 千円 千円 千円 千円

22年度（決算） 千円 千円 千円 千円 千円 千円

支出内訳
（平成24年度分）

人件費：　　　千円
委託料：　　　千円
光熱水費：　　千円
修繕料：　　　千円
（修繕内容：　　　　）

指定管理料のうち管理委託分：　　　千円
減価償却費：　　　　　　　　　　　千円
地方債の元利償還：　　　　　　　　千円
その他（　　　　　　　）　　　　　千円

利
用
状
況

各
部
屋
別
稼
働
率

名称 平日

％ 夜間

夜間

％ 土日祝 ％

各
部
屋
別
稼
働
率

名称

合計 ％ 午前

平日 人 土日祝 人

午前 ％ 午後 ％ 夜間 ％ 人 午後 人 夜間 人 合計 人

名称 平日 ％ 土日祝 ％ 名称 平日 人 土日祝 人

午前 ％ 午後 ％ 合計 ％ 午前 人 午後 人 夜間 人 合計 人

名称 平日 ％ 土日祝 ％ 名称 平日 件 土日祝 件

午前 ％ 午後 ％ ％ 合計 ％ 午前 件 午後 件 夜間 件 合計 件

名称 平日 ％ 土日祝 ％ 名称 平日 件 土日祝 件

午前 ％ 午後 ％ 夜間 ％ 合計 夜間 件 合計％ 午前 件 午後

自己評価・
特記事項等

件

開館日数 日/年 開館時間 休館日

件

 
 

 施設のスペック（広さや機能）  
 建設コストや管理体制  
 施設で実施している事業  
 利用状況  
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▽
評
価
シ
ー
ト

 
事
業
名

評
価
者
氏
名

国
・
都
・
広

域
が
実
施

(3
)

国
・
都
・
広
域

ア
　
規
模
が
全
国
的

イ
　
全
国
一
律
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
べ
き

ウ
　
規
模
が
都
域
的

エ
　
都
下
一
律
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
べ
き

オ
　
規
模
が
広
域
的

カ
　
広
域
で
の
一
律
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
べ
き

キ
　
影
響
が
広
範
囲

ク
　
そ
の
他

事
業
内
容

見
直
し

(4
)

府
中
市

（
要
改
善
）

ア
　
事
業
の
手
法
、
内
容
に
改
善
の
余
地
あ
り

イ
　
民
間
委
託
の
実
施
・
拡
大
を
す
べ
き

ウ
　
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
べ
き

エ
　
入
札
等
に
お
け
る
競
争
性
を
強
化
す
べ
き

オ
　
自
主
財
源
確
保
（
受
益
者
負
担
等
）
を
す
べ
き

カ
　
そ
の
他

事
業
内
容

現
行
通
り

(５
)

府
中
市

（
現
行
通
り
）

ア
　
現
状
で
は
見
直
し
が
困
難

イ
　
大
幅
な
見
直
し
は
必
要
な
い

ウ
　
そ
の
他

特
記
事
項
（
選
択
の
理
由
、
改
善
内
容
、
そ
の
他
意
見
等
）

※
多
数
決
が
同
数
と
な
っ
た
場
合
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
に
よ
る
採
決
を
行
う
が
、
行
政
の
関
与
不
要
と
必
要
の
間
（
黒
い
太
線
の
上
下
）
で
票
が
同
数
に
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
下
に
あ
る
票
数
を
足
し
合
わ
せ
、
数
の
大
き
い
方
の
判
定
を
優
先
さ
せ
る
。

例
：
不
要
２
、
抜
本
的
見
直
し
１
、
要
改
善
２
　
⇒
　
不
要
と
要
改
善
が
同
数
だ
が
、
行
政
の
関
与
不
要
と
必
要
で
比
較
し
た
場
合
、
行
政
の
関
与
不
要
は
３
、
必
要
は
２
と
な
る
の
で
、
行
政
の
関
与
不
要
が
優
先
さ
れ
、
こ
の
場
合
「
不
要
」
が
優
先
さ
れ
る
。

（
2
）

抜
本
的
見
直
し

①
事
業
の
あ
り
方
を
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
見
直
し

②
廃
止
も
含
め
て
検
討

③
事
業
の
統
廃
合

④
今
の
ま
ま
な
ら
不
要

ア
　
不
要
と
同
様
の
理
由
で
あ
る
が
、
検
討
の
余
地
あ
り

イ
　
達
成
手
段
と
し
て
不
適
当

ウ
　
他
と
の
重
複

エ
　
そ
の
他

行
政
の
関
与

必
要

①
国
に
お
い
て
実
施
す
べ
き

②
都
に
お
い
て
実
施
す
べ
き

③
広
域
で
実
施
す
べ
き

市
が
実
施

【
縮
減
】

①
事
業
費
を
縮
減
し
、
か
つ
内
容
を
見
直
し

②
事
業
の
一
部
廃
止

【
維
持
】

③
事
業
費
は
現
行
通
り
で
事
業
内
容
を
見
直
し

【
縮
減
】

①
事
業
内
容
は
現
行
通
り
で
事
業
費
の
縮
減

【
維
持
】

②
事
業
内
容
、
事
業
費
と
も
に
現
行
通
り

【
拡
充
】

③
事
業
内
容
は
現
行
通
り
で
事
業
費
は
拡
充

事
業
番
号

現 在 の 事 業

評
価
結
果
と
主
た
る
理
由

行
政
の

関
与
不
要
、

抜
本
的
見
直
し

(1
)

不
要

①
事
業
の
廃
止

ア
　
手
段
が
目
的
化
し
て
い
る

イ
　
効
果
な
し
（
薄
い
）
・
逆
効
果

ウ
　
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
の
自
助
努
力
・
自
己
負
担

エ
　
行
政
の
役
割
終
了
、
民
間
実
施
　
（
税
投
入
の
必
要
な
し
）

オ
　
そ
の
他

行
政
の
関
与
必
要
か
？

誰
が
や
る
べ
き
か
？

手
法
は
適
正
か
？
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事事 事
務務 務
事事 事
業業 業
点点 点
検検 検
委委 委
員員 員
名名 名
簿簿 簿
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
参参 参
考考 考
資資 資
料料 料
   
６６ ６
   

 
 【
平
成
２
３
年
度
】
 

▽
実
施
日
 
平
成
２
３
年
７
月
３
０
日
（
土
）
・
３
１
日
（
日
）
 

▽
点
検
体
制
 

第 １ 会 場
 

担
 
当
 

氏
 
 
名
 

区
 
分
（
実
施
当
時
）
 

備
 
考
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
 

伊
藤

 
伸
 
構
想
日
本
政
策
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
 

内
閣
府
行
政
刷
新
会
議
事
務
局
参
事
官
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

平
 

将
明
 
衆
議
院
議
員
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

桑
田
龍
太
郎
 
内
閣
府
行
政
刷
新
会
議
事
務
局
参
事
官
 

構
想
日
本
派
遣
／
３
０
日
の
み
 

点
検
委
員
 

石
井

 
聡
 

逗
子
市
職
員
 

構
想
日
本
派
遣
／
３
０
日
の
み
 

点
検
委
員
 

中
村

嘉
宏
 
弁
護
士
 

構
想
日
本
派
遣
／
３
１
日
の
み
 

点
検
委
員
 

島
崎

圭
一
 
厚
木
市
職
員
 

構
想
日
本
派
遣
／
３
１
日
の
み
 

点
検
委
員
 

河
北

勇
輔
 
市
民
点
検
委
員
 

 

点
検
委
員
 

清
水

雅
英
 
市
民
点
検
委
員
 

 

 

第 ２ 会 場
 

担
 
当
 

氏
 
 
名
 

区
 
分
（
実
施
当
時
）
 

備
 
考
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
 

小
瀬
村
寿
美
子
 
厚
木
市
職
員
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

永
久

寿
夫
 
政
策
シ
ン
ク
タ
ン
ク
Ｐ
Ｈ
Ｐ
総
研
職
員
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

海
東

英
和
 
前
高
島
市
長
、
公
益
認
定
等
員
会
委
員
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

大
沢

元
一
 
財
務
省
職
員
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

押
元

朋
子
 
医
療
法
人
職
員
 

構
想
日
本
派
遣
／
３
１
日
の
み
 

点
検
委
員
 

伊
藤

敏
春
 
市
民
点
検
委
員
 

 

点
検
委
員
 

内
藤

治
 
市
民
点
検
委
員
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【
平
成
２
４
年
度
】
 

▽
実
施
日
 
平
成
２
４
年
７
月
２
８
日
（
土
）
・
２
９
日
（
日
）
 

▽
点
検
体
制
 

第 １ 会 場
 

担
 
当
 

氏
 
名
 

区
 
分
（
実
施
当
時
）
 

備
 
考
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
 

伊
藤

 
 
伸
 
構
想
日
本
政
策
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
 

内
閣
府
行
政
刷
新
会
議
事
務
局
参
事
官
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

小
村

雄
大
 
内
閣
府
行
政
刷
新
会
議
事
務
局
参
事
官
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

露
木

幹
也
 
小
田
原
市
職
員
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

明
石

光
子
 
市
民
点
検
委
員
 

 

点
検
委
員
 

甲
田

直
己
 
市
民
点
検
委
員
 

 

点
検
委
員
 

内
藤

 
治
 
市
民
点
検
委
員
 

 

 

第 ２ 会 場
 

担
 
当
 

氏
 
名
 

区
 
分
（
実
施
当
時
）
 

備
 
考
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
 

荒
井

英
明
 
厚
木
市
職
員
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

小
瀬
村
寿
美
子
 
厚
木
市
職
員
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

川
嶋

幸
夫
 
元
立
川
市
職
員
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

阿
部

欽
一
 
市
民
点
検
委
員
 

 

点
検
委
員
 

齋
藤

秀
雄
 
市
民
点
検
委
員
 

 

点
検
委
員
 

住
﨑

岩
衛
 
市
民
点
検
委
員
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【
平
成
２
５
年
度
】
 

▽
実
施
日
 
平
成
２
５
年
７
月
６
日
（
土
）
・
７
日
（
日
）
 

▽
点
検
体
制
 

第 １ 会 場
 

担
 
当
 

氏
 
名
 

区
 
分
（
実
施
当
時
）
 

備
 
考
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
 

伊
藤

 
 
伸
 
構
想
日
本
統
括
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

山
根

 
晃
 
足
立
区
職
員
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

明
石

光
子
 
市
民
点
検
委
員
 

 

点
検
委
員
 

阿
部

欽
一
 
市
民
点
検
委
員
 

 

点
検
委
員
 

甲
田

直
己
 
市
民
点
検
委
員
 

 

点
検
委
員
 

内
藤

 
治
 
市
民
点
検
委
員
 

 

 

第 ２ 会 場
 

担
 
当
 

氏
 
名
 

区
 
分
（
実
施
当
時
）
 

備
 
考
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
 

荒
井

英
明
 
厚
木
市
職
員
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

川
嶋

幸
夫
 
構
想
日
本
政
策
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
 

構
想
日
本
派
遣
 

点
検
委
員
 

河
北

勇
輔
 
市
民
点
検
委
員
 

 

点
検
委
員
 

清
水

雅
英
 
市
民
点
検
委
員
 

 

点
検
委
員
 

住
﨑

岩
衛
 
市
民
点
検
委
員
 

 

点
検
委
員
 

土
屋

治
人
 
市
民
点
検
委
員
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事事事務務務事事事業業業点点点検検検ににに対対対すすするるるアアアンンンケケケーーートトト結結結果果果等等等                              参参参考考考資資資料料料   ７７７      

 
■公募委員                                

＜事業シート、参考資料等＞ 

・委託先の業務内容が確認できない。 

・目的と成果が分かりやすい。 

・添付資料の質や量が事業ごとにばらつきがある。 

・資料の事前送付を早めにして欲しい。 

・事業の実施目的が不明確で、課題に対する認識不足から内容が不備と思われるも

のがあった。 

＜説明者＞ 

・論理的根拠が不足し、説得力に欠けているものが多かった。 

・問題意識の高低で差があった。例年どおり事業を実施しているために、事業内容

に疑問を持たない職員もいた。 

・質問に対する明快な答えがない。 

・委託の内訳がないまま税金を投入されていたことに、納税者の１人として納得で

きない。 

＜構想日本のコーディネーターや点検委員＞ 

・指摘事項が鋭い。事業の課題の核心を捉えていた。 

・他自治体の比較も交え、必要な事業か考えさせられた。 

・メンバーに他自治体の職員もいたが、その自治体で実施していないことに対する

府中市へのひがみとも取れる発言があり、公平性について疑問を感じた。 

＜今後も実施すべきか＞ 

・事業に取組む職員の意識が変われば、実施する必要はない。 

・事業のあり方について、職員との自由な意見交換の場としての活用できないか。 

・市税が的確に使われるために、継続されるべき。 

＜感想等＞ 

・点検結果に対する予算反映が成果として絶対条件である。 

・緊張感をもった予算編成を行う必要がある。 

・市民の意見を市政に反映させる機会となっている。 

・サービスの享受の有無で評価に対する市民の反応が異なることを改めて実感した。 

・行政の事業の実施・廃止の判断が、民間企業でのリスク管理とは、程遠い感覚に

ある。 

・財政状況が厳しくなっていることの全庁における危機感の共有が必要である。 

 

■構想日本                                  

＜市の取組姿勢等＞ 

・客観的な基準を設けて、3年間かけて取り組む 120事業を選定し、継続して仕

分けを行う方針を打ち出した。前向きな姿勢として評価できる。 

・市民に身近な福祉施策等、市民に直接影響ある事業も見直しを進めるという姿勢
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が見受けられた。 

・相対的には裕福な自治体であるがゆえに、税収や競艇場収入の減少に伴う財政的

な危機感を持つ職員が少なく、その意識が仕分けの意義の認識不足にもつながった

のではないか（指摘の意図がわからない、事業の全体像を把握していない、等）。 

・高い水準の行政サービスを実施していることに行政のプライドがあり、これまで

市民への説明責任という視点に欠けており、また市民も行政に依存していた面があ

るのではないか。 

＜事務事業点検での説明等＞ 

・対象事業が細分化されすぎて、事業の全体像が理解し難いものあった（施設管理

費、施設建築費、施設で行う事業費を一体で評価する必要性）。 

・総じて成果指標の設定が不明確、関連データや資料の準備が不足である。 

・活動指標と成果指標の整理が不明確であったり、実施背景が事業を開始した当初

の理由のみで、時代の変化やニーズ変化について記載がないものがあった。 

・複数事業が1枚の事業シートに記載され、具体的な数字が不明なものあり。議論

の深掘りができなくなる。 

＜評価方式等＞ 

・市民仕分け人の質問には適切なものが多く、事前によく勉強されていたのではな

いか。 

・専門的な議論・課題になった場合、公募委員からの発言が少なくなり活気が見ら

れなかった。客観的な議論や結論への説得力の点からも現在の方式で行う場合、各

班の点検委員の構想日本の人数として２人は必要である。 

・市民参画の手法として市民判定人方式の導入を検討していただきたい。 

＜広報＞ 

・人口 25万人の自治体で、２日通して 200名の傍聴者、しかも大部分が職員と

議員では少なすぎる。広報に課題があったと思われる。 

・日頃から行政の取り組みを丁寧に伝える場を設ける必要。ケーブル TVやイン

ターネット中継などを活用するなど工夫し、点検作業を通して、より広く市民に

府中市の財政事情等を知っていただくように努めていただきたい。 

 

■職員                                   

＜説明時間＞ 

・5分でどこまで事業内容が理解されたか疑問に思う。 

・事前に資料配付をしており、説明はあまり必要ない。 

・他自治体においても頻出のテーマであり、委員も状況を熟知しているため、短時

間の説明でも問題がないように思われた。ただし傍聴者向けにはもう少し補足説明

が必要とも考えられる。 

＜点検時間＞ 

・論点がずれてしまったことなどから、事業の問題点について点検委員との共通認

識を得るための時間がやや不足したと思う。 

・資料を事前に渡しており、時間は足りている。 
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＜コーディネーター＞ 

・委員の意見をうまく捌くことができず、点検の流れをコントロールできていな

かった。 

・構想日本の委員に意見を多く求め、公募委員に発言を振り向けていなかった。 

・コーディネーターに徹しているとは思えなかったが、バランスとしてはよかった

のではないかと思う。 

＜構想日本点検委員＞ 

・市独自事業については、見直しありきで話が進んでおり、市の独自性や特色を説

明し、委員に理解してもらう機会が少ない。 

・否定的な発言ばかりでなく、一緒に考え、執行計画の提案もあるなど協力的な面

もあった。 

・事業の実態を把握していないコメントがあった。 

・最初から「民間は厳しく効率的だが、府中市は裕福、役人は経営をまるで分かっ

ていない」という態度で、議論が生産的ではなかったと感じた。 

＜市民点検委員＞ 

・市の事業の理解に努めており、比較的公平に話を聞いてくれた。 

・市民の立場から、実情を知った上で質問であったことから、話の展開としては良

かったと感じた。 

・市民の代表としての発言となるので、点検対象事業を理解してから参加していた

だきたかった。 

・補助金交付事業については理解しにくい部分があるため、別途委員への補足手段

があると円滑に議論を進めやすくなると思われた。 

＜事業シート、参考資料等＞ 

・シートに詳細な数値の記載を要求されたが、点検作業ではほとんど議論にならな

かった。 

・点検準備による事務量の増加を抑え、作成時間に費やされる負担の軽減をすべき。 

・事務事業の評価は必要だと思う。 

・従来からの施策評価・事務事業評価シートを活用せず、改めて事務事業点検シー

トを作成することは無駄に感じる。 

・コスト、事業実績、事業成果は各事務事業の実績値だが、一部の点検委員は捉え

方を勘違いしていた。 

・点検委員が求める実績の範囲を明確にしておくべき。 

＜実施方法＞ 

・事務事業点検対象事業選定基準の見直しも必要。 

・準備に相当な時間を費やし、担当部署では、加重な負担が強いられた。今後、軽

減が図られるよう、現行の評価システム等を活用するなど、改善を求める。 

・事業への理解を得るために、具体的な事案を説明することの必要性を感じたが、

公開の場では好ましいことではないため、事業の説明に工夫が必要と感じた。 

・女性の点検委員を増やすべき。 

・点検委員は全員公募市民とし、コーディネーターを構想日本に担っていただく方
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が良いと思う。一度も府中市を訪れたことがない方々からの意見で事業の評価を左

右されるのは疑問である。 

＜全般意見＞ 

・他課の事務事業点検作業を見た。全体的に委員の論法や判定の仕方が強引で荒っ

ぽい印象を受けた。 

・過去から進めてきた事業には、背景や理由があるので、点検作業は、より繊細で

丁寧であるべき。 

・構想日本の委員は、「事業を進めてきた課の意見は、そもそも間違いだらけである。」、

「意見の合わない相手は否定すべき」という受け取られる態度が多分に感じられた。 

・最終的に少人数の多数決ですべてを肯定・否定する方法は、独善的で、評価を素

直に受け入れられない。 

・民間の視点（コスト、費用対効果）で議論について、良い勉強にはなったが、行

政に馴染まない考え方もあるように思えた。 

・限られた時間（点検時間）と緊張の中で、いかに点検者に説明を理解していただ

くか、説明の仕方が難しいと感じた。 

・傍聴者に関係者が多く、市民への公表ができたのか心配である。 

 

■傍聴者                                  

＜説明者（市職員）の説明＞ 

・データ分析もしっかり実施され、全体像が見え、分かりやすかった。市民サービ

スを維持するのだという意思が感じられた。 

・事業が導入された経緯について、きちんと理解して説明して欲しかった 

・自課の事業内容を細部まで把握した上で臨んでいないため、質問に対する的確な

回答になっていない。 

＜コーディネーター及び点検委員の印象＞ 

・問題の指摘が明確にされた。 

・市民点検委員がよく勉強していると思った。 

・話の内容が偏っている。市民サービスの意味を理解しているのか疑問に思った。 

・現場を知った上で意見をしているのか。書類だけの質問で何が分かるのか疑問で

ある。 

・最後にコーディネーターが話す結論やまとめ後の講評は分かりやすかった。 

＜事務事業点検について＞ 

・事業主管課にとって、事業の成果を数値化するなど、意識が高まると思う。市民

感覚での疑問が専門的ではないにしても、行政に聞けることはよい。 

・公開でやる事、資料を一般に公開する方式は続けた方が良い。 

・何年やってもその経験が活かされない。この方式（構想日本式）は、旬ではない。

過去の遺物である。 

・議論が出尽くしている感じがしない。 

・資料が多すぎる。 
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・内容や現場の実態を４０分間ですぐ知って、判断、評価しようとすることは無理

である。内容を良く知らないで評価を出しているものがあった。５人で評価される

なんておかしい。これまでどおり、役所の人が現場の声と市民の声をよく聞いて政

策を作ると良い。 

・方式に関わらず、点検結果が、どれだけ事業に反映されたかが大切だと思います。 

・本来、議会や広報、パブコメなどでも対応できる部分が多いように思う。 

・インターネット中継は意味があるのか。録画して、ネット上で閲覧可能にするだ

けでよいのではないか。 

・話を聞いて質問をしたくなった。点検委員以外にも発言できる仕組みにして欲し

い。 

・運営方法についてとても参考になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 68 -- 68 -




